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更なる国際共同製作促進のための調査検討業務 

 

1.検討委員会  

 

2018 年に締結された日中協定を受け、更なる国際共同製作を推進することを目的に次なる協定締

結を視野に入れ、諸外国・地域の国内・域内作品への支援策や国際共同製作作品に対する優遇措

置等について調査を行うとともに、業界関係者や有識者等を交えた検討委員会を実施した。 

 

1.1  検討委員会実施内容 

 

検討委員会では、業界関係者や国際共同製作に関する有識者に加えて、省庁関係者も交えて検

討が行われた。様々な視点・観点から「国際共同製作」を検討すべく、金融や制作経理に詳しい専門

家や、国際的な海外展開を見据えビジネスを展開している企業から 10 名前後の参加を募った。また、

オブザーバーとしては国際共同製作に関係する幅広い省庁関係者が参加した。 

 

また、「国際共同製作」を考える上で実写とアニメーションでは制作工程や考え得る課題が異なるため、

検討委員会はこれらを分けての実施となった。 

 

(a) 検討議題 

 

・国際共同製作協定の締結を戦略的に進めるための考え方の共有 

・国際共同製作を進める上での共通課題の把握 

・国際共同製作を促進するうえで必要な取組、方策の検討 

 

(b) 検討が示す方向性 

 

・国際共同製作を推進する方策としての「協定締結」で、締結を目指すべき国の選定 

・協定締結の戦略性などとも連動させた、国際共同製作に関する周辺施策の提示 

・国際共同製作協定のモデルプランの共有 

  



(c) 検討委員会参加者 

 

a. 実写検討委員（敬称略、五十音順） ＊座長 

 

市山 尚三 株式会社フーリエフィルムズ 

上住 敬一 ビズアドバイザーズ株式会社 代表取締役 

華頂 尚隆 一般社団法人日本映画製作者連盟 事務局長 

楠 純子  Film Solutions 株式会社 

小出 真佐樹 株式会社ロボット プロデューサー 

小寺 剛雄 株式会社 KADOKAWA 映像事業局海外製作部シニアマネージャー 

小山 芽里 松竹株式会社 グローバル事業部開発室 室長  

定井 勇二 有限会社ビターズ・エンド 代表取締役 

田島 健  株式会社バジェットコントロール 代表取締役 

富山 省吾＊ 日本映画大学理事長 

槙田 寿文 特定非営利活動法人 映像産業振興機構 事務局次長 

由里 敬三 株式会社ジャンゴフィルム 代表取締役社長 

 

b. アニメーション検討委員（敬称略、五十音順）＊座長 

 

浅沼 誠  株式会社サンライズ 代表取締役社長 

石川 光久 株式会社プロダクション・アイジー 代表取締役社長 

後藤 秀樹 株式会社アニプレックス 執行役員専務 

近藤 真司 一般社団法人 日本動画協会 事務局長 

清水 義裕＊ 株式会社手塚プロダクション 取締役 

田中 栄子 株式会社スタジオよんどしい 代表取締役 

林 信明  株式会社ポリゴン・ピクチュアズ 取締役 

藤村 哲也 フィロソフィア株式会社 代表取締役社長 

真木 太郎 株式会社ジェンコ 代表取締役 

槙田 寿文 特定非営利活動法人 映像産業振興機構 事務局次長 

増田 弘道 株式会社ビデオマーケット顧問 

松岡 泰彦 日本アニメーション株式会社 国際部部長 

山下 良幸 東映アニメーション株式会社 営業企画本部ライセンス事業部長兼海外営業室長 

 

 

 

 



c. オブザーバー（敬称略） 

 

経済産業省 商務情報政策局 コンテンツ産業課 

外務省 アジア大洋州局 中国・モンゴル第一課 

外務省 欧州局 西欧課 

総務省 情報流通行政局 放送コンテンツ海外流通推進室 

文化庁 参事官（芸術文化担当）付 

国際交流基金 

公益財団法人ユニジャパン  

 

d. 事務局 

 

公益財団法人ユニジャパン 

（経済産業省委託事業受託事業者） 

 

1.2  検討委員会の概要と主要な意見 

 

(a) 検討委員会の概要 

 

検討委員会は、前述の通り実写とアニメーションで分けて開催し、それぞれ 3 回実施した。 

 

a. 第 1 回検討委員会の議事内容 

 

①国際共同製作をとりまく現状の把握 

②映画業界のかかる課題 

③既存の映画支援施策の選択肢の紹介 

④映画共同製作二国間協定の有効性についてのディスカッション 

⑤協定以外の周辺の施策とそれに向けての課題についてのディスカッション 

（実写） 

・人材育成 

・共同製作パートナーとして有効な国や地域 

・制作や経理におけるデジタルツールの活用 

・新型コロナウィルスによる影響と対応策 

・その他必要な施策 

（アニメーション） 

・制作工程のデジタル化 



・人材育成 

・著作権 29 条（著作権の帰属）の整理 

・資金調達、完成保証 

・新型コロナウィルスの影響と対応策 

・その他必要な施策 

 

b. 第 2 回検討委員会の議事内容 

 

①国際共同製作・協定の目的 

・各国の映画支援施策調査（調査報告） 

・国際共同製作 促進施策の選択肢（更新） 

②国際共同製作・協定における日本の強み・弱み 

・主要国の日本映画の市場について（調査報告） 

③国際共同製作に関するディスカッション 

・目指すべき市場とジャンル 

・共同製作の類型と方針の検討 

・共同製作を進めるための鍵 

 

c. 第 3 回検討委員会の議事内容 

 

①各国の映画産業支援の調査結果の報告 

・調査対象国・地域別の国内・域内市場、映画支援概要 

・国際共同製作の現状（国・地域別） 

・CNC と日本の支援の選択肢比較 

・国際共同製作のモデルプラン 

②これまでの検討内容のまとめ 

③検討事項まとめおよびディスカッション 

・国際共同製作を促進するうえでの課題と必要な取り組み 

・国際共同製作協定の方針と進捗 

  



















・コロナ対応の「ローカルルール」も存在する。地方と都市部での意識の違いで予定がひっくり返ることも

ある。ルール統一化されないと、海外ロケ誘致のような一歩先んじた行動をすることは難しい。 

   

















・税優遇など国際共同製作にむけまだまだ改善すべき余地があるのではないか。 

・対象となる作品の規模が大小さまざまのため、セグメンテーションをしっかりして、おのおのにどのメニュー

を使ったほうがよいか整理していければ尚良い。 

・支援制度というのは外資や、潤沢な資金を持った企業のためのものではない。日本のプロデューサー

や作り手を支援するという１番の目的からブレるべきはない。 

・文化庁やユニジャパン、JFC、国際交流基金等の制度につき一元的に情報発信いただけるのであれ

ば、大変ありがたい。 

・出資の原資として製作費の一部を制作会社に支援して頂けるような制度があってもいいのではない

か。 

・国際共同製作は、ニーズはあれど手つかずでノウハウがないので気軽に色々な相談ができる窓口があ

ると良い。 

・共同製作に関する知見を集約し活用できるのではないか。 

・TV シリーズや配信に支援対象を広げた方が良い。劇場作品は圧倒的にタイトル数が少なくなってき

ている。 

 



2. 更なる国際共同製作促進のための調査  

 

2.1  調査概要 

 

日中協定に続く新たな協定締結の可能性を踏まえ、国際共同製作に関する施策等を中心に、有望な協

定締結先・共同製作相手国および地域の調査を行った。調査はデスクリサーチもしくは関係機関へのヒアリン

グを元にしている。対象国・地域の選定にあたっては、①今後、協定締結の可能性がある国・地域、②国内

の共同製作ニーズが一定程度ある国・地域、③ニーズの有無に関わらず、他国との共同製作が盛んな国・地

域等を中心に以下に選定した。尚、アメリカについては州レベルでの支援制度が積極的に取り入れられている

ことから、映画産業が盛んな 3 州を選び、税優遇制度のみ調査を行っている。各国の国際共同製作システム

のあり方について調べ、共同製作を目指す日本人プロデューサーにアクセス可能な支援制度とその内容につい

て詳しくまとめた。また、国際共同製作における映画国籍の定義について調べ、各国の映画国籍にあたっての

基準をまとめた。 

 

  なお、各国・地域の市場データは 2019 年までのものを使用しているため、2020 年初頭から続く新型コロ

ナウイルス感染拡大による映画産業の影響は反映されていない。 

 

（a）調査対象国および地域 

 

1. フランス 

2. イタリア 

3. イギリス 

4. ドイツ 

5. アメリカ（カリフォルニア州、ニューメキシコ州、ジョージア州） 

6. カナダ 

7. 韓国 

8. 中国 

9. 台湾 

10.日本 

 

（b）調査対象項目（国・地域によっては、該当するものがない場合もある） 

 

1. 市場規模  



・国/域内での年間興行成績 

・国/域内での年間劇場動員 

・国/域内でのチケット単価 

・国/域内でのスクリーン数 

・マーケットシェアにおける国/域内産映画の割合 

・映画製作本数と、国際共同製作の割合 

 

2. 規制、法制度 

・外国映画数量規制 

・国際共同製作協定締結数と締結国名、締結における権限のある当局 

・共同製作作品認定制度 

・国/域内産映画認定制度 

 

3. 映画産業支援 

・主な支援団体とその財源 

・主な支援団体の予算内訳 

・国/域内映画支援の枠組（助成、税優遇） 

・外国映画誘致政策（助成、税優遇） 

 

（c）協力機関 

 

1.フランス   

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée（フランス国立映画センター/通称「CNC」） 

 

2.イタリア 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo（文化財・文化活動・観光省/

通称「MiBACT」） 

 

3.イギリス 

British Film Institute (英国映画協会/通称「BFI」） 

 

4.ドイツ 



Filmförderungsanstalt（映画支援機構/通称「FFA」） 

 

 

5.アメリカ/カリフォルニア州 

California Film Commission 

 

6.アメリカ/ニューメキシコ州 

New Mexico Film Office 

 

7.アメリカ/ジョージア州 

Georgia Film Office 

 

8.カナダ 

Telefilm Canada 

 

9.韓国 

映画振興委員会（Korean Film Council/通称「KOFIC」) 

 

10.中国 

中国电影合作制片公司（China Film Co-Production Corporation/通称「CFCC」） 

 

11.台湾 

文化部影視及流行音樂產業局 

 

 



 

 

2.2  国・地域別調査レポート 

 

2.2.1  フランス 

 

2.2.1.1 フランスに関する調査概要 

 

a.映画産業 〔2019 年データ〕 ※10 年間の推移は次項参照 

（ア）国内興行収入:    14.5億ユーロ   ⇒欧州1位 （全世界第5位） 

（イ）国内の劇場動員数：     2.13 億人 

（ウ）国内のスクリーン数：     6114 

（エ）平均チケット価格：     6.8 ユーロ 

（オ）一人あたりの年間平均入場回数：  3.2 回 

（カ）マーケットシェアにおける国産映画の割合： 34.8% 

（キ）映画製作本数：    301 本* 

*100％国産＝185 本、国際共同製作＝116 本 

・国際共同製作協定数は 58 ヵ国で世界最多で、仏語圏との共同製作が中心 

 

b.映画支援団体 

・フランス国立映画センター(CNC)が中枢機関として映画産業を支援 

・CNC の財源は 3 つの税収⇨ 劇場チケット、テレビ、ビデオ販売から自動徴収 

 

c. 支援形態   ※いずれも国際共同製作協定を介した共同製作作品にも適用可能 

●自動助成：2 つのスケールを用い作品を審査。2 つの度合いにより、支援額に傾斜がかかる 

①ヨーロッパスケール：ヨーロッパ的要素を、映画を構成する文化的・技術的な観点でポイント化し判断 

②自動助成スケール：上記に加え、フランス的要素を加味 

・支援対象は制作会社、配給会社、セールス会社、興行会社。劇場興行やテレビ放映、ビデオ販売の

結果に乗じて支援額が判断される 

・映画が劇場で公開されてから最大 8 年後まで支援が継続され、助成金は必ず次なる作品への投資に

繋げるよう制約がある 

●選択助成：条件を満たした応募者の中から CNC が審査し、選ばれたものにのみ支援が与えられる 

・企画、脚本、制作、配給、興行、テレビ放映、海外セールスまで、製作のあらゆる段階をカバーしている 

・制作前にも支援を受けることが可能であり、製作完了は年度をまたぐことができる。各支援の審査は年

に数度実施される 

 

d. 規制・法制度 

・テレビ番組で欧州以外の外国作品の放映を制限する「ブロードキャスト・クオータ制」がある  











 

2.2.1.3  フランスの映画産業および国際共同製作にかかる規制、法制度 

 

1. 国際共同製作協定締結国と、権限のある当局 

 

フランスは、二国間国際共同製作協定を計 58 か国と締結しており8、締結数においては世界 1 位で

ある。締結に際しては、Centre National du Cinéma et de l'Image Animée（フランス国立映

画センター/通称「CNC」、以下「CNC」とする）が権限のある当局として協定の締結を進める。 

 

（ア）ヨーロッパ 

オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、ドイツ、

ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、リトアニア、ルクセンブルグ、マケドニア、オランダ、ポーランド、ポ

ルトガル、ルーマニア、セルビア、スロベキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス 

 

（イ）アジア、オセアニア 

オーストラリア、カンボジア、中国、ジョージア、インド、韓国、ニュージーランド、ロシア、トルコ、ウクライナ 

 

（ウ）アフリカ 

アルジェリア、ブルキナファソ、カメルーン、ギニア、コートジボワール、モロッコ、セネガル、南アフリカ、チュニジ

ア 

 

（エ）中南米 

アルゼンチン、ブラジル、ブルガリア、チリ、コロンビア、メキシコ、ウルグアイ、ベネズエラ 

 

（オ）北米 

カナダ 

 

（カ）中東 

エジプト、イスラエル、レバノン、パレスチナ 

 

2. クオータ制度 

 

（1） ブロードキャスト・クオータ制 

 

かつてフランスにもスクリーン・クオータ制が存在していたが、劇場映画のクオータ制は廃止された。現在

はテレビ番組で欧州以外の外国作品の放映を制限する「ブロードキャスト・クオータ制」のみが残っている。

 

8 参照リスト：https://www.cnc.fr/professionnels/reglementation/accords-internationaux 



 

フランスのブロードキャスト・クオータ制を管理しているのは（Conseil supérieur de l'audiovisuel、通

称「CSA」）である。 

 

このクオータに基づき、フランスのテレビ放送事業者は年間放映番組の 6 割以上をヨーロッパの番組と

し、そのうち 4 割以上はフランス語を原語とする番組でなければならないという決まりがある。9また、映画

のテレビ放映についても、放映作品数の 6 割以上をヨーロッパ映画、うち 4 割以上はフランス語を原語と

する映画でなければならない。ブロードキャスト・クオータ制度が適用になるのは、プライムタイム(水曜日の

14 時～23 時及び、それ以外の平日 18~23 時)の放映番組である。 

 

このクオータ制度によって、劇場公開時には回避できた上限もテレビ放映時にハンデとなり得る。劇場

作品にかかわらずシリーズの多いテレビアニメ作品などにとっては、この影響は大きい。以下で紹介するフラ

ンスの「国際共同製作認定システム」で公式な国際共同製作作品として認められ、ヨーロッパまたはフラン

スとしての国籍を得ることができ、放映機会の拡大に寄与できると言える。 

 

3. 国際共同製作認定システム 

 

（ア）ヨーロッパ諸国との国際共同製作 

 

1992 年に制定された欧州映画の共同製作のための条約（”European Convention on 

Cinematographic Co-production” 条約第 14710）に助けられ、ヨーロッパでは活発に共同製作

が行われてきた。創造と表現の自由を守り、文化の多様性を守りながらヨーロッパ域内での国際共同製

作を活性化することを目的としている。この条約に則り、批准国11内で製作された国際共同製作作品は、

欧州作品としてヨーロッパの映画支援スキームにもアクセスすることが可能となる。 

 

当条約の基本的な条件としては 

1. 欧州評議会（Council of Europe）のメンバーで、当条約を批准していること。 

2. 3 つの異なる批准国から、最低 3 人のプロデューサーが参加していること。 

※それ以外のプロデューサーの参加も可能だが、貢献する製作コストは 30％以下に収めること。 

3.条約の定める定義を満たすこと。 

 

 

9  参照リンク：https://www.csa.fr/Reguler/Promotion-de-la-production-audiovisuelle/Les-quotas-a-la-

television 

10 参照リンク：https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/147 

11 批准国リスト（アルファベット順/2021 年 3 月現在）：アルバニア、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベルギー、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、ハン

ガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モンテネグロ、オランダ、北マケドニア、ノルウェー、ポ

ーランド、ポルトガル、モルドバ共和国、ルーマニア、ロシア、セルビア、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、イギリス 





 

 

助成金を受ける上での具体的な審査の内容については、「CNCの国内映画支援の枠組」の「長編映

画審査」の項目で詳しく解説する。 

  



 

2.2.1.4  フランスの映画産業にかかる支援制度 

 

1. 主な支援団体とその財源 

 

ヨーロッパを代表する文化大国としてフランスは、多くの映画支援団体・フィルムコミッションが存在し、そ

れぞれが助成金やインセンティブの仕組みを有している。フランスの映画行政を管轄する組織として機能し

ているのが Centre National du Cinéma et de l'Image Animée（フランス国立映画・映像セン

ター/通称 CNC、以下「CNC」とする）である。CNC は第二次世界大戦の翌年である 1946 年に設立

され、2009 年以降は映画だけでなくオーデュオビジュアル、マルチメディア、ビデオゲームも統括する組織と

なった。本報告書では CNC の支援のみをとりあげ、紹介することとする。 

 

（ア）CNC の財源 

 

CNC は、文化省の管轄下にはありながら財政的に独立した権限を持ち運営されている組織である点

が特徴である。その財源は主に 3 つの税収によって支えられ、自動徴収されることで映画分野への継続

的な支援を可能としている。 

 

a. チケット税 TSA (Taxe sur les places de cinéma) ：映画チケット販売額の 10.72% 

b. テレビサービス税 TST (Taxe sur les services de télévision) ： 

 (a)テレビ局 (TF1、France 2 、W9 など)は広告収入、SMS サーチャージ料、番組の再放送料等か

ら 5.65% 

  (b)放送事業者(Canal +、Orange、SFR など)は有料テレビチャンネルへの登録料、トリプルプレイ

登録料（注釈：1 本の回線で、インターネット接続、固定電話、有料テレビの 3 つのサービスを提供す

ること）から 0.5%～7.25％ 

c. ビデオ税 TSV (Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus 

audiovisuels) ：DVD、Blu-Ray および FVOD（例：YouTube）や SVOD（例：Netflix）か

ら、収入の 2%  

  





 

イ．CNC の国内映画支援の枠組  

 

CNC の国内映画に対する支援は、自動助成と選択助成に分かれている。自動助成は、後述する条

件をクリアすれば、映画が劇場で公開されてから最大 8 年後まで、自動的にプロデューサーに支援が継

続される。選択助成は条件を満たした応募者の中から CNC が審査し、選ばれたものにのみ支援が与え

られる。（同じ支援制度の枠組みで、複数の分野にまたがるものもある）。長編映画の場合、まずは

「長編映画審査」をクリアし、ヨーロッパスケールおよび自動助成スケールの 2 つのスケールを用いて作品の

文化的・技術的要素が評価され、助成の割合が算出される仕組みである。14 

 

「協定締結国との国際共同製作」の項でも述べたように CNC の支援は、それの作品が 100％フラン

ス映画であったとしても国際共同製作作品だったとしても、一定の条件を満たし審査を受けた上で初めて

享受することができるようになっている。 

 

（ア）長編映画審査(L’agrément des films de longue durée) 

 

a. 審査の流れ 

 

審査には 2 つの段階があり、撮影前に CNC に申請する「投資審査（Agrément des 

investissements）」は、助成金への申請が必要となる場合は必ず必要となる。映画の完成後に必

要となる「制作審査」（Agrément de production）は助成金の獲得の有無にかかわらず、全ての

映画が申請する必要がある。この審査を通過しない限りは、自動助成を受けることはできない。 

 

(a) 投資審査（Agrément des investissements）の場合の必要書類 

 

投資審査は、以下の必要性が生じた場合にのみ、撮影開始前に申請が必要となる。 

 

1 撮影前の助成金を受ける場合 

2 タックスクレジットを受ける場合 

3 SOFICA15の介在がある場合 

4 無料放送チャンネルとの共同製作またはプリセールスの場合（ただし Arte France Cinéma

は除く） 

5 国際共同製作協定に基づく国際共同製作作品として支援を受ける場合 

 

14 参照リンク：https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/cinema/production/agrement-de-

production-pour-les-films-dont-lagrement-des-investissements-a-ete-demande-a-compter-du-1er-janvier-

2018-ou-pour-les-films-sans-agrement-des-investissements_190846 

15 SOFICA（Les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle）は映画・オーデ

ィオビジュアル作品の制作資金の調達に特化した未公開株式投資会社。2020 年に創立 35 周年を迎えた。 



 

 

・書類 1：プロデューサーのサイン入りの、CNC の代表宛の投資審査申請レター（作成時点での作品タ

イトル、CNC への制作会社登録番号（RCA）、撮影開始予定日、撮影予定週数を含む） 

・書類 2：監督や制作者の契約書、権利にかかる契約書 

・書類 3：共同製作契約書 

・書類 4：無料放送チャンネルの介入がある場合、参加表明のレターまたは契約書 

・書類 5：SOFICA からの投資を受ける場合は参加表明のレター 

・書類 6：プロデューサーのサインの入った以下の書類（指定のエクセルフォーム） 

 

ファクトシート、予算表（現時点のもの。海外での支出がある場合は国ごとに）、支出計画表、資本

構成シート、「ヨーロピアンワーク」シート（「欧州映画の共同製作のための条約」に基づき製作される場

合）、制作支援金の計画表、撮影現場/プロデューサー/俳優の使用言語表、演者リスト、スタッフリスト、

撮影地/ポストプロダクションリスト、あらすじ、地方での撮影/支出計画表、パリテシート（男女の構成比

率表）、映画にかかる収入が適切に分配されることについての表明書（100 万ユーロ未満の、フランス

主導の共同製作の場合） 

 

書類は全て CNC 指定のフォームがあり、紙・エクセル・P D F の 3 種類で提出する。 

 

(b) 制作審査（Agrément de production）の場合の必要書類 

 

制作審査は、自動助成を受けるためには必ず必要な審査となる。フランス国内で公共の場で映画の

上映を行いたい場合は CNC を通じてビザが発行されるが、制作審査はビザの発行後 8 ヶ月以内に行わ

れなければならない。 

 

・書類 1：プロデューサーのサイン入りの、CNC の代表宛の投資審査申請レター（国際共同製作の場

合は、共同製作契約を締結した両者がサインをする） 

・書類 2：エンドクレジットに記載される全てのリスト 

・書類 3：投資審査時点で提出のなかった、映画の制作経理に関わる全ての契約書 

・書類 4：映画制作年にかかる、雇用者の人事管理情報（“Déclaration sociale nominative”、

通称「DSN」） 

・書類 5：公立図書館への提出が完了したことを示す証明書 

・書類 6：投資審査の際の書類 

・書類 7：制作計画最終版 

・書類 8：プロデューサーのサインの入った以下の書類（指定のエクセルフォーム） 

 

ファクトシート、最終支出表（海外での支出がある場合は国ごと）、資本構成シート、「ヨーロピアンワ

ーク」シート（「欧州映画の共同製作のための条約」に基づき製作される場合）、制作支援金の計画



 

表、撮影現場/プロデューサー/俳優の使用言語表、演者リスト、スタッフリスト、撮影地/ポストプロダクシ

ョンリスト、あらすじ 

 

書類は全て CNC 指定のフォームがあり、紙・エクセル・P D F の 3 種類で提出する。投資審査を受け

ずに制作審査を受ける場合は、上記の書類に加えて監督や制作者の契約書、権利にかかる契約書も

全て提出する。 

 

b. 申請者の条件 

 

審査書類は、映画製作を遂行し完成させるために資金や技術、クオリティーコントロールに関して責任も

持つ制作会社が申請者となる。申請者たる会社の条件としては、以下となる。 

 

1 フランスに設立された会社である。 

2 最低 45,000 ユーロの株式資本（うち払込資本が最低 22,500 ユーロ）がある。 

3 代表者がフランス国籍または EU 諸国の国籍を有している。 

4 国または EU 諸国の公人により会社が運営されていない。 

5 社会法、特に社会福祉にかかるコンプライアンスを遵守したうえで映画制作を保証で

きる。 

 

また、撮影スタジオ/ラボについてはフランスまたは E U 諸国で設立されている必要があるが、国際共同製

作二国間協定に基づく国際共同製作の場合、協定相手国も対象に含めることができる。 

  















 

〔助成額算出例〕  

 

1 劇場にかかる自動助成例：20 万人の動員で、劇場チケット単価が 7 ユーロ 

 

・対象額の算出 

 

『動員数×チケット料金×チケット税％×111.87％(約 150 万人以下の動員に適用)』 

→200,000 × 7 × 10.72% × 111.87% = 167,894 ユーロ 

 

・受取額の算出 

 

例 1：自動助成スケールで 30 ポイントを獲得→167,894 × 0.30 = 50,368 ユーロ 

例 2：自動助成スケールで 73 ポイントを獲得→167,894 × 0.79= 112,563 ユーロ 

例 3：自動助成スケールで 83 ポイントを獲得→167,894 × 1 = 167,894 ユーロ 

 

2 テレビにかかる自動助成例：販売価格が 20 万ユーロ、自動助成スケールが 76 ポイント 

 

200,000 × 9.47% × 0.88 = 16,667 ユーロ  

 

d. 自動助成金額上限 

 

自動助成だけでなく、公的な支援やタックスクレジットを受ける場合、映画の最終的な製作費の 50%

を超えてはいけない。国際共同製作の場合、対象はフランスの出資額の 50%となる。しかしながら、公

的支援無しでは製作が困難な作品や低予算の映画は、CNC の判断によりその上限が 60～70%まで

引き上げることもある。「製作が困難」の基準としては、監督の 1 作目ないしは 2 作目の作品であること、

「低予算」の基準としては製作費が 125 万ユーロ以下のものを指す。 

  







































2.2.2  イタリア 

 

2.2.2.1 イタリアに関する調査概要 

 

a.映画産業 

〔2019年データ〕 ※10年間の推移は次項参照 

（ア）国内興行収入:      6.679 億ユーロ 

（イ）国内の劇場動員数：     1.044 億人 

（ウ）国内のスクリーン数：   5385 

（エ）平均チケット価格：   6.4 ユーロ 

（オ）一人あたりの年間平均入場回数：  1.7 回 

（カ）マーケットシェアにおける国産映画の割合： 21.6% 

（キ）映画製作本数：    325 本* 

*100％国産＝268 本、国際共同製作＝57 本 

・製作本数は年々増加、世界第 6 位(欧州 1 位)  

・興行収入の上位はハリウッド映画が占め、国内作品で上位にランキングするのは実写コメディー作品 

 

b.映画支援団体 

・MiBACT(文化財・文化活動・観光省)を介した国家予算で映画産業を支援 

・映画/オーディオビジュアルを管轄するのは、MiBACT 映画・オーディオビジュアル総局、通称「DGCA」 

・2016 年に制定された法律により、映画とオーディオビジュアルへの支援に必ず 4 億ユーロ以上拠出 

 

c. 支援形態   ※いずれも国際共同製作協定を介した共同製作作品にも適用可能 

・国産映画も国際共同製作作品も、イタリア国籍の承認を受けない限り支援は受けられない 

・EU 加盟国の国籍が承認されている映画およびオーディオビジュアル作品については、イタリア国籍を承

認したものとみなされる 

・協定を介さずとも「国際共同参加作品」（Compartecipazione internazionale）という形で審査

を受け、伊側のみ助成金を受けることが可能 

・脚本の段階から、制作、配給、興行、国際展開に至るまで包括的な支援体制を整え、支援体系・予

算は法令で定められる 

・税優遇が充実しており、制作のための税優遇に関して 2020 年度には MiBACT 全体予算の 1/4 程

度が充てられた 

  

d. 規制・法制度 

・劇場公開映画に対する数量規制は存在しないが、映画およびオーディオビジュアル作品の放送、投資

および VOD 配信に関してのクオータがある  











2.2.2.3  イタリアの映画産業および国際共同製作にかかる規制、法制度 

 

1. 国際共同製作協定締結国と、権限のある当局 

 

イタリアは、二国間国際共同製作協定を計 33 ヶ国8と締結している。協定に際しては、「文化財・文

化活動・観光省」（Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo、以下

「MiBACT」）が権限のある当局として協定の締結の交渉を進め、締結時は外務省も関与する。映画

およびオーディオビジュアルを管轄するのは、MiBACT の中の「映画・オーディオビジュアル総局」

（Direzione Generale Cinema e audiovisivo、通称「DGCA」）である。9 

 

（1） ヨーロッパ 

オーストリア、ブルガリア、チェコ共和国、クロアチア、フランス、ドイツ、ハンガリー、北マケドニア、ポルトガル、

ルーマニア、ロシア、スペイン、スロバキア、スウェーデン、スイス 

 

（2） アジア、オセアニア 

オーストラリア、中国、インド、ニュージーランド 

 

（3） アフリカ 

モロッコ、南アフリカ、チュニジア 

 

（4） 中南米 

アルゼンチン、ブラジル、チリ、キューバ、ドミニカ共和国、メキシコ、ウルグアイ、ベネズエラ 

 

（オ） 中東 

イスラエル、トルコ 

 

（カ）北米 

カナダ 

 

  

 
8
 MiBACT との確認により、かつての協定が失効したものは削除している。 

9
 参照サイト：  http://www.cinema.beniculturali.it/ 



2. クオータ制度10 

 

イタリアには劇場公開映画に対する数量規制は存在しないが、映画およびオーディオビジュアル作品の

放送、投資および VOD 配信に関してのクオータがある。現在の規制は 2020 年 1 月 1 日より施行さ

れており、現在の文化財・文化活動・観光省大臣であるダリオ・フランチェスキーニ氏にちなみ、通称は「フ

ランチェスキーニ法令」である。 

 

（ア）プログラミング・クオータ 

 

上記法令により、放送局は公共・民間問わず、ヨーロッパの作品（番組）を放映する割合を多く持つ

よう定められた。また公共放送（Radiotelevisione italiana、以下「RAI」）の場合、午後 6 時から

11 時のプライムタイムの間イタリアのオーディオビジュアル作品（映画、フィクション、ドキュメンタリー、アニメ

ーション）を 12％以上放映することが義務づけられ、うち 3％以上は映画でなくてはならない。放映時間

全体を占めるイタリア作品の割合についても、RAI については 25％以上、民間放送局は 10％以上と定

められている。尚、民間放送局については 2021 年度中に 16.7%に引き上げられる方針である。 

 

（イ）投資クオータ 

 

放送局が得た収益についても、投資先に規制が設けられている。RAI は年間総売上の 17%、民間

放送局は 11.5%をヨーロッパの独立系プロデューサーの作品に投資しなければならない。民間放送局に

ついては 2021 年度中に 12.5%に引き上げられる方針である。映画は加えて RAI の純収入のうち

4.2%、民間放送は3.5%の投資を受けることができるよう、手厚く保護されている。アニメーションはRAI

から純収入の 0.77%の投資を受けることができる。 

 

（ウ）ＶＯＤクオータ 

 

SVOD（定額制動画配信）は、提供する作品全体のうち時間換算で 30％を近年ヨーロッパのオー

ディオビジュアル作品に充てることが義務付けられ、エンタメ作品もこの中に含まれる。TVOD（都度課金

型動画配信）については同様に 30％だが、換算方法はタイトル数である。また、オンデマンド配信提供

会社については今後 3 年間前述の投資クオータも適応され、イタリアで得た純収入のうち 20％を投資し

なければならない。 

 

将来的には、通信における適正保障のためのオーソリティ（Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni、通称「AGCOM」）がイタリアのオーディオビジュアル作品を作品全体のうち 15％以

上と規定する方針のほか、ヨーロッパの独立系オーディオビジュアル作品についてもクオータを検討中である。 

 

 
10

 MiBACT からの情報に基づく 



3. 国際共同製作認定システム 

 

（ア）ヨーロッパ諸国との国際共同製作 

 

ヨーロッパとの国際共同製作は、1992 年 10 月に制定された「映画の国際共同製作に係る欧州協

定（European Convention on Cinematographic Co-Production）」に従い公式な共同製作

と認められる。（詳細はフランスの「（ア）ヨーロッパ諸国との国際共同製作」参照） 

 

（1） 協定締結国との国際共同製作 

 

イタリアには国際共同製作を「認定」する統一の仕組みはない。あくまで個々の二国間国際共同製作

協定に定められた内容に従い、各プロデューサーの出資比率や技術的、技術的関与のバランスなどを確

認する。プロデューサー間で取り交わされた国際共同製作契約書も重要な判断要素であり、二国間国

際共同製作協定で定義された条件に即しているか、検証される。MiBACT がこれらの事項を確認し公

式の国際共同製作作品と認められれば、「イタリア映画」とみなされ国産映画およびオーディオビジュアル

作品と同等の支援を受ける資格を得ることができる。 

 

国際共同製作協定を締結していない国との国際共同製作の場合も、MiBACT の定めた条件をクリ

アし、イタリア国籍の承認を受けることができれば支援を受けることが可能だ。イタリア国籍は、例え100％

イタリア出資による作品であっても MiBACT の支援を受ける上での必須条件となる（以下「映画および

オーディオビジュアルのイタリア国籍承認手順」参照）。 

 

4. 映画およびオーディオビジュアルのイタリア国籍承認手順 

 

2017 年 7 月 11 日首相令により、「映画およびオーディオビジュアル作品のためのイタリア国籍承認

規定」が追記された。112016 年 11 月 14 日付で改定されていた既存の法令 220 号「映画およびオ

ーディオビジュアル綱紀」12の条項 5「イタリア作品の国籍」では、イタリア国籍承認にかかる条件が定義さ

れるのみであったものが、追記された規定では承認に至る条件が細かく定義され、新たに作品の種別毎

のスコア制も導入された。尚、EU 加盟国の国籍が承認されている映画およびオーディオビジュアル作品に

ついては、イタリア国籍を承認したものとみなされる。 

 

 

 

 

 
11

 参照サイト：http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/4476/65/pubblicato-sulla-g-u-il-d-p-c-m-11-luglio-

2017-sul-riconoscimento-della-nazionalit%C3%A0-italiana/ 
12

 参照サイト：https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00233/sg 



































(3) ウェブコンテンツ：5%（うち、60％は興行成績に乗じて助成、40％は芸

術的・文化的評価に乗じて助成） 

(4) ビデオゲーム：4％（芸術的・文化的評価に乗じて助成） 

(5) アニメーション：8%(興行成績,芸術的・文化的評価に乗じて助成) 

(6) 国際配給：5%（イタリア国外マーケットにおけるセールス、プリセールスで

のセールス結果に乗じて助成） 

(7) ホーム・エンターテインメント事業者：2%(イタリア国内で放映・配信された

際のセールス結果、文化的評価に乗じて助成) 

支援上限額 ・自動助成を含めた助成金が、制作費または配給経費の 50％を上回らない

範囲 

・ただし、以下の条件を満たせば 100％に引き上げられる 

-経済協力開発機構 (OECD)の開発援助委員会定めたリストに含まれる国

との共同製作作品 

-MiBACT の制作支援を受けた作品 

-総制作費が 250 万ユーロ以下の作品 

-公開スクリーン数が 400 以下の作品 

-国内放送局やメディアサービス事業者への権利のプリセールスによる工面した

制作費が、総製作費の 40％を超えない作品 

その他特筆すべき

事項 

・2017 年 7 月 31 日付文化財・文化活動・観光大臣令により定められた条

件に基づく 

  





2.2.3  イギリス 

 

2.2.3.1 イギリスに関する調査概要 

 

a.映画産業 

〔2019 年データ〕 ※10 年間の推移は次項参照 

（ア）国内興行収入:     12.5億ポンド   ⇒欧州2位 （全世界第6位） 

（イ）国内の劇場動員数：     1.761 億人 

（ウ）国内のスクリーン数：     4395 

（エ）平均チケット価格：     7.1 ポンド 

（オ）一人あたりの年間平均入場回数：   2.6 回 

（カ）マーケットシェアにおける国産映画の割合： 47.1% 

（キ）映画製作本数：     185 本* 

*100％国産＝93 本、国際共同製作＝23 本、アメリカの対内投資作品＝69 本 

・国内映画の興行収入が 5 割弱を占めるが、イギリスでは①文化審査を通過した国際共同製作協定

を介さない国際共同製作作品と②外国からの対内投資を受けた作品をいずれも「イギリス映画」とみなし

ている。実質はアメリカの関与する作品が割合として高く、純粋な 100%国内映画は 10%強 

・興行収入の上位はハリウッド映画が占める 

 

b.映画支援団体 

・BFI(British Film Institute)が支援団体の中心組織、財源は 4 本柱 

1)政府の助成金 2)宝くじ収益 3)自己収入（ナショナルアーカイブ運営等） 4)スポンサー、寄付金 

・管轄官庁はデジタル文化メディアスポーツ省（Department for Digital, Culture, Media and 

Sport、「DCMS」） 

 

c. 支援形態    

・イギリス映画・国際共同製作映画問わず、税控除や助成金を受けるには英国認証（British 

Certification）を取得する必要があり、以下の〔いずれか〕を満たせばよい。 

1 カルチュラルテスト  

2 映画の国際共同製作に係る欧州協定 

3 英国政府公認の二国間共同製作協定 

⇒協定を介した国際共同製作でなくても、文化審査のうえ国内映画と同様の支援を受けることが可能 

・国家レベルでの外国映画のロケインセンティブはない 

・支援対象者専用の口座（"BFI Locked Box"）があり、Locked Box にリクープ・保管された助成

金は、将来の別プロジェクトの開発や制作、人材育成等に使用することが可能 

  











2.2.3.3  イギリスの映画産業および国際共同製作にかかる規制、法制度 

 

1. 国際共同製作協定締結国と、権限のある当局 

 

イギリスは、二国間国際共同製作協定を計 10 ヶ国と締結している9。協定に際しては、デジタル文化

メディアスポーツ省（Department for Digital, Culture, Media and Sport、以下「DCMS」）が

権限のある当局として協定の締結の交渉を進める。 

 

（ア）ヨーロッパ 

フランス 

 

（イ）アジア、オセアニア 

オーストラリア、中国、インド、ニュージーランド 

 

（ウ）アフリカ 

モロッコ、南アフリカ 

 

（エ）中南米 

ブラジル 

 

（オ） 中東 

イスラエル 

 

（カ）北米 

カナダ 

 

2. 国際共同製作認定システム（英国認証 “British Certification”10） 

 

イギリス映画・国際共同製作映画問わず、税控除や助成金を受けるには英国認証（British 

Certification）を取得する必要がある11。英国認証の審査は英国映画協会（British Film 

Institute、以下「BFI」）が行い、英国および共同製作国の管轄当局が決定する。管轄官庁はデジタ

ル文化メディアスポーツ省（Department for Digital, Culture, Media and Sport、以下

「DCMS」）である。 

 

 
9 https://www.bfi.org.uk/apply-british-certification-tax-relief/co-production 
10 出典：British Film Certification Co-production Guidance Notes Version: December 2019 
11 https://www.bfi.org.uk/apply-british-certification-tax-relief 



英国認証を受けるには 3 つの条件があり、下記の〈いずれか〉を満たす必要がある。 

 

4 カルチュラルテスト （「カルチュラルテスト」の項で詳細後述） 

5 映画の国際共同製作に係る欧州協定(以下、「欧州協定」)12 

6 英国政府公認の二国間共同製作協定 

 

つまり、国際共同製作協定を締結した国であれば、カルチュラルテストを受けずに英国認証を受け、助

成金や税控除を受けることが可能になるということである。国際共同製作が英国認証を受けるには②と

③で異なったプロセスとなる。 

 

（ア）申請者の条件 

 

・申請者は英国の共同製作者が行う。個人、任意団体でも可能だが、税控除を受けるには英国法人

税の課税対象となる英国法人でなければならない。法人以外の申請は要事前相談。 

 

（イ）申請プロセス 

 

・撮影開始前と完成後の 2 段階で申請が必要。第 1 段階（仮承認）は撮影開始 4 週間前までに、

第 2 段階（最終承認）は上映素材の完成段階（公開の決定は必須ではなく、配給会社等へ渡せる

状態になっていればよい）に行う。 

・仮承認の有効期間は証明書記載の日より 3 年間。 

・最終承認申請時には会計士または監査担当者による会計報告書の添付が必須。 

 

（ウ）国際共同製作の一般的条件 

 

・税控除を受けるためには、劇場公開を前提とした映画であること。 

・シリーズ作品は、①26 話以下で、②総上映時間が 26 時間以下で、③シリーズ全体で 1 つの物語が

完結する作品もしくは共通テーマの連続ドキュメンタリーでない限りは、各話個別の申請が必要。 

・共同製作者は当該作品に資金の一部を拠出し、その出資額に応じて、創造的、技術的、芸術的関

与をしていなければならない。ただし、一部の二国間共同製作協定および欧州協定では、出資額の少

ない共同製作者が「資金提供のみ」の関与をすることが認められている（欧州協定の場合は最低

10%・最高 25％の資金提供、二国間共同製作協定ではそれぞれ個別に割合が決められている）。 

・ドキュメンタリーを除き、英国認証を受けている他作品や、申請者または共同製作者の他作品の映像

を、総尺の 10%を超えない範囲で引用してもよい。 

 

 
12 イギリスは 2021 年 12 月 31 日に欧州連合（EU）離脱を発表した。本報告書が完成した 2021 年 3 月時点では各ホームペー

ジには欧州協定にかかる規定は既存のものが掲載されており、本契約書の記載もそれに準じる。 





ャマイカ、モロッコ、ニュージーランド、パレスチナ自治

区、南アフリカ、欧州協定国、イスラエルの協定締

結国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

ジャマイカ オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、イ

ンド、イスラエル、モロッコ、ニュージーランド、パレス

チナ自治区、南アフリカ、欧州協定国、ジャマイカ

の協定締結国 

任意の国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

モロッコ オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、イ

ンド、イスラエル、ニュージーランド、パレスチナ自治

区、南アフリカ、欧州協定国、モロッコの協定締結

国 

任意の国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

ニュージーランド オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、イ

ンド、イスラエル、ジャマイカ、パレスチナ自治区、南

アフリカ、欧州協定国、ニュージーランドの協定締

結国 

不可 

パレスチナ オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、イ

スラエル、ジャマイカ、ニュージーランド、南アフリカ、

欧州協定国、パレスチナ自治区の協定締結国 

任意の国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

南アフリカ オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、イ

ンド、イスラエル、ジャマイカ、ジャマイカ、ニュージー

ランド、パレスチナ自治区、欧州協定国、南アフリ

カの協定締結国 

任意の国 

（資金の一部を拠出し、

額に応じた創造的・技術

的・芸術的貢献要） 

欧州協定締結

国 

なし 任意の国（財政負担は総

製作費の 30％未満に限

る） 

 

〔補足〕 複数の共同プロデューサーを統一マネジメント、管理、所有することについての制限 

・フランス：不可（法人、パートナーシップ、非法人も含めて不可） 

・オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、ニュージーランド：不可 

・イスラエル、モロッコ、パレスチナ自治区：原則不可。ただし、所轄官庁の承認がある場合を除く。 

・インド、ジャマイカ、南アフリカ：所轄官庁が合意することが可能。 

 

b. 資金提供 

 

・二国間協定締約国の出資額の下限および上限割合はそれぞれの協定によって定められる。 

・資金提供の種類は、民間投資、企画の株式購入、銀行融資、公的資金や税控除措置などの国家



支援、繰延支払（完成後 4 カ月以内の支払い保証が条件）、現物支給（英国・インド間協定のみ）

がある。 

 

c. 技術的・創造的貢献（制作の設備・物品・人員等への支出 

 

・共同製作者は資金提供額に比例して、技術的・創造的貢献を期待され、その国の制作施設やロケ

地への支出、物品やサービスへの支払い（宿泊費・食費・移動費など）、人材雇用などを総合的に評

価測定される。 

 

d. 人員 

 

・原則、すべての作業は①英国②共同製作国③共同製作国以外の EU/EEA の国民または居住者

で行われなければならない。スタッフの国籍および居住国の詳細リストを提出する必要がある。 

・①～③以外の国から人材を使用する場合は、所轄官庁の許可が必要。使用の詳細規定は二国間

協定により異なる。 

・下記の役職については共同製作国または EU/EEA の出身者でなければならない： 

ラインプロデューサー、制作、経理、監督、助監督（チーフ、セカンド）、美術、アートディレクター、特殊

効果監修、視覚効果監修、編集、ヘアメイク監修、衣装デザイナー、撮影監督、カメラオペレーター、録

音、ブームオペレーター、特殊機材（キーグリップ）、機材助手、照明、照明助手、映像編集、スタント

コーディネーター 

 

e. その他の規定 

 

・共同製作国の言語のうち、少なくとも 1 つが使用されることが期待される（各協定により詳細な規定あ

り）。 

・共同製作のクレジットは必須。 

・原則、すべての作業は共同製作者（a.～d.）の国で実施されなければならない。各二国間協定によ

り、詳細が規定されている。それ以外の国でロケ撮影も例外として許可されるが、セット組み不可や予算

上限、主要スタッフへの登用不可など条件がある。 

・共同製作者は、各製作者の財政的責任を定めた契約を締結しなければならない。本契約書もしくは

草案を申請の際に提出要。 

 

f. 文化的バランス13  

 

個々の企画に対してではなく、複数の企画に対して全体的なバランスを評価する目的でのみ、下記の点

について評価を行う。 

 
13 必須要件ではない。 









 

（イ）ゴールデンポイントルール 

 

18 ポイント以上で合格となるが、設問 A4（6 ポイント）、C（5 ポイント）、D（8 ポイント）で 19

ポイント以上を獲得している場合は、さらに下記の追加基準をパスする必要がある。 

 

〈追加基準〉  

1 A1 および/または A2 で 2 ポイント以上を獲得していること 

2 A3 で 4 ポイントを獲得していること 

 

（ウ） 申請方法 

 

事前申請と最終申請の 2 段階制。事前申請は制作前もしくは制作中に行うこと。最終申請は公開

準備が整った段階で行う。 

 

（エ）特記事項 

 

・Skills Investment Fund (通称「SIF」)は英国の映画映像業界の人材の技術向上を目的とした人

材育成基金である。映画、テレビ作品、アニメーション作品は、英国内で支払われた支出の 0.5%相当

（上限 39,500 ポンド）の寄付を求められる。寄付に貢献した制作団体は同基金の利用が可能にな

る。 

  



2.2.3.4 映画産業にかかる支援制度 

 

1. 主な支援団体とその財源15 

 

イギリスにおける映画支援の中心団体である英国映画協会（British Film Institute、以下「BFI」）

は「アームズ・レングス・ボディ」 （“Arm’s length bodies”)と呼ばれる組織の一つであり、政府と宝くじ

基金から資金を得ながらも政府とは一定の距離を置き、その運営においては独立性が保たれている。

600 を超える数に達していたアームズ・レングス・ボディだが、2010 年に大幅な整理・統合・廃止が行わ

れ、元々映画支援の中心を担っていた UK フィルム・カウンシル（UK Film Council）が 2021 年に閉

鎖となり、その多くの業務が BFI に引き継がれた。 

 

（ア）BFI の財源 

 

BFI の主な財源は、デジタル文化メディアスポーツ省（DCMS）からの補助金、運営する映画館や

DVD、映画配給等の売上金、国営くじ基金からの割当金（毎年、基金全体約 2.7%程度）である。 

 

図 23 BFI の収入と支出 

 
 

 

 

 

 
15 https://www.bfi.org.uk/industry-data-insights/statistical-yearbook 











・制作費 

条件 ・監督は最低 3 作品以上のアニメーション制作経験があること 

・そのうち 1 作品はリストにある国際映画祭出品または顕彰されたか、国内商

業公開（放送含む）された実績を有すること 

・短編作品として成立していること（長編展開を前提としたパイロット版は不

可） 

・制作チームの全員が 18 歳以上であること 

・英国認証の条件を満たしうること 

・BFI の多様性水準を満たすよう考慮すること 

支援上限額 3 万ポンド～12 万ポンド 

その他特筆すべき

事項 

・公開用経費は含まないが、映画祭等への応募費用として 500 ポンドまでは

経費に含められる 

・BFI により回収可能な助成金。助成作品および派生した関連作品の全権

利の通常 50％を BFI に与える 

・全経費を差し引いた利益を、他の出資者との割合に応じて、BFI に支払う 

・BFI Locked Box 制度の対象外 

リストの映画祭・顕

彰・プラットフォーム

一覧 

【映画祭】 

エステティカ短編映画祭 

AFI DOCS 映画祭 

AFI フェスト 

アメリカン・ブラック映画祭 

アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭 

ANIMA ブリュッセル国際アニメーション映画祭 

ANIMA MUNDI ブラジル国際映画祭 

ANIMAFEST クロアチア・ザグレブ 

ANN アーバー映画祭（米国） 

アヌシー国際アニメーション映画祭＆マーケット 

ARS エレクトロニカ・アニメーション映画祭（オーストリア） 

アスペン短編映画祭（米国） 

北京国際映画祭 

ベルリン映画祭 

BFI FLARE（ロンドン LGBTQ＋映画祭） 

BFI Future 映画祭 

BFI ロンドン国際映画祭 

ブラックスター映画祭（米国） 

ベルリン・ブリティッシュ・ショート映画祭 

ブリティッシュ・アーバン映画祭 



カンヌ映画祭（ショート・フィルム・コーナーを除く） 

ケープタウン国際映画祭＆マーケット 

カーディフ・アニメーション映画祭 

カーディフ国際映画祭 

CINANIMA 国際アニメーション映画祭（ポルトガル） 

クレルモン＝フェラン国際短編映画祭 

CPH: DOX コペンハーゲン国際ドキュメンタリー映画祭 

DEAFEST 

DOC NYC 

DOKUFEST（コソボ）国際ドキュメンタリー＆短編映画祭 

ダブリン国際映画祭 

エディンバラ国際映画祭 

エンカウンターズ映画祭 

ファンタスティック映画祭（米国テキサス州オースティン） 

FANTOCHE 国際アニメーション映画祭（スイス） 

バーミングハム FLATPACK 映画祭 

シドニーFLICKERFEST 国際短編映画祭 

フォイル映画祭 

FRAMELINE サンフランシスコ国際 LGBT 映画祭 

FUTURE OF STORYTELLINＧ（米国） 

GLAS アニメーション映画祭（米国） 

グラスゴー映画祭 

ハンブルグ国際短編映画祭 

広島国際アニメーション映画祭 

オランダ・アニメーション映画祭 

香港国際映画祭 

HOT DOCS カナダ国際ドキュメンタリー映画祭 

アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭 

ライプチヒ国際ドキュメンタリー＆アニメーション映画祭 

IRIS PRIZE 映画祭 

カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭 

KLIK アムステルダム・アニメーション映画祭 

リーズ国際映画祭 

LE FESTIVAL DES ARCS 

ロンドン国際アニメーション映画祭 

ロンドン国際ドキュメンタリー映画祭 

ロンドン短編映画祭 



マンチェスター・アニメーション映画祭 

メルボルン国際アニメーション映画祭 

MINIMALEN（ノルウェー） 

新千歳空港国際アニメーション映画祭 

ニューヨーク国際映画祭 

ノーウィッチ映画祭 

オーバーハウゼン国際短編映画祭 

OPEN CITY ドキュメンタリー映画祭 

OSKA BRIGHT 映画祭 

オタワ国際アニメーション映画祭 

PICTOPLASMA（ベルリン） 

PÖFF SHORTS ブラック・ナイツ映画祭 

レインダンス映画祭 

ロッテルダム国際映画祭 

サン・セバスティアン映画祭 

サンパウロ国際短編映画祭 

ソウル国際カートゥーン＆アニメーション映画祭 

シェフィールド DOC/FEST 

上海国際映画祭 

シッチェス国際ファンタスティック映画祭 

シュトゥットガルト・アニメーション映画祭 

サウスバイサウスウェスト映画祭 

シドニー映画祭 

タンペレ国際短編映画祭 

テヘラン国際短編映画祭 

テルライド映画祭 

トロント国際映画祭 

トライベッカ映画祭 

トリッキー・ウィメン・アニメーション映画祭（オーストリア） 

UNDERWIRE 映画祭 

ウプサラ国際短編映画祭 

ヴェネチア映画祭 

ヴィジョン・デュ・レール: ニヨン国際ドキュメンタリー映画祭 

 

【顕彰】 

米国アカデミー賞（オスカー） 

英国アカデミー賞（BAFTA）、BAFTA CYMRU、BAFTA SCOTLAND 









・ブラジル、中国、ヨーロッパ、アメリカの活動は優先度が高い 

 

ウ：税控除制度(Tax Relief)18 

 

イギリスでの制作費に対する税控除を受けるには、BFI の他の支援と同様英国認証を受けた作品に

限られる。条件は以下の通りである。 

 

（1） 控除を受けることができる会社 

 

1 作品につき英国の製作会社 1 社 

 

（2） 控除の対象となる支出 

 

映画製作会社による映画の製作のための主支出のうち、英国支出。予算規模に関わらず、英国内での

支出分の原則 80％に対して映画製作費の 25％相当の税控除。年間予算、支援上限額はなし。 

 

（ウ）控除の対象となる作品の条件 

 

・英国認証を受けた映画であること 

・劇場公開を意図していること19・主支出の 10%以上が英国支出（イギリス国内で使用または消費さ

れる物品やサービスに費やされる支出）であること・シリーズ作品の場合は、下記の条件を満たせば 1 つ

の作品としてみなされる 

①26 パート以下であり②総尺が 26 時間以内であり③シリーズ全体で 1 つの物語が完結するもの、もし

くは共通テーマをもつドキュメンタリー作品群であること 

 

（エ）製作会社の条件 

 

・映画のプリプロダクション、撮影、ポストプロダクション、フィルムの完成引き渡しに責任をもつこと 

・制作の各段階で計画立案と意思決定に積極的に関与していること 

・権利取得、商品やサービス購入の交渉、契約締結、支払いに直接的に関与していること 

 

 

 
18 https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/film-production-company-manual/fpc55000 
19 劇場公開の意図： 

・商業映画館での有料公開 

・収益のかなりの割合（通例、総収入の 5%以上）を興行収入から得ることを意図していること。海外での劇場公開の収入もそれに含

まれる場合がある。 

・実際に公開されなかった場合は、意図の有無は予算計画や作品形態や出演契約等から意図の有無が判断される。 



（オ）控除請求ができる会計期間 

 

・中間決算期の確定申告書に、英国内支出が条件を満たす予算明細が含まれていれば請求が可能。

ただし、完成後の最終会計期間で変更が生じれば修正される。 

・最終決算期の終了後に、引き続き会計期間が継続し、繰延支払金等の支払によって当初見積額よ

り英国内支出が上回った場合も、最終決算期に見積額が合理的であれば、税控除額が修正されること

はない。 

 

（カ）主支出とみなされるもの 

 

・プリプロダクション、主な撮影、ポストプロダクションのための支出。 

・作品の企画開発、配給、その他、制作とは関係ない活動の支出は対象外。ただし、アニメーション作品

の場合、必ずしも実写映画と同様の時間軸で制作は進まないため、別途考慮の対象となる。 

・企画開発費は映画が実現可能な企画かどうか判断するために行われる活動に関連しており、プリプロダ

クションには含まれないが、脚本やプロデューサーは両方に関わることが多く、その場合は合理的な割合で

区別することが必要。 

・製作に先立って支払われる、原作や他の表現作品への権利料の支払いは原則プリプロダクション費に

含まれる。 

 

（キ）英国支出と認められるもの／認められないもの 

 

a. 提供されるサービスが 1 つの領域に直接関連する支出 

サービスがどこで使用・消費されるかを明確にする必要がある。サービス供給者の国籍、サービスの提供

元の場所は無関係である。 

 例 1）外国人または外国の会社のスタントマンを雇って、英国内での撮影を行った→○ 

 例 2）俳優を雇って、短いシーンを外国で撮影した（残りは英国で撮影）→× 

 例 3）撮影用に改造された車を外国で購入、英国内の撮影で使用した→○ 

（ただし、車が撮影後も通常使用できる場合は資本的支出になる可能性あり） 

 

b. どこで使用・消費されるかが明確にできない支出 

 

監督や脚本家、作曲家、美術デザイナー、リサーチ担当者などの仕事は、実際に消費される場所の

特定が難しく、消費の方法も多岐にわたることが多い。この場合、それぞれの事例に即して、英国内支出

か、非英国内支出かを公平かつ合理的な割合で20配分する。 

 
20 公平かつ合理的な配分：国際共同製作などの場合、配分基準が複数あるケースもある。そのなかで最も公平かつ合理的な基準で

なくても、任意の１つの基準に拠ればよい。 



 

例 1）脚本家が提供した脚本は、①撮影準備②リハーサル③撮影④ポスプロなどで使用され、それがど

こで行われたか、英国の割合を算出し、英国で使用された分は英国支出となる。英国人の脚本家が英

国で執筆し、英国の製作会社が報酬を支払ったとしても、a～d の全段階が英国外で行われたのであれ

ば、英国内支出とはならない。 

例 2）主役のアメリカ人俳優が英国人役のためにイギリス英語のトレーナーを雇い、リハーサル前に米国

で訓練を行った。→× 

 

c. ポストプロダクション作業について 

 

それ以前の制作活動からは独立した作業として、撮影が行われた場所とは原則結び付けない。同様

に、CGI 作業についても、既存の素材の処理ではなく、新しい映像の制作とみなし、実際の撮影場所と

の関連性は原則もたせない。編集、音声同期、CGI などのポスプロ作業が、英国内で行われた場合は

英国内支出と認められる。 

例1） 米国在住のフランス人作曲家に、英国内で撮影される映画への作曲を発注。楽曲は英国で

演奏・録音され、アメリカで行われるポスプロ作業に使用される。 

・作曲家への支払い→○（提供された楽譜は英国での録音で使用される） 

・ポスプロ作業→× 

 

d. 出演者に対する支払い 

 

・俳優やエキストラに対して、撮影日数などに応じて報酬が決まる場合は、英国内支出の配分もそれに

対応する。 

・主演俳優に対する報酬額は、撮影日数には依拠しない場合が多く、リハーサルや宣伝に参加しても、

原則的には全額は撮影に対する報酬とみなす。しかし、アニメーションへの声優としての参加、宣伝ツアー

のための旅費を報酬に含む場合、撮影参加と報酬額があまりに不釣り合い（ネームバリューの利用と考

えられる）である場合は例外である。 

 

（ク）国際共同製作の場合 

 

・二国間国際共同製作協定または欧州条約に基づいて作られた映画は、「国際共同製作作品」として

税控除の要件を満たす。 

・それ以外の国との国際共同製作の場合は、カルチュラルテストに合格し、英国認証を受けることで

「イギリス映画」として税控除の要件を満たす。 

 
例）主演俳優２人が英国と海外で撮影。拘束期間は 2 週間ずつだったが、実際の撮影日数はそれよりも少なくバラツキがあった。→ 

それぞれの俳優への出演料は①拘束期間ベース②実働日数 どちらの基準でも構わない。ただ、1 人は①でもう一人には②は合理的で

はない。 

 



・英国の製作者だけでなく、すべての製作者の支出に適用され、合算して英国内支出が 10%を超えて

いれば、英国の製作会社は控除を受けられる。 

 

（ケ）二国間国際共同製作協定／欧州条約のもとで作られた国際共同製作の特別措置 

 

控除を受けることができる製作会社の条件（上述）をすべて満たす必要はなく、代わりに映画に対し

て効果的な創造的、技術的、芸術的貢献を果たすことで要件を満たすことができる。これは協定・条約

外で作られた国際共同製作映画には適用されない。 



2.2.4  ドイツ 

 

2.2.4.1 ドイツに関する調査概要 

 

a.映画産業 

〔2019 年データ〕 ※10 年間の推移は次項参照 

（ア）国内興行収入:    10.2 億ユーロ   ⇒欧州 3 位 (全世界 8 位) 

（イ）国内の劇場動員数：   1.186 億人 

（ウ）国内のスクリーン数：   4961 

（エ）平均チケット価格：   8.6 ユーロ 

（オ）一人あたりの年間平均入場回数：  1.4 回 

（カ）マーケットシェアにおける国産映画の割合： 21.5% 

（キ）映画製作本数：    265 本* 

*100％国産＝179 本、国際共同製作＝86 本 

・興行収入の上位はハリウッド映画が占める 

・興行収入、動員数共に減少傾向、公開作品数は増加 

 

b. 映画支援団体 

・FFA(Filmförderungsanstalt)が支援の中心組織 

・FFA の財源は 3 つの税収⇨ 劇場チケット、テレビ、ビデオ販売から自動徴収 

・FFA は連邦政府文化・メディア委任官（BKM）の管轄下だが、協定の締結や認証の発行は連邦経

済輸出管理庁（BAFA）が行う 

 

c. 支援形態   

・BAFA が、国際共同製作がドイツの国内法ドイツ映画助成法(FFG)の条件を満たすものである旨の認

証を発行 

⇒BAFA による認証は、映画作品が FFA での助成を受ける際に前提となる 

・欧州協定、二国間・多国間協定が無い場合でも、条件を満たせば、国際共同製作として認められる 

・作品の商業的成功の度合い（＝動員数）と文化的な成功の度合いをポイント化し支援が決まる 

・国家レベルでの外国映画のロケインセンティブはない 

・大型作品へ支援を拡充しており、制作費 2000 万ユーロ以上が対象のものもある（DFFF2） 

 

d. 規制・法制度 

・映画作品を制限するスクリーン・クオータ制度は存在しないが、FFA はドイツ映画（あるいはドイツ映画

と同等と認められる EU・欧州経済共同体圏およびスイスの作品）の上映を促進するために、配給の段

階で様々なサポート体制を設けている 

・TV 番組等は、欧州レベルでの指針である「国境の無いテレビ指令」に基づいたクオータがある  











2.2.4.3 ドイツの映画産業および国際共同製作にかかる規制、法制度 

 

1. 国際共同製作協定締結国と、権限のある当局 

 

ドイツは、二国間国際共同製作協定を計 21 の国と地域と締結している8。協定に際しては、「連邦

経済輸出管理庁」（Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 以下「BAFA」）が

権限のある当局として協定の締結を進める。 

 

（ア）ヨーロッパ 

オーストリア、ベルギー、フランス、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、ロシア、スペイ

ン、スウェーデン、スイス、イギリス 

 

（イ）アジア、オセアニア 

オーストラリア、インド、ニュージーランド 

 

（ウ）アフリカ 

南アフリカ 

 

（エ）中南米 

アルゼンチン、ブラジル 

 

（オ）中東 

イスラエル 

 

（カ）北米 

カナダ 

 

2. クオータ制度9 

 

ドイツには外国の映画作品を制限するスクリーン・クオータ制度は存在しない。しかし後述するように、

FFA はドイツ映画（あるいはドイツ映画と同等と認められる EU・欧州経済共同体圏およびスイスの作品）

の上映を促進するために、該当する映画作品については配給の段階で様々なサポート体制を設けている。 

 

 
8
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-

medien/medien/filmfoerderung/internationale-filmfoerderung/filmabkommen 
9
 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24101 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexikon/176976/fernsehrichtlinie 



また、TV 番組等についてドイツは、1989 年に制定された欧州レベルでの指針である「国境の無いテレ

ビ指令（Fernsehen ohne Grenzen）」に基づいて行動している。「国境の無いテレビ」とは、文化的

な多様性や立場・意見の多様性、あるいは未成年の保護といった理念を掲げて立ち上がった EU の行動

指針であり、2007 年にはテレビだけでなく全てのオーディオビジュアル領域を包括するものとして拡張され

た（「国境の無いオーディオビジュアルメディアサービス指令））。 

 

（ア）「国境の無いテレビ指令」第二原則 

 

1. ヨーロッパのテレビ番組はヨーロッパ内で規制されることなく自由に報道されること。 

2. テレビ局は、全報道時間の 50％以上をヨーロッパ作品の報道にあてがうこと。 

 

（イ）「国境の無いテレビ指令」の定めるクオータ 

 

・ ヨーロッパのテレビ番組・作品の普及を促進するため、各国は、（ニュース、スポーツ、広告等、シ

ョッピングチャンネルを除く）報道時間の主たる割合をヨーロッパ作品に当てられるように措置しな

ければならない。（第 4 条） 

・ 報道局は、各局の放送時間の 10％以上をヨーロッパにおける自主制作作品にあてがわなけれ

ばならない。（第 5 条） 

 

以上の指令により、欧州作品には報道の自由が保障されるものの、欧州作品以外には、テレビ放映

の段階で一定の規制がかかっていると言えるだろう。しかし、欧州国との国際共同作品として認定された

映画であればテレビ放映においても欧州映画と同等の扱いを受けることができ、放映時間の拡大につな

がる。10 

 

3. 国際共同製作認定制度11 

 

ドイツにおける国際共同製作は、ドイツ国との二国間・多国間協定、あるいは、1992 年 10 月に制

定され 1995 年 3 月よりドイツ連邦においても施行された「映画の国際共同製作に係る欧州協定」

（“European Convention on Cinematographic Co-Production”、以下「欧州協定」）という

二つの枠組みに従って認定される。なお、欧州協定による国際共同製作の認定には、ヨーロッパスケール

のポイント基準（後述）を満たしている必要がある。 

 

とりわけ「欧州協定」が施行されたことによって、それまで二国間協定の存在しない国同士においても共

同製作が容易になった。協定国は各国内の映画法に基づいて、国際共同製作映画を国内映画と同等

 
10

 参照：https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexikon/176976/fernsehrichtlinie 
11

 https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-

medien/medien/filmfoerderung/internationale-filmfoerderung/filmabkommen 



のものとして認証する必要があり、これにより国際共同作品は各国内の国内映画と等しい援助を受ける

ことができるようになった。 

 

ド イ ツ に お い て は BAFA が 、 国 際 共 同 製 作 が ド イ ツ の 国 内 法 「 ド イ ツ 映 画 助 成 法

（Filmförderungsgesetz, 以下「FFG」12）」の条件を満たすものである旨の認証を発行している。 

 

BAFA による認証は、映画作品が映画支援機構（Filmförderungsanstalt 、以下「FFA」）での

助成を受ける際に前提となるものであり、国際共同作品は、少なくとも撮影を開始する前までには BAFA

の認証を得ておかなければならない。また、国際共同製作が認められた映画作品は、ドイツ国においても、

相手国においてもそれぞれ国内映画として位置付けられるため、ドイツだけでなく相手国からの助成を同

時に受けることができる。 

 

（ア）国際共同製作認定の条件 

 

国際共同製作として認定されるには、ドイツ映画助成法（FFG）13が定めるドイツ映画の条件を満

たす必要がある。（FFG 第 41 条）。 

 

・ 制作者の住居地・あるいは事務所の所在地がドイツ国内にあること。制作者の所在地がドイツ

以外の EU 加盟国、欧州経済領域内、もしくはスイスにある場合は、ドイツ国内に支局があるこ

と。 

・ 作品の最終版のうち少なくとも一つは、ドイツ語で、あるいはドイツ語吹替版として完成されるこ

と。（脚本上に指定された外国語の会話部分は含まない） 

・ 作品の最終版のうち少なくとも一つは、ドイツ国内の聴覚障害者向けのバリアフリー字幕、さらに

視覚障害者向けのドイツ語のオーディオガイド機能を装備して完成されること。 

・ 作品がドイツ国内で初上映されること、あるいは映画祭においてドイツ映画の枠組みに登録され

ること。 

 

  加えて、以上の条件を満たすドイツ側の制作者が、以上の条件を満たさない外国の制作者と共同で

映画作品を制作する場合でも、次の要件を満たしていれば、「国際共同製作」としてドイツ映画と同等の

扱いを受けることができる。（第 42、43、44 条） 

 

a）「映画の共同製作に係る欧州協定」の定義を満たすもの。 

（ヨーロッパスケールのポイント基準を満たしている必要がある） 

b）ドイツ連邦と二国間・多国間協定を結ぶ国の製作であるもの。 

 
12

 https://www.ffa.de/ffg.html 
13

 https://www.ffa.de/ffg.html 







撮影地 2 ポイント 

ポストプロダクション 2 ポイント 

 計 16 ポイント 



2.2.4.4 ドイツの映画産業にかかる支援制度 

 

1. 主な支援団体とその財源 

 

ドイツの映画支援は、映画支援機構（Filmförderungsanstalt 、以下「FFA」）を中心に行われ

ている。FFA は連邦政府文化・メディア委任官（Bundesregierung für Kultur und Medien、以

下「BKM」）の管轄下にある。 

 

（ア）FFA の財源15 

 

BKM の管轄下にありながら、FFA の財源は主として FFA の徴収する「映画課税（Filmabgabe）」

によって支えられている。映画課税は映画館の売り上げに対して課される「チケット税」、ビデオサービスに

課される「ビデオサービス税」そしてテレビ放送に対して課される「テレビサービス税」に分類されるが、FFA

は以上の映画課税の他にも、金利や積立金の管理によって毎年一定の予算を捻出している。 

 

a.チケット税（Filmabgabe der Kinos） 

・ 映画館は、スクリーンの数ごとに年間純売上高（チケット総額）が算出される。 

・ 純売り上げの 1.8～3.0%。 

b. ビ デ オ サ ー ビ ス 税 （ Filmabgabe von Videoprogrammanbietern und Video-on-

Demand-Anbietern） 

・ DVD、Blu-Ray ディスク、オンデマンドサービスから、純売上高の 1.8 ～ 2.5％。  

・ オンデマンドサービスについては、サービス提供者の年間純売上高が 50 万ユーロ以下であり、か

つ映画作品による売上が全体の 2%未満の場合は、映画税は免除される。 

c. テレビサービス税（Filmabgabe von Fernsehveranstaltern) 

・ 公共放送の場合は、映画作品の放送にかかった出費の 3％。   

・ 民間放送の場合は、放送時間に占める映画作品の割合に準じて純売上高（＝広告費）の

0.5～0.95％。映画作品の放送時間が全体の 2％未満の場合は免除される。 

・ 有料テレビプログラムなど放送事業者の場合は、純売上高に対して0.25％。ここでも映画作品

の放送枠が全体の 2％未満の場合は免除される。 

  

 
15

 https://www.ffa.de/die-filmabgabe.html 









〔参考〕制作支援における参照ポイントの換算方式 

 

・基本的には動員数 1 に対し 1 ポイント 

・映画祭・受賞に応じたポイント付与 

 

(a) 受賞で 20 万ポイント、ノミネートで 10 万ポイント 

・ドイツ映画賞 

・アカデミー賞（オスカー） 

・カンヌ、ベルリン、ヴェネツィア映画祭の正式な賞 

 

(b) 受賞で 10 万ポイント、ノミネートで 5 万ポイント 

・アヌシー国際アニメーション映画祭/グランプリ 

・カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭/グランプリ（クリスタル・グローブ 

・ロカルノ国際映画祭/金豹賞 

・ロッテルダム国際映画祭/タイガー・アワード 

・サン・セバスティアン国際映画祭/最優秀映画賞(コンチャ・デ・オロ) 

・サンダンス国際映画祭/ドラマ部門：ワールドシネマ最優秀審査員賞 

・トロント国際映画祭/観客賞 

・ヨーロッパ映画賞 

 

(c) ドキュメンタリー作品：コンペティション部門への参加で 5 万ポイント 

・アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭 

・ニヨン国際映画祭（Vision du Réel） 

・カナダ国際ドキュメンタリー映画祭（Hot Docs） 

・山形国際映画祭 

・シドニー国際映画祭 

・ライプツィヒ国際ドキュメンタリー・アニメーション映画祭 

 

(d) 子供向け作品：コンペティション部門への参加で 5 万ポイント 

・シカゴ国際子供映画祭 

・ヒホン国際映画祭 

・ズリン映画祭（子供と青少年のための国際映画祭） 

・ジッフォーニ映画祭 

・ゴールデン・スパロー国際映画祭 

・シュリンゲル国際映画祭 

 



















・共同製作で申請条件を満たす者・企業が複数ある場合でも申請は 1 作品

につき一度のみ可能。 

・申請から遡って 5 年以内にドイツ、EU、欧州経済圏、スイス内で映画作品を

2 つ以上制作、あるいは業務委託していること。 

 

映画・制作にまつわる条件： 

・総合制作費は次の規模を満たしていないといけない。 

 長編映画：2000 万ユーロ以上 

 アニメーション映画：20000 万ユーロ以上 

・総合制作費のうちドイツにおける費用負担は、長編映画で 800 万ユーロ以

上、アニメーションの場合は 200 万ユーロ以上であること。 

・作品は完成後、ドイツ国内の映画館で少なくとも 7 日間にわたって放映され

なければならない。 

・作品の最終版のうち少なくとも一つは、ドイツ語版（字幕版含む）として完

成させること。（脚本で定められた外国語の会話部分は含まない） 

・作品の最終版のうち少なくとも一つは、ドイツ国内の聴覚障害者向けのバリア

フリー字幕、さらに視覚障害者向けのドイツ語のオーディオスクリプション機能を

装備して完成させること。 

・ドイツ憲法に反する内容の映画でないこと。 

・ヨーロッパスケールの基準を満たしていること。 

 

年間予算 5610 万ユーロ 

支援上限額 ドイツの制作費のうち 25％の助成 

総合制作費は最大で 2500 万ユーロまで換算 

(年間予算は全て 2019 年実績による) 

 

（ウ）申請方法 

 

申請にあたっては DDDF1、 DDDF2 共にドイツ映画支援基金への事前相談が必須であり、事前相

談を通じて助成金への申請書を受け取ることができる。申請には特に決まった期限は無く随時可能だが、

少なくともドイツにおける撮影の開始より 6 週間前までには申請を済ませておく必要がある。製作費、スタ

ッフ構成など支援条件の詳細は、プロジェクト毎に「適正テストシート」上にてポイントに換算され、ポイント

数に応じて助成の可否が決定される21。 

 

 

 
21

 参照： https://dfff-ffa.de/aktuelle-richtlinie.html 









支援上限額 下記参照 

その他特筆すべき

事項 

・受賞金の用途は、次作の構成・制作に限られる。 

 

 

〔ドイツ映画賞詳細〕 受賞作の場合、賞金最終額の中にはノミネート時の賞金が含まれる。 

 

・長編映画 

ノミネート x6 作品：25 万ユーロ/1 作品 

ゴールド x1 作品：50 万ユーロ 

シルバーx1 作品：42 万ユーロ 

ブロンズ x1 作品：37 万ユーロ 

 

・子供向け映画 

ノミネート x2 作品：12 万 5 千ユーロ/1 作品 

ゴールド x1 作品：20 万ユーロ 

 

・ドキュメンタリー映画 

ノミネート x3 作品：10 万ユーロ/1 作品 

ゴールド x1 作品：20 万ユーロ 

 

・主演女優賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・主演男優賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・助演女優賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・助演男優賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀監督賞 



ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀脚本賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀撮影賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀編集賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀音楽賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀美術賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀衣装賞デザイン賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀メイクアップアーティスト賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀音響編集賞 

ノミネート x3 作品 

ゴールド x1 作品：1 万ユーロ 

 

・最優秀ビジュアルエフェクト賞 

ノミネート x3 作品 





・なお、コロナ危機により特に経営困難に陥った映画館のために 2020 年 8 月

より特別支援「映画館の未来プログラム 2（Zukunftsprogram Kino II）」

が開始された。 

 



2.2.5  アメリカ 

 

2.2.5.1  アメリカに関する調査概要 

 

a.映画産業 

 

〔2019年データ〕1  

（ア）国内興行収入:     103 億 3710 万ドル   ⇒全世界第 1 位 

（イ）国内の劇場動員数：     11 億 2850 万人 ⇒全世界第 3 位 

（ウ）国内のスクリーン数：     41172 ⇒全世界第 2 位 

（エ）平均チケット価格：     9.16 ドル 

（オ）一人あたりの年間平均入場回数：  3.4 回 

（カ）マーケットシェアにおける国産映画の割合： 92.5% 

（キ）映画製作本数：     814 本 

 

b. 映画支援概要 

 

アメリカはかつて世界随一のコンテンツ産業国家として、あくまでもビジネスとしての映像産業の振興を掲げ、

国家を挙げた保護政策からは距離を置いてきた。しかしアメリカコンテンツの台頭により自国の映像産業に多

大な影響を受けた主にヨーロッパ諸国・カナダが自国の支援を積極的に進めたことにより、2000 年頃から映

画製作がアメリカから他国へと移る、「Runaway Production」（映像製作の空洞化）が大きな問題に

となった。 

 

そこでアメリカは主に税優遇措置を中心とした州単位での支援をスタートさせ、現在では過半数以上の州

政府が映画産業にかかる支援制度を取り入れている。 

 

アメリカの税優遇の最も特徴的といえる点は「譲渡可能な税額控除（Transferable Tax Credit）」

を導入する州があることである。税額控除の中心は所得税で、他国と同様「主に撮影や製作を行った州や地

域」での支出に対しての控除となる。一方、映画をはじめとする映像作品は作品の舞台・ロケーションにより撮

影場所がその都度異なるため、必ずしも支出の中心となる代表会社の納税地と撮影場所とが同一とは限ら

ない。会社が控除可能な枠を持っていても、納税義務のある地域での支出が少なければ受けられる控除が

少なくなってしまうことになる。そこで、この「権利」そのものを譲渡・売買することで控除制度を最大限活用でき

るシステムが確立されたのである。権利の売買を仲介する業者も存在し、控除枠の売買も映像産業のひとつ

 
1 European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2011 年版～2020 年版を元に作成 





ジョージア州 

ニュージャージー州 

ネバダ州 

モンタナ州 

ペンシルベニア州 

ロードアイランド州 

アラバマ州 無 不可 可能 

オハイオ州 

ニューメキシコ州 

ニューヨーク州 

バージニア州 

ハワイ州 

メリーランド州 

ルイジアナ州 無 不可 一部可能 

カリフォルニア州 無 不可(条件付きで一部

可能) 

不可 

ケンタッキー州 無 不可 不可 

アイオワ州 インセンティブ無し 

アラスカ州 

アリゾナ州 

インディアナ州 

ウィスコンシン州 

ウエストバージニア州 

カンザス州 

サウスダコタ州 

デラウェア州 

ニューハンプシャー州 

ノースダコタ州 

ネブラスカ州 

バーモント州 

フロリダ州 

ミシガン州 

ミズーリ州 

ワイオミング州 



 

本報告書では税額控除の制度を導入している州のうち、映画産業が盛んな 3 つの州のみを取り上げ、詳

しい支援制度について解説する。 

 

  



2.2.5.2  カリフォルニア州の支援制度 

 

カリフォルニアはハリウッドを擁し、世界の映画産業をリードする州である。前述の Runaway Production

（映像製作の空洞化）がアメリカで問題とされてもなお、カリフォルニア州では税額控除や製作費還付等の

支援は行わない時期が続いた。しかし他州での税優遇措置の競争の激化から映画会社離れが相次ぎ、

2009 年より映画の税優遇政策を開始している。当初は優遇対象を限定し、VFX は対象外、製作費に関

しても 7500 万ドル以下の作品に限定してきたが、大型作品の他州や外国への産業の流出が止まらなかっ

たことから 2015 年施行の新たな州法で VFX 向け優遇税法を導入し、製作費の上限も取り払われた。ただ

し、一部例外を除き税額控除は譲渡不可（Non-Transferable Tax Credit）である。そのため、カルフ

ォルニア州内・州外での支出は厳しく管理され、他州と比べても複雑な制度体系となっている。 

 

(ア)カリフォルニア州の税額控除制度4 

 

2020 年 7 月 1 日に改定された「カリフォルニア州フィルムおよび TV 税額控除プログラム 3.05」より、カリフ

ォルニア州で撮影されたことを条件に資格要件を満たした支出に対し、税額控除を認めるものである。2020

年 7 月 1 日から 5 年間にわたる本プログラムは、各会計年度の税額控除として 3 億 3000 万ドルを割り当

てている。申請にあたっては、カリフォルニア・フィルム・コミッションが業務にあたる。 

 

a. プロジェクト申請資格と支援内容 

 

（a）プロジェクトの資格要件 

 

1．資格要件を満たした映画（テレビ・シリーズ、パイロット、ミニ・シリーズ、独立系映画6、非独立系長編映

画7）は、資格要件を満たした申請者8となるために、下記の条件のいずれかを満たさなければならない。 

 

a. 製作費の少なくとも 75％はカリフォルニア州内の商品、サービス、人件費として使用されなけれ

ばならない。 

 
4 本報告書ではテレビに関しての記載は最小限に留め、映画を中心に記載する。 

5 https://film.ca.gov/tax-credit/ 

6 商業公開を目的とした映画で、製作予算 100 万ドル以上、上映時間 75 分以上のもの。非公開会社による製作である、また公開会社

ではるが、間接的、非間接的を問わず製作会社を 25％以上所有しない会社の製作によるもの。 

7 商業公開を目的とした非独立系映画。製作予算 100 万ドル以上、上映時間 75 分以上を満たすものであること。公開会社または公開

会社の資本比率 25％以上の会社の製作によるもの。 

8 認められた映画の製作に従事し、当該映画あるいはテレビ番組のプリプロ、撮影、ポストプロダクションまでを管理する法人、パートナーシップ、

リミテッド・パートナーシップ、LLC あるいはその他の法人、個人を指す。申請者は、控除証明書を受領する最終承認を受けた時点で資格を満

たした納税者となる。 



b. 主要撮影日数の少なくとも 75％はカリフォルニア州内で実施しなければならない。カリフォルニア

州内での撮影には、セカンド・ユニット、スタント、VFX ユニットによる背景の撮影、VFX、アクション、

群衆シーンは含まれない。 

 

2．下記はタックス・クレジット・プログラムの申請要件を満たさないものとする。 

 a. アニメーション 

 b. 授賞式番組 

 c. 50％以上がライセンスされた抜き映像で構成された番組 

 d. CM 

 e. 時事ネタ番組 

 f.  昼ドラ 

 g. ドキュメンタリー 

 h. 教育番組 

 i.  ゲーム番組 

 j.  ミュージック・ビデオ 

 k. 非商業用として制作された映画作品 

 l.  ニュース番組 

 m. リアリティ・ショー 

 n. 学生映画 

 o. スポーツ・イベント 

 p. ストリップ・ショー 

 q. トーク番組 

 r. 募金を目的としたチャリティ番組 

 s. バラエティ番組  

 t. （実質放映時間）30 分の連続テレビ番組（但しリロケーティング・テレビ9を除く） 

 u. 米国連邦法規集のセクション 2257 とタイトル 18 の記録保持要件に該当するあらゆるプロダク

ション（企画） 

 

（b）税額控除 

 

税額控除は、下記に指定された資金に従い、要件を満たしたプロダクション（企画）に会計年度ごとに割

り当てられる。全カテゴリーは、ネットワーク TV、ケーブル、ペイ TV, 配信（ストリーミング）、劇場公開を含

 
9 「リロケーティング・テレビ（シリーズ）」とは、直近のシリーズで主要撮影日数の 75％以上がカリフォルニア州外で行われたが、カリフォルニア州

に場所を移した（リロケート）作品を指す。 



むあらゆる配給形態を想定して製作されるものとする。 

 

1．40％ テレビ・プロジェクト（1 億 3200 万ドル） 

 

2．35％ 長編映画（1 億 1550 万ドル）： 

非独立系長編映画は上映時間 75 分以上、製作費 100 万ドル以上を必須要件とする。映画館あるいは

ストリーミングで商業公開されるものであること。毎週放送される映画（Movie of the Week、「MOW」）

あるいはテレビ用映画のカテゴリーは除外される。これらテレビあるいは配信（ストリーミング・サービス）による

公開を目的とした長編映画は、長編映画カテゴリーで申請することが可能。ネットワーク・テレビ放映用のライ

ブ・プロダクションも長編映画カテゴリーで申請可能。但しストリーミングあるいはインターネットでの同時配信が

申請の要件となる。 

 

3．17％ リロケーティング・テレビ・シリーズ 

 

4．8％ 独立系映画 （2640 万ドル） 

独立系映画は製作費 100 万ドル以上、上映時間 75 分以上を必須要件とする。劇場または配信（スト

リーミング・サービス）／インターネットを通じて商業公開を行うものとするが、特に配給要件は設けない。独立

系映画のカテゴリーに対する資金は下記の 2 系統に分けられる： 

 a. 4.8% 認められた支出が 1000 万ドル以下の独立系映画 

 b. 3.2% 認められた支出が 1000 万ドル以上の独立系映画 

 

b. 税額控除および割増控除 

 

(a)要件を満たした映画の税額控除 

 

1．25％ 譲渡可能な税額控除 

独立系映画の申請者は認められた支出の 25％を受け取る資格を有し、認められた支出予算のうち、最大

1000 万ドルに対して申請できるものとする。独立系映画の申請者は、税額控除の譲渡あるいは移管する

資格を有するものとする。認められない支出の上限は設定されていない。 

 

2．25％ 譲渡不可な税額控除 

リロケーティング・テレビ・シリーズ関連 

 

3．20％ 譲渡不可の税額控除 

①長編映画、新テレビ・シリーズ、リカーリング・テレビ・シリーズ、パイロット番組あるいはミニ・シリーズという非独



立系長編映画は、20％の税額控除を受ける資格を有する。 

②当該 20％の税額控除は、最大 1 億ドルの認められた支出に適用される。 

③当該税額控除は譲渡不可で、カリフォルニア州における租税債務との相殺に使われるものとする。 

④独立系プロデューサーは非独立系のカテゴリーで申請可能だが、税額控除は譲渡不可とする。 

 

（b） 割増控除/追加税額控除 

 

全申請者は、リストアップされた 3 つのカテゴリー全部またはそのいずれかに当てはまる支出があった場合、そ

の 5％または 10％の割増控除を受ける資格を有する。 

 

1．5％ VFX 

①テレビ・プロジェクト（リロケーティング・テレビ・シリーズを除く）と長編映画は VFX における 5％の追加税額

控除を受ける資格を有する。 

②VFX にかかる州内における支出は少なくとも 10M ドル、または全国規模の VFX の経費合計の 75％のい

ずれかと同等であるものとする。 

③VFX のベンダー（供給業者）・コストは 30％が労働分、70％が非労働分として紐づくものとする。 

 

2. 5％ アウト・オブ・ゾーン支出 

① テレビ・プロジェクト（リロケーティング・テレビ・シリーズを除く）と長編映画は、ロサンゼルス・ゾーン(LA ゾー

ン)10外での撮影により追加 5％の控除を受ける資格を有する。 

② LA ゾーン外における認められた賃金・賃金外支出は、5％の割増控除を受ける資格を有する。適用期

間11内限定とし、主要撮影およびセカンド・ユニット双方を対象とする。 

③ LA ゾーン外で購入および／またはレンタルし LA ゾーン外で完全に消費する賃金外支出は、書類による

裏付けによって当該アイテムの費用の 100％に認められる。 

④完全に消費するアイテムの見込みは、申請書に含まれるものとする。 

⑤LA ゾーン外で購入および／またはレンタルされ、LA ゾーンの内外で使用される非消費支出は、非賃金カ

テゴリーに当てはまる限り、割増控除を受ける資格を有する。支出は、オンライン・アプリケーション・ポータルで、

カリフォルニア州における主要撮影日数のトータルに関連したアウト・オブ・ゾーン主要撮影日数に基づき算出

するものとする。 

 

 
10 Los Angeles Zone（ロサンゼルス・ゾーン）: カリフォルニア州ロサンゼルスのビバリー・ブールバードとラ・シェネガ・ブールバードから半径 30

マイル圏内のエリア。アグア・ドルチェ、キャスティーク（キャスティーク湖を含む）、レオ・キャリロ・ステートビーチ、オンタリオ国際空港、パイル、そし

てポモナ（ロサンゼルス郡フェアグラウンド含む）も含む。MGM, Inc.、コネホ・ランチはロサンゼルス・ゾーン内にある。 

11 Applicable Period（適用期間）:  プリプロダクションに始まり、オリジナルの撮影がロサンゼルスのゾーン外で完了する、カリフォルニア州内

だがロサンゼルス外のプロダクションに関するもの。この期間には、遠隔地でのロケとロサンゼルス・ゾーンに戻る時間も含まれる。 



(c) 地元雇用労働者12 

 

①10％割増控除：非独立系プロダクション（長編映画、新テレビ・シリーズ、リカーリング・テレビ・シリーズ、

パイロット番組、ミニシリーズ）は地元の労働者の雇用に対して、10％の追加税額控除を受ける資格を有す

る。 

②5％割増控除：独立系映画とリロケーティング・ テレビ・シリーズは、認められた地元雇用の労働者に対し

て、5％の追加税額控除を受ける資格を有する。 

③地元の労働者の居住地を証明するための書類（カリフォルニア州の運転免許証、最新の公共料金の請

求書）を用意する。これは雇用時にプロダクション（製作側）の会計と監査を行う CPA（公認会計士）か

ら提出を求められる。 

 

c. 予算と申請準備 

 

(a) 対象支出 

 

「認められる支出」とは、税額控除に割り当てられる製作費の一部のことである。これらの製作費は、カリフ

ォルニア州内での製作期間中に支出され、提供されたサービスでなければならず、これらにはスタッフ、スタッフ

の給与、賃金、付加給付、施設および機材のレンタル費、安全、建設、衣装、食費、宿泊、ラボ経費などの

プロダクション・オペレーション・コストを含むものとする。認められた賃金には、ローンアウト法人13などの職能法

人14に対する賃金も含まれる。 

 

 

①どの支出が控除額算出の要件を満たすかの参考となるかについては、”Qualified Expenditure 

Charts15”および”Budget Tagging and Tracking Tips16”を参照する。またこれらは認められた支出の

予算化、追跡、報告に関する重要な情報も提供している。 

 

②下記を含むがこれらに限定されない、認められていない支出は税額控除の資格を有しない。 

a.  プロデューサー、脚本家、監督、俳優、スタント、音楽監督、作曲家、音楽スーパーバイザー、演者に対

 
12 プログラム 3.0 からの新制度 

13 アメリカ特有の制度。オーナーあるいは被雇用者による労務提供を行う法人 

14 Qualified Entities（職能法人）: 個人サービスの法人（アメリカ合衆国内国歳入法セクション 269(b)(1)の定義による）、給与計

算法人、あるいはその他の法人で、認められた個人による役務提供に関して認められた賃金を受け取る法人。 

15 “Qualified Expenditure Charts”https://cdn.film.ca.gov/wp-content/uploads/2020/10/3.0-QEC.pdf 

16 ”Budget Tagging and Tracking Tips”https://cdn.film.ca.gov/wp-content/uploads/2020/10/3.0-Tracking-

Tips.pdf 



する賃金（エキストラ、スタンド・イン、オフ・カメラ・スタントに対しては資格あり） 

b.  プロジェクトの権利取得、企画開発、ターンアラウンド、あるいはそれらに関連する権利にかかる経費（賃

金含む） 

c.  ファイナンス、人件費、マーケティング、宣伝、プロモーション、あるいは認められた（要件を満たした）映画

の配給にかかる経費（賃金含む）。この項目には DCP およびプリントの複製費を含むが、これに限定されな

い 

d.  新たなメディアによる使用、（既存メディアによる）再利用、クリップ（抜き映像）利用、ライセンス、二

次利用、二次利用料、サントラ、おもちゃ、ゲーム、ビデオ・ゲーム、予告編、特報を含むがこれらに限定され

ない付随的プロダクト17にかかる経費（賃金含む） 

e.  カリフォルニア州外で提供された役務にかかる経費（例：物理的に州外で作業が行われた VFX 関連作

業） 

f.  合意された手続き（Agreed Upon procedures 、“AUP”)18の独立した報告書のために要する公認

会計士にかかる経費 

g.  キャリア・レディネスおよびトレーニング・プログラムに対する財政支援 

h.  連邦給与税 

i.  カリフォルニア州のソルベンシー税 

j.  控除割り当てレター発行以前に、またはポスト・プロダクションの過程の完了後、30 日以上経過して発生

した経費 

 

（b）申請プロセス （詳細後述） 

 

①第一段階：有資格のプロデューサーは税額控除申請を行う。 

②第二段階：最高位にランキングされた被雇用者比率をそなえた申請書は必要書類を提出 

③第三段階：承認されたプロジェクトに「控除割り当てレター」が発行される。 

④第四段階：控除割り当てレターが発行されたプロジェクトは主要撮影、クランクアップ、ポスト・プロダクション、

監査の開始時にすみやかに第四段階へと進む。 

⑤第五段階：監査が終了後、税額控除証明書が発行される。 

 

d. 第 1段階：申請書提出及び被雇用者比率ランキング 

 

(a) 申請書提出方法 

 
17 認められた映画の要素、一部を含む一般消費者向けの商品。 

18 Agreed Upon Procedures (合意された手続き／AUP): カリフォルニア・フィルム・コミッションが用意した基準で、外部当事者（公認会

計士）が税控除をしたプロダクションの監査をするために使用する。監査基準と呼ばれるこの手続きは、監査を行う法人かつ相応しい第三者に

よって策定され、同意されたもの。 



 

①オンライン・アプリケーション・ポータル 

a. 申請は申請期間中にオンライン・アプリケーション・ポータルを通じて提出するものとする。 

b. 申請期間はカテゴリーごとにグループ分けされており、プロジェクトは同カテゴリー内においてのみ、他のプロジ

ェクトと競うことになる。 

c. 申請者は、オンライン申請ポータルの下記のセクションを記入するため、プロジェクトの撮影スケジュールと認

められた製作予算の情報を用意すること。 

 i. 申請者情報：法人及び納税者 ID 

 ii. 連絡先：氏名、会社名、電話番号、メール・アドレス 

 iii. 事業構造 

 iv. 資金源および法人の所有権 

 v. プロジェクト情報の案 

 vi. 撮影日数及びロケ地 

 vii. プロダクション・データ：キャスト、スタッフ、エキストラ 

 viii. 割増控除: VFX、アウト・オブ・ゾーン、地元雇用 

 ix. 認められた賃金、認められた賃金外給付、保険、成功報酬 

 

②申請者は連絡先を 1 カ所以上記載し、代表者が連絡取れない時でもコンタクトできるようにすること。 

 

③申請者は、各割当て期において、1 プロジェクトにつき一件以上の申請をしてはならない。同プロジェクトに

対して重複した申請がカリフォルニア・フィルム・コミッションに届いた場合、どちらも税額控除プログラムの対象か

ら外されるものとする。 

 

④プログラムの承認前にカリフォルニア州で撮影が始まるプロジェクトは申請の資格を有しない（カリフォルニア

州外での撮影の場合は可）。承認レターを受け取る前に発生したサービス、賃金、物品（購入済み、未購

入のいずれを問わず）に要した費用は控除の対象とはならない。 

 

（b）被雇用者比率ランキング 

 

①被雇用者比率 

a.  被雇用者比率ランキングのプロセスは、プロジェクトが州内の雇用と経済活動を増加させる可能性を確認

するために法令により要求されている。 

b. 申請者は、オンライン申請ポータルを通じて、認められた賃金と、認められた賃金外給付を入力することを

求められる。各プロジェクトの被雇用者比率を算出するには、まず認められた賃金に賃金外給付の 35％を

加え、この数字を希望する税金控除額の概算で割る。その結果が「基礎的被雇用者比率」となる。 



c. 認められた賃金が本計算において賃金として含まれるためには、それらが申請者により、あるいは給与支払

いサービスにより直接支払われたものであるとする。第三者ベンダーにより支払われた賃金は、認められた（賃

金外の）支出として分類される。 

d. 被雇用者比率ランキングの目的において、認められた支出は、割増控除、成功報酬、完成保証を含まな

い。 

e. VFX を手がけるベンダーに対する支払いは、認められた賃金の 70％、認められた支出の 30％が割り当

てられるものとする。 

 

②ボーナス・ポイント 

基礎的被雇用者比率は、下記に挙げる分野における活動に基づき増加させることができる。これらをボーナ

ス・ポイントとする。 

a. ロサンゼルス外（アウト・オブ・ゾーン）での主要撮影日数：ボーナス・ポイントは、カリフォルニア州における

主要撮影全日数との関連で、ロサンゼルスから 30 マイルの地域における主要撮影日数のパーセンテージによ

って決定する。アウト・オブ・ゾーン撮影日とするには、該当日の一番最初のシーンはゾーン外で撮影しなけれ

ばならない。 

 

b. 州内で行われた VFX：どの支出がボーナス・ポイントに該当するかについては、認められた支出のチャート

を参照のこと19。これらは VFX 割増控除 5％の資格と同等の支出となっている。これらのボーナス・ポイントは、

認められた支出が 1000 万ドル以下の独立系映画には該当しない。 

c. 音楽関連：楽曲とレコーディングにかかる賃金は、作曲をしたミュージシャンに対する賃金も含め、ボーナ

ス・ポイントにカウントされる。音楽に関する仕事のいずれがボーナス・ポイントとして認められるかについては、認

められた支出のチャートを参照のこと。これらのボーナス・ポイントは、認められた支出が 1000 万ドル以下の独

立系の映画には該当しない。 

 

③被雇用者比率ランキング 

申請者は、被雇用者比率スコアを基準にカテゴリーごとに（当該カテゴリーには独立系長編映画、非独立

系長編映画を含む）ランク付けがされる。カリフォルニア・フィルム・コミッションはそれぞれのカテゴリーに配分す

る控除額を申請期間中に決定。申請期間が締め切られると、各カテゴリーの最終候補のリストが決定する。

当該リストには、当該カテゴリーに配分される控除額があらかじめ定められた額の倍になる（もしくは 200％と

なる）場合に控除が認められるプロジェクトが含まれている。カリフォルニア・フィルム・コミッションはこれらのプロ

ジェクトを“上位 200％プロジェクト”と呼ぶ。 

 

 
19 “Qualified Expenditure Charts”https://cdn.film.ca.gov/wp-content/uploads/2020/10/3.0-QEC.pdf 



各カテゴリーにおいて、申請は、調整された被雇用者比率20を基準にランクが決められる。各プロジェクトに

おける調整された被雇用者比率スコアを算出するには、ボーナス・ポイントを合計し、基礎的被雇用者比率

に加算する。“上位 200％プロジェクト”は通知を受けた後、申請の次の段階に進むことになる。 

 

d. 第 2段階：提出書類および最終ランキング 

 

(a) 申請書―補足提出書類 

 

申請の第 2 段階において、“上位 200％プロジェクト”は、カリフォルニア・フィルム・コミッションからの通知受

領後 3 営業日以内に、下記の補足書類を提出するものとする。全書類はオンラインの申請ポータルを通じて

提出し、各プロジェクトには申請番号が割り振られる。 

 

①認められた支出予算 (“Qualified Expenditure Budget”、以下「QEB」) 

a.  認められた賃金、認められた賃金外給付、認められた付加給付のみ含み、また成功報酬および／または

完成保証も含む可能性のある予算の詳細は、業界の基準に則ったプログラムを使用してセキュリティ・ロックを

かけずに提出するものとする。認められない支出は NQ（Not Qualified）としてタグ付け／グループ分けし、

QEB からは除外するものとする。カリフォルニア州外で生じた、または支払われた支出（すべて認められない支

出）は XX とタグ付けし、こちらも除外する。 

b.  QEB 支出は、原価管理のために完成保証会社、製作会社および／またはスタジオが使用する、修正後

に確定した製作予算となる予算を基準にする。 

c.  QEB に認められていない支出が含まれていた場合、申請者は修正を求められることがある。 

d.  修正した予算は、修正を求められた項目のみ言及するものとし、認められた支出を増額するような予算の

修正は認められない。 

f.  保険にかかるコストは予算項目として含め、タグ付けし、契約部分には含めないものとする。E&O 保険

（エラーズ＆オミッション保険）は個別に明記し、NQ としてタグ付けする。 

g.  認められた支出予算の 10％以下とする成功報酬は、予算のうち、契約部分に含むものとする。 

h.  プロダクションが保証契約を締結する場合は、認められた支出予算の 2％以下とする保証契約にかかる

経費が含まれる。 

i. 成功報酬および／または完成保証にかかる経費（該当する場合）は、トップ・シートの契約項目に含ま

れていた場合のみにおいて予算総額に含まれるものとする。もしこれらの経費が申請書のみに含まれていた場

合は、認められた支出には加算されず、税額控除の対象からは除外される。 

 

 
20 Adjusted Jobs Ratio（調整された被雇用者比率）: 第一段階においてプロジェクトのランキングを決定するために用いられる最終計

算。計算の変数には認められた賃金、認められた賃金外給付、ゾーン外の日数、VFX、音楽にかかる費用が含まれる。式：調整された被雇

用者比率＝基礎的被雇用者比率ｘ[（トータル・ボーナス・ポイント）ｘ0.1]＋１] 



②付加給付マトリックス  

予算は、正しい付加給付内訳に従って立てるものとし、連邦付加給付は除外する。認められていない付加

給付（例：FICA（日本の厚生年金にあたる制度）、メディケア、FUI（連邦失業保険）、FUTA（連

邦失業保険法）は QEB 作成の際に除外するか、完全に取り除くものとする。申請者はカリフォルニア・フィル

ム・コミッションの付加給付マトリックスのテンプレートを使用するものとする。付加給付マトリックスに入力された

付加給付は、QEB の付加給付と対応していなければならない。 

 

③プロダクション・スケジュール 

a.  撮影日、（提出された脚本に対応した）シーン番号、シーン詳細を記載した簡易撮影スケジュールを提

出するものとする。 

b.  撮影スケジュールには、ロサンゼルスのゾーン外および／またはカリフォルニア州外で予定されている主要撮

影日数について記載し、また予定されている中断および休日も記載するものとする。 

 

④財源 

申請者は、計算書、証券、銀行取引明細書、あるいは映画会社もしくは融資先からの誓約書などにより、

製作費の少なくとも 60％は確保済みであることを証明しなければならない。 

 

⑤脚本 

スケジュールに対応したシーン番号をふった脚本を提出するものとする。 

 

⑥詳細なステートメント 

申請者は、レターヘッドを使用し、当該プロジェクトのロケ地選定にあたり、税控除が重要な要素であることを

書面にて提出するものとする。当該プロジェクトが撮影されない可能性、および控除を欠く場合のプロジェクト

の管轄地も含めるものとする。当該ステートメントは申請者の役員、幹部職が署名をしなければならない。本

件は、立法分析局（LAO21）が要求する要件の一部分を成すものである。 

 

⑦違法ハラスメント・ポリシ22 

申請者は、違法ハラスメントに関し、報告、調査の手続きを含む会社のポリシーを書面にて提出しなければな

らない。書面にはさらに当該ポリシーの被雇用者に対する配布方法、教育、トレーニング、救済に関するリソ

ースも含むものとする。 

 

 

 
21 LAO あるいは Legislative Analyst’s Office Documents（立法分析局）: 申請書と共に提出が求められる財政および法人情報

で、税控除証明書の申請の際には適宜修正が求められる。 

22 ⑦および⑧はプログラム 3.0 新制度 



⑧ダイバーシティ・イニシアチブ 

会社のマイノリティの参加を促すためのイニシアチブ、プログラムをカリフォルニア・フィルム・コミッションに提出しな

ければならない。ダイバーシティ・イニシアチブには、目標達成までの詳細および当該プログラムの関係者に対す

る周知方法も含むものとする。本要件は、認められた支出 1000 万ドル以下の独立系の申請者は免除され

る。 

 

⑨スケジュール R（非独立系申請者のみに適用） 

公開会社、あるいは公開会社の関連会社である申請者は、直近でカリフォルニア州に提出した複合報告グ

ループの構成員のリストと、控除が割り当てられた構成員を提出しなければならない。本要件は、LAO により

要求されている要件の一部を成す。 

 

⑩場所のリスト（非独立系の申請者のみ） 

公開会社あるいは公開会社の関連会社である申請者は、もしすぐに入手可能であれば、州、郡、その他構

成員が映画企画のファイナンスを行った管轄地のリストを提出するものとする。本要件は、LAO により要求さ

れている要件の一部を成す。 

 

⑪財務データ（独立系申請者のみ） 

パートナーシップ、あるいは単一のメンバーで構成されている LLC（有限責任会社）であり、公開会社による

出資比率 25％以下の申請者は、直近の貸借対照表、損益計算書、監査済み若しくは未監査の財務諸

表、予算予測の概略を含むがこれらに限定されない財務情報を提出しなければならない。本要件は、LAO

により要求されている要件の一部を成す。 

 

⑫メンバー／パートナーのリスト（独立系の申請者のみ） 

パートナーシップ、あるいは単一のメンバーで構成されている LLC（有限責任会社）であり、公開会社による

出資比率 25％以下の申請者は、パートナーシップにおいては全パートナーの氏名、カリフォルニア州の税制に

おける公開会社ではないパートナーシップとして分類されている LLC においては全メンバーのリストを提出する

ものとする。当該メンバーのリストは、オンライン申請ポータルの財源及びオーナーシップのセクションのオーナーに

記載される氏名と対応するものでなければならない。当該メンバーのリストは、出資をした法人ではなく、申請

した法人のメンバーと関連づけるものとする。本要件は、LAO により要求されている要件の一部を成す。 

 

(b) 修正した税控除および検証された被雇用者比率のレビュー 

 

①第 2 段階において、資料が不十分なプロジェクトは、税控除の割り当てを受ける資格を有しないものとする。

指定された資料を提出しなかった場合は、申請の順番から削除されるものとする。 

 



②申請書と補助資料の受領後約 20 営業日以内に、カリフォルニア・フィルム・コミッションは申請者に電子メ

ールにて、修正された被雇用者比率と税控除割り当て額の見込みを通知するものとする。 

 

③同じカテゴリー内における競合プロジェクトに対する修正された被雇用者比率のランキングは、提出されたプ

ロジェクトのステータスを「認可 approved」、「ウェイティング・リスト waitlisted」、「落選 rejected」として表

記する。 

 

④ウェイティング・リスト上のプロジェクト 

a.  要件を満たす申請者が当初予算を超えた場合、上位 200％にランキングされて税額控除を受けられな

かったプロジェクトは、プロジェクトのカテゴリーごとにウェイティング・リストに載り、その旨通知される。 

b.  ウェイティング・リストに載ったプロジェクトで、控除割り当てレターの受領前にカリフォルニア州で撮影が始ま

るものは、要件を満たさないものとする。 

c.  あるカテゴリーにおいて税控除が可能となった場合、カリフォルニア・フィルム・コミッションはウェイティング・リス

ト上位 1 番目の申請者に、税控除を受けるか否かの意向を確認する。 

⑤ウェイティング・リスト上の申請者は、州外での撮影、制作中止など、ステータスに変更があった場合は、その

旨カリフォルニア・フィルム・コミッションに通知するものとする。 

⑥ウェイティング・リストは、同じプロジェクト・カテゴリーにおいて次の申請期間が始まった時に失効するものとす

る。 

 

e. 第 3段階：控除割り当てレターおよび承認された申請に対する必須要件 

 

(a) 控除割り当てレター（”Credit allocation letter”、以下「CAL」) 

 

①承認レターの発行 

a.  承認後直ちに、審査継続中に最終資料の提出を控えた段階で、申請者に対し、被雇用者比率および

税控除割り当ての見込みを記載した CAL が発行される。 

b.  CAL は提出された企画ごと（シノプシス、脚本、スケジュール、予算）に発行される。承認を受けたプロ

ジェクトの差し替えは厳禁とされ、税控除の申請撤回とされるものとする。 

c.  カリフォルニア・フィルム・コミッションは下記の情報をカリフォルニア・フィルム・コミッションのウェブサイトに掲載

することを義務付けられている：申請者の法人、プロジェクトのタイトル、撮影日数、雇用予定のキャスト、ス

タッフ、エキストラの人数（概算）、認められた支出の合計、税控除割り当ての見込み。税控除プログラムに

提出されたその他の情報は機密情報とされカリフォルニア州公記録法（”California Public Records 

Act”）の対象とならないものとする。 

d.  予測しない遅延あるいはキャンセルが生じた承認されたプロジェクトは、控除が再配分できるよう速やかに

カリフォルニア・フィルム・コミッションに通知するものとする。 



 

②クレジット割り当てレターの日付 

CAL の発行日はプログラムの変動する日程が確定した日とする： 

a.  支出額が認められた日。 

b.  プロダクションは 180 日以内に主要撮影を開始するものとする。認められた経費が 1 億ドルドル以上の

承認されたプロジェクトは、240 日以内に主要撮影を開始する。 

c.  プロジェクトは 30 カ月以内に最終要素（素材）をデリバリ－しなければならない。 

 

(b) パイロット・スキル・トレーニング・プログラム23 

 

控除割り当てレターを受け取った申請者は、パイロット・キャリア・パスウェイズ・トレーニング・プログラムへの資

金面での貢献を求められる。当該プログラムは充分なサービスを受けられないコミュニティ出身の個人が業界の

キャリア・トレーニングを受けるためのプログラムとなっている。承認された申請者の寄付は、CAL にて確認され

た税額控除割り当て見込みの 0.25％。寄付は CAL 日より 10 営業日以内になされるものとする。当該条

件に従わなかった場合は、税控除撤回となる可能性がある。資金の取引は非営利のエージェントを介して行

われ、パイロット・スキル・トレーニング・プログラム諮問委員会とカリフォルニア・フィルム・コミッションが監督する。 

 

(c) プロダクション現況 

 

承認された申請者は、クランクイン日、タイトル、エピソード数、中断／開始／停止日、予算もしくはスケジ

ュールの大幅な減少を含む大きな変更については、カリフォルニア・フィルム・コミッションにメールで通知しなけれ

ばならない。 

 

(d) 中断に関する規定 

 

①「中断」とは、プリプロダクションあるいは主要撮影の流れを中断することを意味する。撮影開始まで 180 日

（あるいは 240 日）のデッドラインが近づいた時点で、 プロダクションは上限 120 日（土日祝日含む）ま

での中断の実施による遅延を許される。 

a.  中断をリクエストする申請者は、180/240 日のデッドライン前に少なくとも 1 日の主要撮影をしていること

を要求される。 

b.  カリフォルニア・フィルム・コミッションによる主要撮影の検証用に、香盤表、プロダクション・レポート、シーン

番号／脚本ページおよびラッシュ（デイリー）を、撮影 1 週間以内にカリフォルニア・フィルム・コミッションに提

出するものとする。 

 
23 プログラム 3.0 新制度 



②当初の中断の後、プロダクションは 1 回以上中断することができるが、いかなる状況においても、トータルで

120 日を超えてはならない。 

③プロダクションが、当初の主要撮影日から 120 日以内に再開されない場合、当該プロジェクトは本プログラ

ムの資格を失うものとし、次年度以降においても再申請の資格は有しないものとする。 

 

(e) 不可抗力 

 

スケジュール、撮影地（ゾーン内外）および支出に大幅な変更があったプロジェクトは、最終的な被雇用

者比率に大幅な下方修正が生じ、その結果税控除額が減額される可能性がある。ただし予期せぬ状況に

直面したプロジェクトは、相当な事由あるいは不可抗力の規定を適用する。法令によれば、不可抗力とは映

画監督、キャストの死亡、不能、違反、火事、洪水、地震、嵐、ハリケーンあるいはその他の自然災害を含む

がそれらに限定されない天災、テロあるいは政府の制裁を含む出来事で、資格を満たした納税者のコントロー

ルの及ばないものを意味する。被雇用者比率に悪影響を及ぼす可能性のある不可抗力の定義に当てはま

る事象については、申請者はカリフォルニア・フィルム・コミッションと協議するものとする。 

 

f. 第 4段階：製作中における申請者に対する要求 

 

承認されたプロジェクトの主要撮影が開始されると、ステータスが第4段階へと変わり、それまでに必要書類

はオンライン・ポータルの第 4 段階にアップロードされるものとする。 

 

(a) 撮影日数を証明するもの  

①香盤表 

UPM24から承認と署名を受けたのち、申請者は主要撮影の初日に香盤表を提出しなければならない。中断

から再開したプロダクションは、主要撮影の再開初日に香盤表を提出しなければならない。 

 

②プロダクション・レポート 

UPM により承認、署名されたプロダクション・レポートは、主要撮影の日毎に提出しなければならない。未提

出分のレポートは週単位で提出することもできる。 

 

(b) 現地コミュニティにおける支出のレポート 

 

ロサンゼルス郡の外で撮影をする申請者は、現地コミュニティ支出レポートに必要事項を記載し、提出する

 
24 Unit Production Manager(UPM)とは、全米監督協会（DGA）が承認したビロー・ザ・ラインにおける責任者を指す。DGA ではない

場合は制作主任（プロダクション・マネージャー）とも呼ばれるが、業務はライン・プロデューサーとほぼ同義。 



ものとする。これはロサンゼルス郡外での撮影にかかる全支出に適用され、最低支出額は設定されていない。

申請者は、郡内での支出が確定した時点で最終的な要素が揃うまで待つことなく、本セクションを完了するこ

とが求められる。 

 

(c) キャリア・レディネスに関する要件 

 

全申請者は、カリフォルニア・フィルム・コミッションが認めたキャリア・ベースの学習＆トレーニング・プログラムに

参加しなければならない。これは次世代のフィルムメーカー達に刺激を与え、教育し、還元する機会である。こ

れには、インターシップ、製作のプロフェッショナルによるワークショップ、プロのスキルを学ぶツアー／撮影現場訪

問、教育者に対する継続的な教育、あるいは財政的支援などが含まれている。本要件はプロジェクトのどの

段階においても遂行可能。プロダクションが撮影現場における実務研修、インターンシップ、ワークショップ／パ

ネル、プロのスキルを学ぶツアー及び撮影現場訪問を選択した場合、全参加者は健康と安全の規約に従わ

なければならない。本要件に関する詳細はカリフォルニア・フィルム・コミッションのウェブサイトを参照し、カリフォル

ニア・フィルム・コミッションにコンタクトし、選択した内容につき検討するものとする。本要件成就後すみやかにサ

マリー・レポートに記入をするものとする。 

 

g. 第 5段階：税額控除証明書の発行 

 

(a) 最終証明書取得までのプロセス 

 

①プロジェクトの完成後、申請者は支出のサマリー・レポートを完成させなければならない。このレポートには、

下記を含むがこれに限定されない項目を含むものとする： 

認められた賃金、認められた賃金外給付、州内外における実際の主要撮影日数、VFX と音楽に要した実

額、AUP25のレポートにより検証された被雇用者比率 

 

②申請者は、審査用の全書類の準備と AUP が整った時点で、カリフォルニア・フィルム・コミッションに対し最

終書類の提出を推奨される。最終書類提出に関しては、正式な締切は定めていない。 

 

③申請者は、オンライン・ポータルのユーザーに規定された手続きを実施するため公認会計士を加え、プログラ

ムの書類にアクセスできるようにしなければならない。 

 

(b) 提出資料の最終チェック 

 
25 Agreed Upon Procedures (合意された手続き／AUP): カリフォルニア・フィルム・コミッションが用意した基準で、外部当事者（公認会

計士）が税控除をしたプロダクションの監査をするために使用する。監査基準と呼ばれるこの手続きは、監査を行う法人かつ相応しい第三者に

よって策定され、同意されたもの。 



 

①支出サマリー・レポート 

 

②著作権登録証明書 

申請者は、控除割り当てレター受領後速やかに著作権登録申請をすることを推奨される。脚本登録を証明

するフォームは必ず提出のこと。著作権者は資格を満たした納税者、その関連会社、もしくは認められた申請

者が映画を製作している非関連会社のいずれかとなる。 

 

③パイロット・スキル・トレーニング・プログラムの受領と検証 

 

④立法分析局（LAO）から要求された書類のアップデート版 

 

⑤キャストとスタッフのリスト 

第 4 段階におけるプロジェクトはすべてキャストとスタッフの最終リストを提出しなければならない。リストには社

会保障番号も記入のこと。 

 

⑥脚本スーパーバイザーによるライン・スクリプト26：全申請者は脚本スパーパー・バイザーによるライン・スクリ

プトを提出しなければならない。ライン・スクリプトに変えて、ダイアログ／スポティング・リストの提出も可能。 

 

⑦プロダクション・スチール：申請者は、デジタル・ファイルで、プロダクションのスチール（5 枚）を提出しなけれ

ばならない。キャストが写っている場合は、製作会社がアプルーバルを取得すること。スチールはカリフォルニア・

フィルム・コミッションのプロモーション目的で使用される。カリフォルニア州における多様なロケ地と雇用を紹介す

るスチールであることが求められる。 

 

⑧スクリーン・クレジットおよびカリフォルニア・フィルム・コミッションのロゴ 

 

a.  スクリーン・クレジット：最終クレジット証明書を申請するプロダクションは、下記を含む謝辞をスクリーン・ク

レジットに入れるものとする：”The State of California and the California Film Commission”. 

ただし、Children’s Television Act あるいは地元自治体、州、もしくは連邦政府により謝辞が禁止されて

いる場合は除く。 

 

b.  カリフォルニア・フィルム・コミッションロゴ：全プロダクションはエンド・クレジットにカリフォルニア・フィルム・コミッ

ションのロゴを入れなければならない。 

 
26 撮影シーンを記録した脚本 



 

⑨メイン＆エンド・クレジット：メインおよびエンド・クレジットをカリフォルニア・フィルム・コミッションに提出しなけれ

ばならない（PDF あるいは QT）。チェック用はタイトル制作会社あるいはポストプロダクション会社が実際にレ

イアウトしたものであること。 

 

(c) 合意された手続き 

 

①公認会計士 

税控除証明プロセスの一環として、公認会計士による合意された手続き（AUP）のレポートを用意するもの

とする。公認会計士は、有効なライセンスを有する、あるいはカリフォルニア州において認証サービスを行う会計

事務所として有効性を証明できるものとする。公認会計士は、AUP レポートを完成させるため、カリフォルニ

ア・フィルム・コミッション／公認会計士セミナーに出席するものとする。（承認されている事務所のリストはカリ

フォルニア・フィルム・コミッションのウェブサイトにて入手可。） 

 

②AUP 書類および公認会計士の検証  

第 4 段階にて列記された書類に加え、公認会計士は最終チェックリストに記載された書類の検証と認証をし

なければならない。 

 

a.  ベンダー最終要素（素材）制作レター： 認められた映画作品の最終版のアンサー・プリント27、マスタ

ー、デジタル・シネマ・ファイル（DCP）等が作成された時点でポストプロダクションのプロセスは終了したとみな

される。記録用、海外用の素材は含まない。当該レターはポストプロダクション施設あるいはポストプロダクショ

ン担当部門が発行したオリジナルであるものとし、レターヘッドにプリントアウトし、署名をしたものであるものとす

る。 

 

b.  州内作業の検証／ベンダー検証フォーム・レター： 検証フォームは、製作会社と契約した VFX、タイト

ル、ポストプロダクション、音響、デジタル・エフェクトを手がける各社により記入されたものであること。検証レター

には、カリフォルニア州において実施された作業の総額をドル建てで記入し、署名をするものとする。検証レター

は、各社発行によるオリジナルであるとし、レターヘッドにプリントアウトし、署名をしたものであるものとする。 

 

c.  関連当事者開示リスト：承認された全申請者は、すべての関連当事者との取引リストを提出しなければ

ならない。 

 

d.  代理に関する検証レター：世界中で VFX に要した費用が開示済みである旨、会社のレターヘッドにプリ

 
27 現像所で仕上げられた最初の映像フィルム 



ントアウトし署名をしたレターに記載するものとする。さらに申請者は、すべての関連当事者が開示され、認め

られた支出に対する保険請求が経費レポートに記載されていることを検証する（該当する場合）。当該レタ

ーにはさらに、認められた支出に関するすべての未払いの発注書およびすべてのインボイスが支払い済みであ

る旨の検証も含むものとする。 

 

e.  資産（assets）のリスト：リストには 10,000 ドル以上の資産を含めること。まとめて購入したものでな

く、複数の素材から建設した個々のセットは含めないこと。250 ドル以上の電化製品資産についてはリストに

含めること。例）コピー機、プリンター、カメラ、ドライブ、モニター、DVD プレーヤー、コンピューター等。 

 

f.  支払い代理人のレター：最終要素(素材)を作成してから 30 日以上が経過した未払いインボイスが存

在しないことを検証したレターを提出のこと。 

 

(d) ペナルティに関する規定 

 

①監査の期間中、認められた支出の検証に加え、公認会計士は実際に支払う賃金および賃金外給付をベ

ースに控除割り当てレター 被雇用者比率を再計算するものとする。第 4 段階において計算された最終被雇

用者比率が、控除割り当てレターにおける被雇用者比率と比較して水増しされていた場合、当該プロジェク

トは税控除の減額のペナルティを課される可能性がある。 

 

②申請者は、再計算した被雇用者比率に悪影響を与えた可能性のある正当な事由の定義に当てはまる

事案については、カリフォルニア・フィルム・コミッションと協議するものとする。 

 

③水増しのペナルティについての規定は、正当な事由による減額に該当しない場合は下記の通り： 

a.  被雇用者比率が 10％以上減少した場合、同パーセンテージの割合で税額も減額となる。 

b.  被雇用者比率が 20％以上減少した場合、資格を満たした納税者（申請者）あるいは資格を満たし

た納税者が管理する報告グループは、決定の日より 1 年間、税控除プログラムの申請することができない。 

c.  例：申請者の被雇用者比率が 4.5 であったケース。最終的な被雇用者比率は 4.0 に減少する。最終

的な被雇用者比率が 11％減少することになるため、最終的な税控除額も 11％減少することになる。 

④同じペナルティが非独立系と独立系の双方に適用される。 

 

(e)最終税控除証明書の認証（アプルーバル） 

 

①カリフォルニア・フィルム・コミッションは申請者および公認会計士により提出された全資料を再審査し、本プ

ログラムの全基準を満たしているかどうか見極め、税控除の証明書申請に対し、承認／非承認の決定をする。

審査の間、カリフォルニア・フィルム・コミッションは当該プロダクションが認められた映画かどうか確認するため、ま



た認められた支出かどうかの検証をするため、追加の書類提出を求める場合がある。 

 

②税控除の最終額は、認められた支出および AUP レポートにおいて確認された被雇用者比率のパーセンテ

ージに基づくものとする。この額は控除割り当てレターに記載された額を下回る可能性もあるが、上回ることは

ない。 

 

③控除証明書の請求が拒否された場合、カリフォルニア・フィルム・コミッションは申請者に対し理由を付記した

拒否の通知を送付する。拒否は最終的なものであり、行政不服審査の対象外とする。 

 

 

(イ)カリフォルニア州の税額控除利用方法 

 

2020 年 1 月 1 日に始まり 2023 年 1 月 1 日に終わるまでの間、非独立系の税額控除を受けるもの

は、州所得税との相殺については 500 万ドルを上限とし、売上税／使用税との相殺に関しても 500 万ドル

を上限とする。納税義務に対する控除額の上限は構成員それぞれについて存在しており、売上税／使用税

に対する控除の上限は関連会社による申請が可能である。 

 

独立系映画についても 3 年にわたり 500 万ドルの控除上限が適用される。独立系映画から税控除を購

入した会社は、州所得税との相殺に使用する場合は同じ上限が適用される。その他の情報については下記

の通り。 

 

a. 一般情報 

 

①カリフォルニア州映画＆テレビ税控除プログラムへの参加資格を満たした納税者あるいはその関連会社は、

税控除証明書に明記された額の純税（”net tax”）に対して控除をすることが認められている。 

 

②税控除は控除証明書の発行年により管理されている。納税者は控除証明書を受領すると、証明書発行

年以降還付請求ができる。。 控除限度超過額は続く課税年度の純税を減少させるために繰り越すことが

でき、必要であれば続く 8 年（プログラム 3.0 の場合）にわたり可能。これはプログラム 3.0 においては 9 年

延長して繰り越しできることを意味する。年間 500 万ドルの上限により、プログラム 3.0 の最初の 3 年間、繰

り越しは 9 年から 12 年（3.0）となる。 

 

③繰り越し期間の延長は、控除が制限されている年数のみ可能。例えば、納税者が 2022 年度に利用資

格があるプログラム 2.0 の控除を得た場合、納税者は 1 年に限定される。よって控除は追加の繰り越しの 1

年間認められる。 



 

④税額控除は 1（社）以上の関連会社に譲渡可能。“関連会社”は Revenue & Taxation code に、

セクション 25110 (b)に規定された通り、一般的に管理されたグループの 1 法人を意味する。 

 

⑤資格を満たした納税者は、一部を所得税、一部を売上税／使用税に振り分けが可能だが、発行される

控除証証明書は 1 通のみとする。 

 

⑥発行済みの税額控除証明書に償還条項は規定されていない。 

 

⑦プロダクションは、控除証明に関連する記録の全てを、税還付を申請した日より最低 3 年間保存しなけれ

ばならない。 

 

⑧LLC がパートナーシップあるいは”S”コーポレーションとしての課税を選択した場合、LLC はパススルー企業
28として扱われる。パススルー企業のケースにおいては、納税者が資格を満たした納税者であるか否かの決定

は、法人レベルでなされるものとする。パススルー企業には控除は認められない。控除はパートナー、メンバー、

あるいは株主にパススルーされる。 

 

b.税額控除の所得税との相殺 

 

①”純税”を超える控除が認められる場合、超過した控除額は”純税”を減少させるため、続く課税年度、お

よびその後の 8 年（3.0 の場合）の各課税年度まで控除額がなくなるまで持ち越すことができる。 

 

②所得税の相殺に使用された控除額は払い戻し不能。 

 

③単に控除として得た控除額は、収入として報告することはできない。但し、納税者が控除額を売った場合

は、課税所得として報告することができる。（詳細は“譲渡可能な税額控除”を参照のこと） 

 

c.税額控除の売上税／使用税との相殺 

 

①2020 年 1 月 1 日から 2023 年 1 月 1 日までに申告した売上税／使用税との相殺は、500 万ドルの

上限が設けられている。2020 年 1 月 1 日以前の売上税／使用税に対する控除は影響を受けない。 

 

②持ち越し期間の延長は、控除が限定されている期間のみとする。例えば、2022 年に使用資格のある

 
28 法律用語:導管実体 



1500 万ドルに対するプログラム 3.0 の控除を有していた場合、その納税者は 1 年限定とする。よって当該

控除は追加 1 年の持ち越しが認められることになる。 

 

③売上税／使用税に対する相殺をする場合、控除は州の売上税／使用税の一般財源部分の税率－

3.9375％のみに適用されるものとする。控除は以下に挙げる州の売上税／使用税の税率には適用されな

い：地方公共安全基金 0.50％、地方財源基金 0.50％、2011 年度地方財源基金 1.0625％、そし

て地方財源に割り当てられた 1.25％ 

 

④法人 A（あるいはその関連会社）に対する売上税／使用税は、法人 A の顧客に対する小売りにおける

売上税に、そして法人 A が使用税課税対象購入を行った際の使用税のみに適用されるものとする。当該購

入には州外のベンダーからのもの、カリフォルニア州内で使用する課税対象のレンタルも含まれる。 

 

⑤控除は、法人 A の購入につき法人 A がベンダーに対して支払った売上税には適用されない。カリフォルニア

州のベンダーに支払われた売上税は、それがベンダーに対する弁償だったとしても、当該法人の売上税とはな

らない。個人あるいは法人がベンダーから購入したアイテムに課税された売上税を支払ったとき、購入者はベン

ダーに対して実際はベンダーが州に対して支払うことになる売上税を払い戻していることになる。 

 

⑥払い戻しは、製作期間（プリプロダクション）が始まる四半期の初日に始まり、申告者の最も直近の売上

税／使用税の申告期間中に終了する期間に支払われた税金のみが対象となる。 

 

⑦売上税／使用税の還付請求をするためには、納税者はカリフォルニア州税管理局（California 

Department of Tax and Fee Administration）のフォーム（CDTFA-318 Claim for Refund 

and Irrevocable Election to Apply Credits Against Qualified Sales and Use Tax Liability）

に記入しなければならない。 

 

⑧カリフォルニア州税管理局（CDTFA）は、申告者の最も直近の売上税／使用税の還付申告日に支払

われた認められた売上税／使用税を払い戻しする可能性がある。 

 

⑨控除は、控除が割り当てられた会計年度に関わらず、製作期間終了後 9 年（3.0 の場合）の売上税

／使用税に対する申告も可能。ポストプロダクションの過程が終了し、認められた作品の最終版アンサー・プリ

ント、マスター、デジタル・シネマ・ファイル（DCP）が完成した時点で製作は完了したものとみなされる。 

 

⑩資格を満たした納税者は、売上税／使用税に対してカリフォルニア・フィルム・コミッションが認定した控除額

を、認定後すぐに使用することができる。但しこれら認定された控除は、実際には、資格を満たした納税者の

法人税あるいは所得税申告がなされるまでは付与されない可能性がある。実際に控除が付与されるまでは、



関連会社は控除の申請はできない。 

 

⑪控除は、監査の結果生じた一般財源にかかる税に適用することができる。（Revenue and Taxation 

Code セクション 6902.5 の規定を条件とする） 

 

d.譲渡可能な税額控除 

 

①“非独立系映画”に起因して控除を受けた資格を満たす納税者のみが、非関連当事者に控除を譲渡

することができる。 

 

②独立系映画の税控除は、認められた支出予算最大 1000 万ドルに適用される。製作予算の上限は設

定されていない。控除は、1 社以上に譲渡してはならず、非関連当事者からの転売もすることができない。 

 

③納税者が控除を譲渡した場合、当該譲渡額は課税所得として報告可能。 

 

④第三者が独立系映画製作会社より控除を譲渡された場合、当該控除は購入者の所得税のみに適用さ

れ、売上税／使用税は対象とならない。2020 年 1 月 1 日から 2023 年 1 月 1 日までの間、当該第三

者の購入者は、申請者と同様に 500 万ドルの上限が課せられる。 

 

⑤資格を満たした納税者より税控除を購入した当事者は、当該納税者に対する条件と同じ条件が課せら

れる。 

 

⑥税控除を購入した当事者は、支払い額と控除額の差についての所得に関して報告しなければならない。

例えば、100 万ドルと同等の控除額を独立系の映画会社より 80 万ドルで購入した購入者の場合。購入

者は 100 万ドルの税の請求に対して当該 100 万ドルを充当する。購入者は 20 万ドルに対して税金を支

払う。 

 

⑦いかなる場合も、資格を満たす納税者は、還付申告をした税控除の譲渡あるいは売渡しをすることがで

きない。 

 

⑧非関連第三者に税控除を売り渡そうとする資格を満たした納税者は、当該税控除の売渡しにかかる所得

税の申告を必要としない。 

 

⑨当該納税者が税控除の売渡しあるいは譲渡する場合、当該納税者は FTB フォーム 3551（税控除の

売渡しあるいは譲渡する独立系のプロダクションの為の書式）を提出しなければならない。 



2.2.5.3  ニューメキシコ州の支援制度 

 

ニューメキシコは、近年映画産業が急成長している州である。大きな転機となったのは、人気ドラマ「ブ

レイキング・バッド」のロケ地としての成功だ。同作が大きな経済効果をもたらしたことから同州は映画・ドラ

マの誘致に積極的に取り組むようになったのである。また、サンフランシスコ州との地理的な近さや 1 年の

300 日以上が「晴天」という安定した気候も大きな要因となり、優れたビジネス・制作環境を提供するこ

とを可能としている。今後はニューメキシコ州の最大工業都市・アルバカーキが今後はアメリカの映画産業

を拠点としての地位を確立することになると予想されている。 

 

2018 年には Netflix 社が同州のアルバカーキ・スタジオを買収し、2020 年 12 月には市長との共同

声明でスタジオ拡大に更に 10 億ドルを投資することを約束した。これにより、向こう 10 年間で 1000 を

超える作品が制作され、アルバカーキ・スタジオの設備投資に 1 億 5000 万ドルが投資される見込みで

ある1。 

 

(ア)ニューメキシコ州の税額控除制度 

 

ニューメキシコ州における税額控除制度の手続きは、ニューメキシコ・フィルム・オフィスを通じて行われ、

1 会計年度あたりの税額控除は、約 3100 万ドルに及ぶ。以下は、2019 年 7 月 1 日以降の制作に

かかる税額控除制度についての詳細2であり、参照される法令は「映画製作タックス・クレジット令、セクシ

ョン 7-2F-1 から 7-2F-15」である。 

 

a. 税控除制度 

 

（a）控除対象 

 

2019 年 7 月 1 日以降に撮影を開始する映画製作会社、個人もしくは法人に対して、ニューメキシ

コ州での課税を条件に、映画製作あるいは商業オーディオビジュアル作品に発生する、ニューメキシコ州で

なされた直接制作費及び直接のポストプロダクション費用 25％の税額控除が認められる。この控除は、

ニューメキシコ州での課税を条件に、同州でなされたサービスにかかる費用もカバーする。ただし、製作会

社がすでに行った非課税の取引、および他の納税者が税額控除を主張した費用は控除から除外される。 

また、いかなる会計年度においても、法令のもと、支払いに対し認められている控除額の合計は 1 億ドル

を限度とする。 

 

 

 
1 https://deadline.com/2020/11/netflix-billion-dollar-production-commitment-new-mexico-abq-studios-

stranger-things-1234620435/ 

2 https://nmfilm.com/wp-content/uploads/2020/09/FYI-370-Information-Regarding-Film-Prouction-Tax-

Credits.pdf 



(b)追加控除の条件 

 

1 ニューメキシコ州でのテレビ・シリーズ製作を意図した独立したパイロット版、または、商業配給を意

図したテレビ・シリーズ製作で、1 クールで少なくとも 6 エピソードを含み、ニューメキシコ州での支出が

各 5 万ドル以上ある作品：5％の追加控除 

2 ニューメキシコ・フィルム・オフィスにより認定された制作施設3を使用し、製作設備、防音スタジオ、あ

るいは、固定セットを活用することで一定の基準を満たした合：5％の追加控除 

3 ニュー・メキシコ州内の、サンタフェ・ベルナリオエリアから最低 60 マイル離れた地方エリア4で発生した

直接制作経費及びポストプロダクション経費に対する支払い：5％の追加控除 

 

なお、①および②は重複不可であるため、追加控除は最大 10%である。すなわち基礎控除 25%と合

わせて合計 35%がメキシコ州における最大の税額控除となる。 

 

(c)控除の対象となる直接経費 

 

条件を満たす直接経費として認定されるには、役務・サービスはすべてニューメキシコ州内で提供され

なければならず、全てはニューメキシコ州内を拠点とするエージェントもしくはブローカーが介在したものでな

ければならない。詳細は Section 7-2F-2 (E) NMSA 1978 に定義されるが、以下に一般的な費用

例を挙げる。 

 

①アバブ・ザ・ライン5の賃金 

ニューメキシコ居住者である人員への労働の手数料（賃金、付加給付、手当、人件費、マネージメント

へ手数料）居住の申告（“Declaration of Residency”、「DOR」）が必要となる。 

 

②アバブ・ザ・ラインの費用 

ニューメキシコで雇用されるスタッフ＆キャストへの賃金、手当、労働者の補償金、付加給付（パーディア

ム6や諸手当を含む）、仲介手数料。給与支払い会社はニューメキシコ州に実体が存在していなければ

ならず、給与はニューメキシコ州で支払処理が行われなければならない。 

 

 
3 認定された施設のリスト：https://nmfilm.com/wp-content/uploads/2021/01/Qualified-Production-

Facilities1.11.2021.pdf 

4 エリアマップ：

https://nmtrd.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=dd7b4e826098454db5bce1caa6a11a08 

5 アバブ・ザ・ライン（Above the line）製作予算のうち、ストーリー権および脚色権の獲得、脚本開発、脚本家、エグゼクティブプロデュ

ーサー、プロデューサー、監督、主要キャストなど、欧米で一般的な予算形式の上位に記載されるもの。これらの項目は作品のクリエイティ

ブおよびビジネス的イメージに大きく寄与する要因を構成し、各個人・作品の人気や技力などにより金額が大きく変わる。 

6 パーディアム（Per diem）：居住地から離れた土地で宿泊を必要とする撮影または仕事をする際に、給与以外にスタッフ、俳優に支

払われる手当金。 



③非居住者のビロウ・ザ・ライン7のスタッフへの賃金 

サービスはニューメキシコ州で行われなければならない。賃金と労働者の補償金、仲介手数料（総受領

税を含む）は認められるが、手当とパーディアムは認められない。 

 

④非居住者のスタッフ 

労働者災害補償保険、仲介手数料 

 

⑤直接雇用の出演者 

賃金、パーディアム、労働者の補償金、仲介手数料 

 

⑥スーパー・ローン・アウト8（”Super Loan Out”）の支払い 

以下を条件とした、演技者の役務に対しての個人サービス業者、への支払。 

1. 税金控除の資格のある支払の一部について、個人サービス業者がニューメキシコで総領収税を支払

っている 

2. 映画製作会社が控除し、送金している、あるいはニューメキシコで所得税の最大率を控除し、送金

している場合 

 

⑦エキストラ 

賃金、手当、労働者の補償金、付加給付、仲介手数料 

 

⑧ニューメキシコ州内での発生費用のうち、以下のもの 

セット建築及びオペレーション、衣装、アクセサリー、セット現場関連サービス、撮影費用、同期録音、照

明、編集、設備レンタル、備品レンタル、航空機のチャーター費用、保険費用、保証金、CPA（公認会

計士）サービス、贈答品※、芸術作品あるいは宝石類※、固定資産（但し売却した場合は、購入価

格の総額から売却価格を差し引いた額が控除申請可能）、インターネット使用費用、公共駐車場料

金、搬送費、州外／州内ベンダー（供給業者）費用、車両リース※、食料品、宿泊費※、航空券、

車両サービス（ニューメキシコの旅行代理店経由でブッキングされたもの）、ホテル・家のレンタル、ニュー

メキシコ内の空港あるいは場所への送迎、倉庫費用（継続するシリーズ物の場合）、ロケーション費用

（ニューメキシコ内）、迷惑料（ニューメキシコ州住民あるいは場所についてのものに限る） 

 

〔※⑧に関する注釈〕 

 

・乗用車の費用については、作品製作にかかわる個人に対して、州内移動は 1 人当たり、1 日 150 ド

ルを上限とする。また、使用する車両はニューメキシコ課税を条件にニューメキシコ内での資格を有したレ

 
7 ビロウ・ザ・ライン（Below the Line）映画製作予算中の一般スタッフの人件費や技術的費用など。Above the Line の下部に記

載されることから Below となっている。 

8 ニューメキシコ州特有のシステム。非居住の労働者をニューメキシコ州在住と同等とみなすため、州外で労働者を雇用する企業に対して

払う手数料の類。 



ンタル会社からの利用に限る。 

・宿泊は認められたホテル・モーテルに限り、1 人当たり 300 ドル/1 日とする。 

・スタッフや俳優陣への贈答品は 1 人当たり最大 100 ドルまでとする。 

・芸術品あるいは宝飾品は 2500 ドル以内で撮影に使用される必要があり、使用した証拠も提出する。 

 

⑨労災保険 

労災保険契約は、その契約がニューメキシコ州を拠点とするエージェントあるいはブローカーを通じて賄わ

れる場合は経費対象となる。雇用者はニューメキシコ州で働いている間は、その保険契約によりカバーさ

れる。製作会社の雇用者が州外で働く場合、その取引はニューメキシコ州で課税されないため、ニューメ

キシコ州の直接経費とはならない。それゆえ、その労働者の補償金は対象経費とはならない。 

 

⑩パフォーミング・アーティストの役務 

一つの製作において、非居住者と居住者の主役級のアーティストによって行われた役務について、税額控

除の額は、500 万ドルは超えないものとする。この制限はバックグラウンド・アーティスト9の役務には適用さ

れない。 

 

(d)控除の対象とならない経費 

 

① 総収入税あるいは所得税の対象とならないものすべて 

② インターネット購入を含む、ニューメキシコ州に物理的に存在しないベンダー（供給業者）によって提

供されたものすべて 

3 航空会社経由で直接ブッキングされたすべての航空便 

4 ニューメキシコ州内に発着しないすべての航空便 

5 ニューメキシコ州外での送迎するためにニューメキシコ州の旅行代理店を通じて予約された車両 

6 本申請以前の作品で請求した購買物 

7 ニューメキシコ州外のベンダーにより発生した費用 

8 間接費 

9 詳細な補完書類が提供されない費用 

10 源泉徴収をしない製作会社によって雇用されたキャスト 

11 ローン・アウト契約10によって、源泉徴収せず、請求額によって総領収税を支払わない役者 

12 法令の定義による対象とならない費用 

13 非居住者の賃金（監督、脚本家、プロデューサー） 

14 非居住者のビロウ・ザ・ラインのスタッフに対する手当、付加給付 

15 非居住者スタッフのうち、ニューメキシコ・フィルム・オフィスによって認められていない賃金、手当、付加

 
9 バックグラウンド・アーティスト：パフォーミング・アーティスト（演者）ではないが代役を務める人、あるいはその演者の一部のアクション、

身振り、顔の表情などの代理を務める。スタントとは別物である。 

10 ローン・アウト・アレンジメント（契約）＝俳優などアーティスト個人が、自己が所有するマネージメント会社と契約を締結し、マネージメ

ント会社が契約当事者となって第三者との間でアーティストの役務提供に関する契約を締結する方式。 



給付 

16 直接雇用の出演者に対する手当、付加給付 

17 ニューメキシコ州内での発生費用のうち、以下のもの 

打ち上げパーティー費用、部族地域での購買（部族地域11での購買は課税対象外）、政府機関経

費（通常非課税）、非営利団体経費（通常非課税）、家族の航空便とその関連費用（間接経費

とみなす）、州外のベンダーによるもの（ニューメキシコ・フィルム・オフィスによって認められない場合）、イ

ンターネットによる購買（ベンダーがニューメキシコ州に物理的な実態がない場合は許可されない） 

 

（e）費用に関する注意点 

 

①立替払いはニューメキシコ州の居住者のみに適用される。ニューメキシコ州居住者が使用した燃料費と

携帯電話に対する立替は月次の明細書とニューメキシコ州での所得税の還付の書類が提供された場合

のみ認められる。 

②パーディアムは居住者及び非居住者の出演者のみに適応される。 

③対象となる費目の購買の控除には、オリジナルのレシートが必要となる。 

 

(f) 居住確認 

 

①制作に関わる個人は、「映画居住カード（film residency card）」のコピー、ニューメキシコ州の運

転免許証、あるいはニューメキシコ州発行の ID とともに、居住申告書が必要となる。もし、製作会社が

個人を雇う前に、当局に居住チェックを求めた場合、当局はその調査を行うことができる。 

 

②ニューメキシコ居住者であると虚偽に主張した者への賃金は、その時期にニューメキシコ居住者であった

かどうかに関わらず、虚偽の申告として納税・歳入部に判断された日から 2 年間の間、その人物の賃金に

ついては適格な支出とはみなされないものとする。 

 

③エキストラについては居住の申告は要求されないが、納税・歳入部がニューメキシコ州の住所に対して

の給与支払い名簿をチェックする。 

 

(g) 非居住者のビロウ・ザ・ラインスタッフへの控除 

 

ニューメキシコの居住者でないビロウ・ザ・ラインスタッフ（”Nonresident Below the Line Crew”、 

(NRCE)）の賃金の支払いに対して、15％の控除が認められる。役務はニューメキシコ州で行われなけ

ればならない。ニューメキシコ経済発展局の映画部門の決定により、ニューメキシコ州の居住者でないビロ

ウ・ザ・ラインスタッフ費用 20％のまでが、「セクション 7-2F-15 NMSA 197」の要請を満たすことで認め

られる場合がある。 

 
11 部族地域とは伝統的な部族制度を保持している地域のことを指す 



 

〔参考〕ニューメキシコ非居住者のビロウ・ザ・ラインスタッフ費用が合計 100 万ドルであった場合 

総費用 100 万ドル × 控除 15％ × 対象経費 20％（最大）＝ 3 万ドルの控除 

 

b. 手続きの流れ 

 

フェーズ 1.申請申込および納税・歳入部への登録 

 

ニューメキシコ州で税額控除を受けるためには、まず基礎情報（名前、電話番号、メールアドレス、製

作会社名、製作する作品タイトル、製作日程、予算表）をニューメキシコ・フィルム・オフィスにメールし申

し込みを行う。すでにニューメキシコでの製作スケジュールが決まっており、資金調達及びキャスティングが整

っていること場合は、プロジェクトを「ニューメキシコ納税・歳入部」に登録する。 

 

フェーズ 2.ニューメキシコ・フィルム・オフィスへのプロジュクト登録 

 

撮影またはオーディオビジュアル制作開始の 30 日前までに以下の書類を用意のうえ、ニューメキシコ・

フィルム・オフィスに提出して「プロジェクト登録」を行う。 

 

①プロジェクト登録書類 

②納税・歳入部ビジネス税金登録書類 

③税務情報承認書式 

 

①～③の書類を用いて、ニューメキシコ経済発展局とニューメキシコ・フィルム・オフィスが製作会社の税

務情報を審査する。この情報は還付可能な税金控除プログラムの効果を追跡し、支払いが正確で適切

になされているかを確認するために使用される。 

 

④Back2One 関連書類 

コロナ禍に伴い、ニューメキシコ州の住民と映画・テレビ業界の人々の健康を守ることが業界の成功、経

済、繁栄を継続させることにおいて一番の優先事項であるのとの考えから、“Back2One”を導入している。

その主な目的は： 

 

 1．感染症の蔓延に際して、映画／テレビ・コミュニティーのための仕事場、業務の実施を安全かつ健

全に行えるよう促進すること。 

 2．製作を賢明で安全に先導し、成功が持続されることの一助とすること。 

 

⑤コロナ感染状況について撮影・制作開始後から日報を作成する旨承諾する書類（PCR テストを実施

したキャスト・スタッフのリスト、実施日、実施期間、陽性者の数など） 



 

⑥非居住者のビロウ・ザ・ライン のスタッフ（NRCE）の控除にかかる書類（必要に応じて） 

 

⑦フィルム・スタッフ・アドバンスメント・プログラム（FCAP）12（必要に応じて） 

ニューメキシコ居住者のスタッフのスキルアップおよび新しい技術の習得に対し、費用を補填するもの。OJT

を通し、ニューメキシコ・フィルム・オフィスが認めた技能者の賃金の 50％（1040 時間まで）を対象とす

る。 

 

⑧製作予算表 

 

フェーズ 3. 認定書の発行およびプリプロダクション・ミーティング 

 

a.認定書の発行 

 

上記書類を審査の上、ニューメキシコ・フィルム・オフィスが認定証を発行する。認定書には、認定され

た還付可能な税額控除額と公認会計士の監査報告書（必要な場合）、最終の課税対象となるニュ

ーメキシコ州での費用の認定日が言明されている。 

 

b. プリプロダクション・ミーティング 

 

認定書の発行に加え、ニューメキシコ・フィルム・オフィスが撮影開始の 14 日前までに「プリプロダクショ

ン・ミーティング」13を調整し、税額控除を受ける上での手続きについて時系列を踏まえたレクチャーがある。 

 

c. プレスリリースに向けた準備 

 

製作会社の情報を元に、 ニューメキシコ・フィルム・オフィスがプレス・リリースを作成する。 

 

1 作品タイトル  

2 製作会社／所属スタジオ 

3 作品の形態（例：独立系映画、ドキュメンタリー、テレビ版パイロット他） 

4 撮影スケジュール 

5 雇用予定ニューメキシコ・スタッフの人数 

6 起用予定のニューメキシコの主要キャストの人数 

 
12 FILM CREW ADVANCEMENT PROGRAM (FCAP) 

https://nmfilm.com/film-crew-advancement-program-fcap/ 

13アジェンダ：https://nmfilm.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-NMFO-PreProduction-Meeting-AGENDA-

2.0.pdf 



7 起用予定のバックグラウンド・アーティスト14及びエキストラの人数 

8 ロケ場所（詳細なものでなく、町のリストで可） 

9 製作拠点とする町の名前 

10 監督名と過去のクレジット作品リスト 

11 プロデューサー名と過去のクレジット作品リスト 

12 主要のキャスト名と過去のクレジット作品リスト 

13 上記のうち、ニューメキシコの主要キャスト・スタッフ名と過去のクレジット作品リスト 

14 シノプシス 

15 製作についての特記事項（アピール・ポイントなど） 

16 PR 時に公表可の e－mail アドレス 

17 ステートメントおよびプロデューサー、監督からのコメント（名前及び過去のクレジット作品を明記する 

こと）※任意 

18 撮影開始 2 週間前のプレス・リリースの可否 

19 パブリシストの名前と連絡先※任意 

20 ニューメキシコ・フィルム・オフィスが使用できる、作品にかかわるソーシャル・メディア・タグもしくはハッシュ

タグ 

 

フェーズ 4：撮影開始／ポストプロダクション作業 

 

フェーズ 5：税額控除手続きの開始  

 

撮影・制作作業が終了したのち、税額控除手続きが開始される。製作会社は、ニューメキシコで負担し

たすべての債務を支払い、撮影完了をニューメキシコ経済発展局の映画部門のウェブサイトに公示しなけ

ればならない。また、製作会社はニューメキシコでの直接製作経費あるいはポストプロダクション経費を最

後に支出した日付から 1 年以内に控除を申請しなければならない。 

 

2015 年度から、映画製作税額控除を受ける資格のある映画製作会社はその控除枠を第三者の金

融機関、あるいは公認された第三者に対して、一括または部分的に控除の支払を譲渡することができる。 

 

a.必要書類 

 

①製作会社が顕著な財務的債務を有しないことを宣言する製作側からの確認書。 

②ベンダー（供給業者）とスタッフ・リストの最終版 

③ニューメキシコ・フィルム・オフィス宛の統計データ（作品基本データ、撮影日数、ニューメキシコ州の人

材雇用の実態などを記入するシート） 

 
14 バックグラウンド・アーティスト：パフォーミング・アーティスト（演者）ではないが代役を務める人、あるいはその演者の一部のアクション、

身振り、顔の表情などの代理を務める。スタントとは別物である。 



④制作開始前のプロジェクト登録書のコピー。提出時より、変更があった場合は、その更新版 

⑤非居住者のビロウ・ザ・ライン のスタッフ（NRCE）集計表（税額控除を受ける場合） 

⑥制作したものが商業作品だった場合、媒体購買（メディアバイイング）の証拠 

⑦納税・歳入部ビジネス・タックス登録書 

⑧税務情報承認書式 

⑨エンド・クレジットのスクリーンショット：ニューメキシコ経済発展局の映画部門との書面による別段の 

合意がない限り、そのプロダクションがニューメキシコで撮影されたことをエンド・クレジットに入れること。 

ニューメキシコ経済発展局の映画部門によって提供される 3 秒の静止あるいは動画の「州のロゴ」をエ 

ンド・クレジットにはめ込むことで承認の証とする。また、すべての作品は、ロゴの他に「謝辞」を掲載する必

要がある。 

例）「この作品はニューメキシコ州で撮影されました」、「ニューメキシコ州に感謝の意を表します」等 

 

b.公認会計士監査 

 

請求する税額控除が 500 万ドルを超える場合、ニューメキシコ州での開業免許を有し、認定された公

認会計士によって作成された監査の結果も提出しなければならない。費用が条件に従い支出されている

ことを検証しているものである。ニューメキシコ・フィルム・オフィスは納税・歳入部に対し、公認会計士の包

括契約と適格性の記載のある「ファースト・メモ」を提出し、映画控除申請の際は CPA 監査による監査

結果とともに、「セカンド・メモ」を納税・歳入部に提出する。 

 

・公認会計士が、監査対象のプロジェクトに関連した他の活動からは独立していることを確認する公正証

書を添付する。 

・監査のため、申請とすべての補完書類（台帳、請求書その他）は一緒に提出することが求められる。

台帳と申請の金額は同じでなければならない。補完書類と申請書を一緒に提出できなかった場合は、申

請は認められない。 

 

c. 税額控除の請求 

 

製作会社がニューメキシコ・フィルム・オフィスによって「適格」と判断され、納税・歳入部によって認められ

た後、税額控除を請求できる。以下の書類を提出する。金額により変動するが、還付には 16 週間程

度がかかる。1 課税年度をまたがる場合はそれぞれの年に申請する必要がある。 

 

①ニューメキシコ・フィルム・オフィスが発行した許諾書のコピー 

②最終版の映画税額控除申請書のコピー 

③税額控除請求書 

④映画製作税額控除割り当ての通知（必要に応じて） 

⑤映画製作税額控除の分配通知（必要に応じて） 



 

d. 税額控除の割り当て（assignment） 

 

製作会社が納税・歳入部から資格のある経費総額について許諾を受けたあと、その税額控除を第三

者の「金融機関」あるいは「認められた第三者」にのみ割り当てることができる。一旦割り当てられた税額

控除はさらに譲渡したり、割り当てたりすることはできない。 

 

・「金融機関」の定義 

 

(a) 映画を製作することを目的に作られたファンド；あるいは 

(b) ニューメキシコあるいはアメリカ合衆国の法に従い組織され、ニューメキシコ州の所得税申告を出願す

る銀行、貯蓄金融機関あるいは信用組合。当該の金融機関あるいは許諾された第三者はあらかじめ、

ニューメキシコ・フィルム・オフィスによって認証されなければならない。 

 

・「認められた第三者」の定義 

 

（a）映画製作税額控除を請求できる映画の権利保有者であり、 

（b）映画の製作に参入している者 



2.2.5.4 ジョージア州の支援制度 

 

ジョージア州はかつて映画産業とは無縁の地と言われてきたが、前述の「Runaway Production」以

降アメリカ国内で競うように始まった各州の優遇制度に少し遅れを取る形で、2008 年に税優遇措置を

導入した。導入以降、「ハンガー・ゲーム」、「ウォーキング・デッド」や「ストレンジャー・シングス 未知の世界」

など多くの人気映画・ドラマシリーズの誘致に成功した。また、マーベル・シリーズの制作でも知られるトリリ

ス・スタジオ1も魅力的なジョージア州の税優遇措置制度に惹かれ、拠点を置いている。2019 年に世界

興行収入記録を 10 年ぶりに塗り替えた「アベンジャーズ／エンドゲーム」もジョージア州で制作されており、

今や南部のハリウッド（“Hollywood of the South”）という呼び名もあるほどである。2 

 

また、①税額控除が「譲渡可能」である、②州予算に税額控除の上限がない、③作品毎の税額控

除の上限がないという 3 点が他の州に類を見ない好待遇であり、莫大な予算をかけて制作されるいわゆ

る「ブロックバスター作品」にとっては、ジョージア州では縛りを受けずに有利な条件で制作に取り組めると

言えるだろう。 

 

(ア)ジョージア州の税額控除制度3 

 

ジョージア州ではジョージア経済発展局(“Georgia Department of Economic Development”、

「GDED」)が税制上の優遇措置のための要件に見合っているかについて確認しプロジェクトを認定、ジョ

ージア税務局（“Georgia Department of Revenue”、「GDOR」）がその監修を行う。ジョージア

州の税額控除の要点を挙げると： 

 

①20％を基本とする、譲渡可能な税額控除である。 

②承認されたプロジェクトのジョージア州で認定された支出費用について、単一課税年度に最低 50 万ド

ルの投資に対し、一律 20％の税額控除が与えられる。（1 プロジェクトないしは 1 課税年度における 1

製作会社による複数のプロジェクト合計） 

③一定の条件を満たせばジョージア・エンタテインメント・プロモーション（GEP）優遇として 10％の追加

控除を受けることができる。（詳細は「10％の「ジョージア・エンタテインメント・プロモーション」優遇」項で

後述） 

 

 

 

 

1 Trilith Studio:かつてはパインウッド・ウッドスタジオで知られていたが、経営統合等により 2020 年 10 月に社名変更 

2 参考資料：http://www.clair.or.jp/j/forum/forum/pdf_368/06_genba.pdf 

3 https://www.georgia.org/industries/film-entertainment/georgia-film-tv-production/production-incentives 

および https://www.georgia.org/sites/default/files/2021-

03/georgia_film_tax_incentive_brochure_2021_1.pdf 



a. プロジェクト申請資格と支援内容 

 

（a） 申請会社の要件 

 

①申請資格を有するのは、製作会社のみである。ポストプロダクション会社4、ケータリング会社、レンタル・

ハウス、他のサービス提供会社等のサービス会社は映画税額控除に応募する資格がない。税制優遇を

享受することについて、製作会社はジョージアで法人化されている、あるいは、本拠地を置いている必要は

なく、ジョージアの銀行口座を持っている必要はない。優遇を主張するためには、製作会社は納税に滞納

がないこと、あるいは州保証の借り入れに不履行がないことが求められる。 

 

②ジョージア州においては、映画プロジェクトについて「投資家枠」での控除はない。投資家が製作会社に

よって生じる税額控除を主張するためには、その当該投資家が製作会社のオーナーあるいは共同オーナ

ーであり、その製作会社が LLC やパートナーシップなどのフロー・スルー・エンティティ5である必要がある。あ

るいは個人投資家が控除枠の買いとりを行うこともできる。 

 

③税制控除枠は当該製作会社の関連会社にも認められるが、所得税控除にのみ認められ、源泉税に

は適用されない。また、関連会社が控除枠を売却することはできない。 

 

（b） プロジェクトの要件 

 

①ジョージアで登録され、同州以外の複数の市場で商業公開する予定の以下のプロジェクトがジョージ

ア・エンタテインメント業界投資令の税制控除を受ける資格がある。 

 

a. 劇場用映画 

b. テレビ・シリーズ、パイロット版、テレビ映画 

c. テレビ放映されるコマーシャル 

d. ドキュメンタリー 

e. ミュージック・ビデオ 

 

②対象とならないプロジェクトは以下の通りである。 

 

a. ニュースやスポーツなどのイベントの生中継 

b. 業界及び企業マーケティング 

 

4 ポストプロダクションに関しては別の税優遇措置がある。https://dor.georgia.gov/how-submit-post-production-film-tax-

credit 

5 Flow Through Entity(パス・スルー・エンティティ―ともいう)は、ビジネスの所有者や投資家に収入を渡す合法的な企業体のこと。二

重課税を回避して課税を制限するために使用され、投資家または所有者のみが収益に課税される。 



c. トレーニング・ビデオ 

d. インターネットのみで配信されるコマーシャル 

e. インフォマーシャル6 

f. 娯楽情報番組 

g. 勧誘を基本とした制作物 

h. 資料映像 

i. ジョージア州で撮影されていないもので構成されたテレビ番組あるいは劇場用映画 

j. ウェブサイトの開発 

k. 複数市場での流通を意図していないプログラム 

l. ポルノグラフィックなコンテンツ 

 

(c) 対象となる費用、対象とならない費用7 

 

①資格条件を満たす製作活動には、同州内で製作・記録される新作映画、テレビ、演劇、ストリーミン

グ及び放送用プロジェクトの製作が含まれる。ジョージア州で撮影されたプロジェクトについて、ジョージア州

で行われるポストプロダクションの経費は資格条件を満たすが、ジョージア以外で撮影されたフッテージのポ

ストプロダクションは認められない。 

 

②開発費用、大半の手数料、マーケティングと配給費用は資格条件を満たす費用とはならない。但し、

製作室開設前 2 週間を超えない範囲でのプリプロダクション時のロケハン費用は認められる。 

 

③製作費用はジョージア州のベンダーを通じ、ジョージア州内で使われたものとする。その費用の金額に制

限は設けられていない。サンセット法8は適用されない。 

 

④ジョージア州以外で使われた費用は税額控除の対象とならない。購買、レンタル及びサービスが製作

経費とされるためには、ジョージア州のベンダー（供給業者）の条件を満たすものでなければならない。 

ジョージアのベンダーとして認められるためには、ジョージアに実体のある住所を有し、ジョージアで雇用を行

っていなければならない（ジョージアに私書箱があるだけでは、ベンダーとしては認められない）。 

 

⑤保険会社／代理店、旅行会社／代理店はジョージアのベンダーの要件を満たしていなければならない。

しかし、ジョージアに本部がある必要はない。 

 

⑥プロジェクトの雇用者にいわゆる“給与（サラリー）”が支払われる際、給与上限（サラリー・キャップ）

 

6 インフォメーション（情報）とコマーシャル（広告）とを掛け合わせた造語で、テレビ CM（テレビコマーシャル）の種類の一つ 

7 対象経費の可否一覧はホームページに掲載の PDF 参照 

https://dor.georgia.gov/list-film-tax-credit-expenditures 

8 廃止期日が明記され、議会で再認可されなければ、自動的に廃止される法律 



は 1 プロダクション、1 名毎に 50 万ドルである。給与にかかる優遇はジョージア州の居住者及び非居住

者の双方に公平に適用される。 

 

⑦給与は、W29により適切に支払われているものとする。もし、製作会社がローンアウト契約10により役

務に対し個人に支払いを行っている場合には上限はなく、6％のジョージア州の所得税が「源泉税」とし

て、製作会社によって控除され、送金される。この源泉税は対象費用として申告することができる。 

 

⑧1 個人が 1 つのプロジェクトにおいて複数の役割を務めていた場合（例えば脚本家、監督、俳優等）、

50 万ドルの給与上限がそれぞれの役割に対して適用になるのではなく、あくまで 1 プロダクション/1 名毎

に 50 万ドルである。 

 

表 27 製作会社のジョージア製作費用として認められる例（ただしこれに限定されない） 

・プロデューサー、ライン・プロデューサー、アシスタント費用 

・監督及びスタッフ、アシスタント費用 

・主要キャスト、脇役キャスト、ダンサー、 

・テクニカルアドバイザー 

・スタント 

・キャスティング関連 

・プロダクションスタッフ全般 

・撮影機材、必需品及び付属品 

・映画フィルム 

・デジタル・ディスク、マスター、ハード・ドライブ 

・光フィルター、電球、ランプを含む照明機材 

・ステージ及びスタジオ機材のレンタル費用 

・クレーン、ブーム、カメラの台車、クレーンのジブ、撮影車両 

・電気スタンド、ケーブル、ワイヤー 

・発電機、燃料、電線 

・ロケーション料金、ロケーション供給品 

・録音関連機材 

・照明関連機材 

・編集費 

・音楽 

・美術、建込 

・衣裳、小道具、舞台装置、それらのための必要素材 

 

9 税金の確定申告のために会社が従業員に渡す 1 年間の給料と天引きされた税金の明細書 

10 俳優などアーティスト個人や自己が所有するマネジメント会社と契約を締結し、マネジメント会社が契約当事者となって第三者との間

でアーティストの役務提供に関する契約を締結する方式 



・デザイン・サービス、素材、及び設備 

・現場で使用される暖房、エアコン設備 

・製図備品、資材 

・特殊効果資材、設備、サービス費 

・撮影フィルム 

・アニメーション備品及び設備 

・コンピュータ・ハードウェア、ソフトウェア、グラフィック備品及び設備 

・デュープ、サウンド・ミキシング、編集及び同調のための備品及び設備 

・製作室及びステージ・スペースのレンタル費 

・メーキャップ費用、メーキャップ用備品、付属品 

・フィルム加工処理、色彩調整、サービス費 

・フィルムとデジタルの編集費用及びそれに付随するサービス費 

・フィルムのデジタル化費用 

・旅費 

・運送・車両 

・宿泊費（パーディアムを含む） 

・居住地の州から製作現場まであるいは往復の航空運賃（ジョージア州の旅行代理店あるいは会社

で購入した場合） 

・保険費用、保証金（ジョージア州の保険代理店あるいは企業で購入した場合） 

・製作のみで使用される目的での車両購入あるいはレンタル費用（ジョージア州で購入、あるいはジョ

ージア州で一定期間使用され、減価償却した場合認められる） 

・日当、パーディアム、技術系スタッフへの支払い 

・ケータリング、仕出しの食料及び飲料 

・事務用品費、家具 

・FedEx、USPS を使った製作室へ、あるいは製作室からの搬送費 

・W2 に基づき適切に支払われた、1 製作、一人あたり 50 万ドルまでの給与。（但し、製作会社が

ローンアウト契約で支払を行っている場合には上限はない。） 

・劇場用映画、テレビスペシャル、テレビ・シリーズ、ゲーム開発で使用されるライセンス料を除く（映画

のサウンド・トラックを含む）、ジョージア州で全体が製作されるプロジェクトのサウンド・レコーディング費

用 

・組合年金及び福利厚生費用、健康保険料 

（注釈）組合に年金、保健費用、福利厚生として支払われるならば「労働に対する対価」とみなし、

ジョージアのベンダーを通じて支払われていなくても対象費用となる。 

・給与支払い会社に支払われるサービス料及び手数料（給与支払い会社はジョージアのベンダーで、

役務はジョージアでなされたものに限る） 

 

 



表 28 製作会社のジョージア製作費用として控除が認められない例（一部） 

・ストーリー／権利取得費用（コピーライツ料、原作権料） 

・脚本費用のうちクリアランス費用、クリアランスのための調査費用 

・プロデューサーおよびスタッフ費用のうち、娯楽費、贈答品、花、打ち上げパーティー、スタッフ＆キャス

トの贈答品等 

・監督およびスタッフ費用のうち、娯楽費、贈答品、花、ロイヤリティー費用 

・タレントのサポート費用のうち、ベビーシッター、保育費用、海外タレントのビザ費用 

・アバブ・ザ・ラインの旅費・生活費のうち、プライベート住居の清掃費、スタジオ・エグゼクティブの航空

運賃 

・非雇用者の旅費／生活費（例：乳母、配偶者、子供） 

・損失及び損害、違反行為にかかる費用（制作、美術セット、電気系統、装飾、撮影用車両、特

殊効果、ビジュアル／クリーチャー／メカニカル・エフェクト、衣裳、メーキャップ、プロダクション・サウンド、

ロケーション／セット／製作室、編集、映写、ポストプロダクション、VFX 等） 

・ビロウ・ザ・ラインの旅費・生活費 

・私邸の清掃費、レセプション・ギフト 

・運送における損失及び損害、駐車違反、プライベートなツアー・バス及びその運転手、メカニック、修

理代、メンテナンス、車両清掃 

・音楽権利処理、および権利関係の損失及び損害 

・サウンド（ポストプロダクション）における権利料（ドルビー、DTS、SDDS）、およびサウンド・ストック

の購入 

・ポストプロダクションにおけるストック・フッテージの購入 

・タイトル／オプティカル／インサートの権利料、トレードマーク、MPAA のレーティング、証明費用 

・保険（控除免責金額、E & O 保険11、保険金請求経費、保険会社償還） 

・パブリシティ（プレミア出席、娯楽費、オフセット・パブリシティ、オンセット・パブリシティー） 

・プロダクト・プレイスメント12の人件費・経費 

・一般経費（アルコール、銀行手数料、為替費用、監査費用、クレジットカード/デビット・カード手数

料、延滞料、ファイナンス手数料、チップ、法務費用、監修費用、打ち上げ／その他のパーティー 

・コンプリーション・ボンド（完成保証）費用  

 

 

 

 

 

 

11 エラーズ＆オミッション保険：タイトル・フォーマット・アイデア・キャラクター若しくはプロットの無許諾利用、盗作・盗用・剽窃、不正競争、

契約違反及び必要なリリースの取得忘れ等を請求原因とする訴訟について、プロデューサーや他の被保険者の法的責任及び弁護活動

を金銭的に補償する保険。 

12 映画やテレビドラマなどの作品の中に、実在する商品や企業を登場させる広告手法 



b. プロジェクト認証プロセス 

 

(a) 20％のジョージア州映画税額控除 

 

20％の譲渡可能な税額控除が認められるには、ジョージア州経済発展局がプロジェクトを認定しなけ

ればならない。実写プロジェクトの認定はジョージア・フィルム・オフィスを通じて行われる。認定を受けるため

には撮影開始から 90 日以内、および撮影終了時の 2 回申請を行わなければならない。 

 

プロジェクトが認定の日付から 30 日以内に撮影が始まらない場合、修正申請を書面でジョージア州

経済発展局に対して行わなければならない。申請を提出する最適なタイミングは、プロジェクトの進行が

決定され（グリーンライトとなり）、100％資金調達ができ、プリプロダクションを始めるためにジョージアに

製作室が開かれたときとなる。 

 

劇場用映画、テレビ・パイロット、テレビ・シリーズ、そしてミュージック・ビデオについて、20%の認定を申請

するために、製作会社は個々のプロジェクトについての 20%の認定申請を完了させ、脚本の最終稿、さ

らにコマーシャル、ミュージック・ビデオについてはストーリーボードも提供しなければならない。 

 

(b)10％の「ジョージア・エンタテインメント・プロモーション」優遇 

 

ジョージア・エンタテインメント・プロモーションの 10％税制優遇措置を受けるためには、上記とは別の申

請を行わなければならない。以下の条件のもと、でさらに 10％の税制優遇措置を受けることができる。 

 

1. 承認されたプロジェクトに 5 秒間のジョージア州のプロモーション・ロゴを最初の一般試写時からはめ込

むこと（自らのプロジェクトにそのロゴを使用したくない場合は、20％の所得税控除のみが適用となる。但

し製作会社がジョージア経済発展局が認める代替のマーケティング・プロモーションの機会を提案すること

ができる。） 

2. プロジェクトのプロモーション・ウェブサイトにジョージアのサイト をリンクすること。自らのプロジェクトにその

ロゴを使用したくない場合は、20％の所得税控除のみが適用される。但し、製作会社は、ジョージア経

済発展局が認める代替のマーケティング・プロモーションの機会を提案することができる。 

 

・映画とテレビプロジェクトは、最終版の撮影稿を完全に記入したジョージア・エンタテインメント・プロモーシ

ョン優遇申請書とともに、ジョージア経済発展局に提出しなければならない。 

 

・ミュージック・ビデオについては、同じくジョージア・エンタテインメント・プロモーション優遇申請書とともに、楽

曲の歌詞とストーリーボードを提出しなければならない。 

 

・TV コマーシャルはジョージア・エンタテインメント・プロモーションの優遇の対象とはならない。 



 

(c) ジョージア州エンタテインメント業界税額控除のための歳入部への登録と申告 

 

1. 映画源泉税口座 

 

映画の源泉税口座を取得するために、申請者である製作会社はジョージア州の税務署に電子登録

する。書式はオンラインで入手可能であり、手数料は不要。ローンアウト契約を行うマネジメント会社も同

様に、税務署に電子登録が必要である。 

 

2. 報告義務 

 

基本投資の完了時から 90 日以内、あるいは、同州での基本投資が超過した場合は超過から 90 日

以内に、製作会社は以下の情報を、ジョージア州税務署を通じて、報告・提出しなければならない。 

 

 ①認定されたプロジェクトについての基本となる投資額あるいは超過額の見積 

 ②映画の税額控除のパーセンテージ（20％あるいは 30％） 

 ③ジョージア経済発展局の認定通知のコピー 

 

3. 得られる税額控除の申告 

 

得られる税額控除を申告するために、認定された製作会社はジョージアの税務署を所得税申告とジョ

ージア州で使われた製作費の立証を出願しなければならない。ジョージア税務局は以下を必要とする。 

  

①ジョージア経済発展局の認定通知書 

②Form IT-FC（以下を記載） 

   ・認定された製作活動と費用についての説明、基本投資 50 万ドルにみあっているかどうかを証明す

るために費用の詳細な明細を添付すること。 

   ・給与が基本投資に含まれている場合は、名前、社会保障番号、ジョージア州での給与額を含ん

だ従業員のリスト、 

   ・その課税年度に申請されるべき金額 

 

 

 

 

 

 

 



（d）税制優遇の譲渡 

 

①税額控除枠はジョージア州の所得税納税あるいは、企業のジョージアの源泉税に対して適用される。

製作会社はその枠をジョージア州の納税者に一括で売却あるいは譲渡することができる（通称“IT-

TRANS”）13。この場合の「納税者」は個人でも企業でも認められる。 

 

②譲渡を仲介するブローカーを使ってもよいが、ブローカーは私企業に限り、州の機関であってはならない。 

 

③譲渡に関連して、ジョージア州は税務申告を提出前の独立した監査を必須とはしないが、強く推奨す

る。（税額控除が得られた場合、監査を行っていれば、税額控除枠をより早く、より高い値段で売却す

ることが可能になるため） 

 

④税額控除は 5 年間、繰越することができる。（ジョージア州歳入部の映画税額控除規約 560-7-

8-.45 による）繰越期間の失効は課税年度の終了に基づく。つまり、製作会社が期末に税額控除を

申請した場合（例：2015 年 12 月 31 日）、優遇はその 5 年後に失効する(例：2020 年 12 月

31 日)。控除移管通知を、映画税額控除枠の譲渡ないしは売却の 30 日以内にジョージア税務署で

ジョージア経済発展局とジョージア税務局の双方に報告されなければならない。 

 

(イ)ジョージア州のフィルムコミッションとの連携 

 

ジョージア州では税優遇措置の導入もあり、制作本数が飛躍的に増加した。州全体でこれに対応す

るために、ジョージア州のフィルムコミッション主導の「カメラ・レディ・コミュニティ・プログラム（”Camera 

Ready Communities Program14”）」を取り入れている。ジョージア州内の郡がリエゾン（連絡係）

となり、ホームページ上で 600 以上の撮影地点の照会（住所、ウェブサイト、管轄リエゾン、近隣のホテ

ル・レストラン等）ができる仕組みだ。 

 

フィルムコミッションの制度は日本をはじめとした世界各国でも取り入れられているが、ジョージア州の特

筆すべき点はそれを州内でも更に郡（地域）のレベルで細分化し、165（注釈：2021 年 3 月時点）

にも及ぶことである。地域別での格差が生まれないように州がガイドブックや資料等を揃え連携し、州全

体を巻き込んだサポート体制を敷いている。 

 

 

13 詳細：https://dor.georgia.gov/film-tax-instructions 

法令規定：http://rules.sos.ga.gov/GAC/560-7-8-,45 

14 https://cameraready.georgia.org/explore/film/ 



2.2.6  カナダ 

 

2.2.6.1 カナダに関する調査概要 

 

a.映画産業 

〔2019年データ〕 ※10年間の推移は次項参照 

（ア）国内興行収入:     10.14 億カナダドル 

（イ）国内の劇場動員数：     1.107 億人 

（ウ）国内のスクリーン数：     3111 

（エ）平均チケット価格：     9.16 ユーロ 

（オ）一人あたりの年間平均入場回数：   3 回 

（カ）マーケットシェアにおける国産映画の割合： 1.7% 

（キ）映画製作本数：     153 本* 

*100％国産＝119 本、国際共同製作＝34 本 

・国際共同製作協定数は 56 ヵ国で世界第 2 位、テレビシリーズを中心とした共同製作が盛ん 

・海外からのロケ利用は年々増加し、産業全体の半分近くを占める 

・興行収入の上位はハリウッド映画が独占、全体でも 9 割以上を占める 

 

b.映画支援団体 

・政府系企業である Tele Film Canada が支援の中心組織で、国際共同製作の審査窓口も兼ねる 

・Tele Film Canada の予算は国家予算割当が 7 割の他、ファンドのマネジメントフィーや投資予算も 

・協定は、カナダ文化遺産省（Canadian Heritage）が権限のある当局として締結を進める 

 

c. 支援形態   

・協定を介した国際共同製作は、審査のうえ国内映画と同様の支援を受けることが可能。書類審査を

行うのは Telefilm Canada で、推薦作品を決定しカナダ・オーディオビジュアル認定オフィス（CAVCO）

へ報告、最終的な承認はカナダ文化遺産省が行う 

・多様性を尊重した支援制度が特徴で、ファースト・ネーション関連支援は多くのスキームが用意され手

厚く保護されている 

・Telefilm Canada の支援はカナダ・オーディオビジュアル認定事務所からカナダ作品として認定されるこ

とを条件とするものが大半であり、CAVCO からの認定は税優遇とも密接に関係する 

・国家レベルでの外国映画のロケインセンティブはない（州毎の対応） 

 

e. 規制・法制度 

・テレビはカナダ・ラジオテレビ通信委員会の定めるルールにより、カナダコンテンツ（通称「CanCon」）を

守るための規制がある 

・カナダ・ラジオテレビ通信委員会(CRTC)の認定を受ければ協定が無くてもテレビのクオータを回避できる  











 

       

 

2.2.6.3  カナダの映画産業および国際共同製作にかかる規制、法制度 

 

1. 国際共同製作協定締結国と、権限のある当局 

 

カナダは、二国間国際共同製作協定を計 56 の国と地域と締結しており、締結数においては世界 2 位

である8。協定に際しては、カナダ文化遺産省（Canadian Heritage）が権限のある当局として協定

の締結を進めるが、国際共同製作の審査窓口は政府系企業である Telefilm Canada が行っている。 

 

（ア）ヨーロッパ 

オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニ

ア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、ルクセ

ンブルグ、マルタ、モンテネグロ、オランダ、北マケドニア共和国、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、ロシア、

セルビア、スロベキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス 

 

（イ）アジア、オセアニア 

オーストラリア、中国、香港、インド、日本、韓国、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール 

 

（ウ）アフリカ 

アルジェリア、モロッコ、セネガル、南アフリカ 

 

（エ）中南米 

アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、キューバ、メキシコ、ウルグアイ、ベネズエラ 

 

（オ）中東 

イスラエル、ヨルダン 

 

2. クオータ制度 

 

カナダでは隣国アメリカの大規模作品が興行に与える影響が大きく、自国映画の割合が 1%前後とい

う低水準である。クオータ制については長年議論がされてきてはいるものの、現時点では劇場映画につい

てのクオータ制は存在しない。 

 

一方、テレビにおいてはカナダ・ラジオテレビ通信委員会（Canadian Radio-television and 

Telecommunications Commission）の定めるルールがある。カナダコンテンツ（通称「CanCon」）

を守るための規制があり、日中のプライムタイム（午後 6 時から 11 時まで）は 50%の作品がカナダで

 

8 https://telefilm.ca/en/coproduction/international-treaties/ 



 

       

 

制作されたプログラムでなくてはならない。かつては日中も 55%はカナダで制作されたプログラムでなくては

ならなかったが、2015 年に緩和され、規制は撤廃された9。 

 

3. 国際共同製作推薦制度（Coproduction recommendation）10 

 

国際共同製作作品の書類審査を行うのは Telefilm Canada である。Telefilm Canada は申請

者の書類を精査したのち推薦に値する作品を決定。カナダ・オーディオビジュアル認定オフィス

（Canadian Audio-Visual Certification Office）へ報告後、最終的な承認はカナダ文化遺産省

が行う。 

 

申請内容は、2014 年 7 月 1 日を起点として、協定の締結日により条件が異なる。両者で大きく異

なるのは対象となる「作品の条件」だ。2014 年 7 月 1 日以前は映画とテレビ作品のみを対象としている

のに対し、それ以降の条件には配信を含めたデジタルコンテンツへも門戸を広げており、デジタル化の加速

するコンテンツ分野への柔軟な対応が見て取れる。なお、以下に挙げる Telefilm Canada の定めた申

請のための条件が個々の国際共同製作協定との差異がある場合、常に後者が優先される。 

 

（ア）協定の締結が 2014年 7月 1日以前である国との国際共同製作の場合 

 

a. 申請者の条件 

 

(a)カナダに拠点を置き、カナダで活動する制作会社であること。 

(b)申請するプロデューサーが、カナダの国籍を有していること。 

(c)国際共同製作協定国のプロデューサーと、共同製作契約を結んでいること。 

 

b. 申請にかかる条件 

 

(a)カナダとの共同製作協定を結んでいること。もし 2 ヵ国以上の共同製作でカナダとの共同製作協

定を結んでいない場合、その他の共同製作国との間に協定を結んでいなくてはならない。 

(b)個々の協定の内容に従い、製作費の最低支出額をクリアすること。また、制作費の比率が、作

品に対するクリエイティビティや技術に関する貢献度と同等でなければならない。例えば 25％の制作

費をカナダ側が担った場合、25％のクリエイティブまたは技術的なポジションが担保される必要があ

る。 

 

 

9 https://www.cbc.ca/news/business/crtc-eases-canadian-content-quotas-for-tv-1.2992132 

10 https://telefilm.ca/en/coproduction/submit-a-coproduction-request/ 











 

       

 

ること。 

(b)テレビ作品の場合：テレビ放映（VOD 含む）、または DVD 化を想定しているものであること。 

(c)オンライン映像作品の場合：インターネットや携帯電話などのデジタル媒体を介して、ユーザーの

共感を呼ぶような（ストーリーテリングな）作品であることであること。 

 

手続きは撮影前(Preliminary Recommendation)と撮影後(Final Recommendation)の2度

行われ、1 回目は撮影開始の 30 日前までに書類を提出する(アニメーションの場合は原画の段階)。書

類は Telefilm Canada のウェブサイトにある”Dialogue”というシステムを使い申請する。書類は英語、

またはフランス語で作成する。 

 

(ウ)  必要書類リスト15 

 

a. 撮影前(Preliminary Recommendation) 

 

申請者情報 

(a) 企業関連書類：1 年以内に発行された、カナダに設立された会社であることを示す書類（親会社

の分も含む） 

参加者情報 

(b) カナダ国籍または永住権を示す書類：カナダのプロデューサー、エグゼクティブプロデューサー、キーポ

ジション全員分 

〔注釈〕 

・カナダ国籍証明：パスポート、出生証明、住民票、またはカナダ・オーディオビジュアル認証局

(Canadian Audio-Visual Certification Office、通称 CAVCO)への個人登録番号 

・カナダ永住権証明：撮影期間中有効な、永住権証明書 

 

誓約書類（必要に応じて提出） 

(c) カナダのプロデューサーによる誓約書類：製作にかかるいかなる執筆についても、カナダ国籍またはカ

ナダの永住権を有するものによってなされたことを誓約する 

(d) カナダのクリエーター（脚本家）による誓約書類：脚本家がカナダ国籍またはカナダの永住権を有し

ていることを誓約する（全員分） 

(e) 共同製作国以外からのクレジットに関する誓約書：エグゼクティブプロデューサーなど、実際には制作

に参加しておらず報酬も得ていないが、撮影等に参加したことでクレジットに掲載される場合に提出

する 

 

ファイナンス・配給にかかる書類 

 

15 Tele Film Canada が追加書類を要求した場合は、下記に加えて提出する 



 

       

 

(f) 公的支援にかかる契約書：撮影前の時点でカナダの公的支援を受けることが決定している場合、

有効となる契約書は全て提出する（撮影前であればディールメモ、委任状、簡易契約書でも可） 

(g) 配給契約書：カナダでの配給契約書と、提出可能であれば他国での配給契約書 

 

国際共同製作にかかる書類 

(h) 国際共同製作契約書：履行済みのもので、個々の国際共同製作協定で規定された記載項目を

網羅したものに限る 

 

チェーン・オブ・タイトル 

(i) チェーン・オブ・タイトル16 

・プロジェクトの初期開発段階から全てを網羅したものであること。関係する全ての会社、個人の国籍を

含む。 

・プロジェクト遂行において、国際共同製作相手のプロデューサーが必要とされる全権利を取得しているこ

とを示す契約書 

・親会社から特別目的会社（すなわち申請者）への権利譲渡契約書 

 

非協定締結国の要素 

(j) 国際共同製作契約書：履行済みのもので、個々の国際共同製作協定で規定された記載項目を

網羅したものに限る 

(k) チェーン・オブ・タイトル非協定締結国要素の申告：カナダとの国際共同製作を締結していない国が

製作に関わっている場合の申告し、その必要性を報告する。ロケ撮影、出演者、キーポジションなど

が該当する。 

 

b. 撮影後(Final Recommendation) 

 

申請者情報 

(a) 企業関連書類：1 年以内に発行された、カナダに設立された会社であることを示す書類（親会社

の分も含む） 

 

誓約書類 

(b) カナダのプロデューサーによる誓約書類：製作に際し、プロデューサーが雇用したクリエーター全ての申

告及び契約書のコピー(共同製作プロデューサー分も含む) 

(c) 共同製作国以外からのクレジットに関する誓約書(追加分)：エグゼクティブプロデューサーなど、実

際には制作に参加しておらず報酬も得ていないが、撮影等に参加したことでクレジットに掲載される

 

16 チェーン・オブ・タイトルとは、原権利者から現在の権利者までの連続する権利移転を証する書面のこと。原作者や脚本家などが、自ら

が著者であり、当該著作物に関する全権利を有することを表明する書類が最初に位置付けられる。 



 

       

 

場合に提出する 

 

経費報告 

(d) カナダでの経費関連書類： 

・カナダのプロデューサーが責任を持つ製作費が 50 万カナダドル以上の場合、最終的な経費報告

書に加えて外部監査による最終的な会計検査報告 

・25 万以上 50 万カナダドル未満の場合、最終的な経費報告書に加え、独立公認会計士による

レビューを行ったことを示す書類 

・25 万カナダドル未満の場合は未承認の経費報告書とプロデューサーの誓約書 

(e) 協同製作プロデューサーによる経費報告： 

・海外での経費につき、使用為替レートを記載の上カナダドル換算し、共同製作プロデューサーのサ

インと作成日を取り付ける 

 

創造的・技術的要素 

(f) 最終スクリーンクレジット：オープニンクレジットとエンドクレジット両方の、完全なリストと、クレジットに

記載の全ての個人・会社の国籍の申告。リストにはカナダのプロデューサーがサインをすること 

(g) 最終版 DVD(DVD がなければそれに準ずるもの) 

 

非協定締結国の要素 

(h) 非協定締結国要素の申告：カナダとの国際共同製作を締結していない国が製作に関わっている場

合は申告し、その必要性を報告する。ロケ撮影、出演者、キーポジションなどが該当する。 

 

（エ）協定締結国以外との国際共同製作 

 

カナダには、国際共同製作協定を結んでいない国との制作でのオプションとして“Co-venture” という

ものがある。カナダ作品であるという承認”Canadian Program Certification”を受けることでテレビ放

映のクオータを回避するものであり、Telefilm Canada の助成金を受ける条件にはならない。承認はカ

ナダ・ラジオテレビ通信委員会が行う。17 

 

17 https://crtc.gc.ca/canrec/eng/canrec.htm 









 

       

 

ーを最低 1 本制作していること 

・過去 5 年の間に、フィクション映画またはドキュメンタリーで国際的な映画祭で

のプレミア上映を行ったこと 

・カナダ・オーディオビジュアル認証局（CAVCO）によりカナダ映画として認定さ

れ、CAVCO の定めるポイントを 60％以上満たしているか、国際共同製作協

定のもと「国際共同製作作品」と認められていること 

 

(c) ファースト・ネーション（先住民族）支援  

・過半数がファースト・ネーションで構成された制作会社であること 

・以下のいずれかの条件を満たすこと： 

 

条件 1：過去 5 年の間に、カナダでの劇場公開か国際的な映画祭でのプレミ

ア上映を行ったフィクション映画またはドキュメンタリーを最低 1 本制作しているこ

と。また、カナダ・オーディオビジュアル認証局（CAVCO）によりカナダ映画とし

て認定され、CAVCO の定めるポイントを 60％以上満たしているか、国際共同

製作協定のもと「国際共同製作作品」と認められていること 

条件2：過去 5 年の間に、Talent to Watch プログラム（若手人材発掘）

の支援を受け、劇場かデジタルプラットフォームで配給された実績があること 

条件 3： 

・過去 5 年の間に、短編作品で国際的な映画祭でのプレミア上映を行ったこと 

条件 4: 

・過去 5 年の間にカナダのテレビで放映された作品があること。また該当作品

は、カナダ・オーディオビジュアル認証局（CAVCO）によりカナダ映画として認

定され、CAVCO の定めるポイントを 60％以上満たしているか、国際共同製

作協定のもと「国際共同製作作品」と認められていること 

 

(d) 人種化された人のための支援 

・「人種化された（racialized）」と自認している者により過半数が構成された

制作会社であること 

・その他の条件は上記「ファースト・ネーション（先住民族）支援」と同じ 

年間実績 301 プログラム（2018-2019 年期実績） 

支援上限額 (a) 1 万 5000 万カナダドル/1 プロジェクト、5 プロジェクトまで 

(b)  1 万 5000 万カナダドル/1 プロジェクト、2 プロジェクトまで 

(c) 1 万 8000 万カナダドル/1 プロジェクト、5 プロジェクトまで 

(d) 1 万 8000 万カナダドル/1 プロジェクト、5 プロジェクトまで 

 

 







 

       

 

薦無しでも支援対象とする 

(c) 映画祭選出部門 

〔申請者〕 

・カナダの制作会社で作品にかかる権利を 100％保持し、作品に関わるキーポ

ジションメンバーが所有または運営していること 

・監督が過去の短編作品で映画祭に選出されていること（以下、「その他の事

項」の一覧参照） 

・プロデューサー、脚本家、監督は全て新人であること（＝少なくとも 1 つの短

編映画を制作しているが、長編映画では経験がないこと） 

〔プロジェクト〕 

・選択部門と同じ（ただし、ファスト・トラックで申請できるのは映画のみ） 

・映画祭での選出から 2 年以内に応募すること 

 

年間実績 550 万カナダドル（44 作品） 

支援上限額 ・返済不要、制作費の 100％補填が可能 

・長編映画：15 万カナダドル/1 作品 

・計 75 分以上のウェブシリーズ：12.5 万カナダドル/1 作品 

・計 75 分以下のウェブシリーズ：各セグメント（最大 10 分）に対し 1 万

5000 カナダドル、合計 10.5 万カナダドル 

・支援額の最低 8％はプロモーションに使用する 

その他の事項 ＜ファスト・トラック部門での映画賞一覧＞ 

・アヌシー国際アニメーション映画祭 

-短編部門アヌシー・クリスタル賞（グランプリ） 

・アメリカン・インディアン映画祭 

-最優秀短編実写映画賞 

-最優秀短編ドキュメンタリー賞 

-最優秀短編アニメーション賞 

・ヴェネツィア国際映画祭 

-オリゾンティ賞（短編映画） 

-オリゾンティ賞（中長編映画） 

・ベルリン国際映画祭 

-最優秀短編映画賞（金熊） 

-最優秀短編映画賞（銀熊） 

・カンヌ国際映画祭 

-パルムドール（短編映画） 

-審査員スペシャル・メンション（短編映画） 

-監督週間 イリ―アワード（短編映画） 





 

       

 

支援概要 長編ドキュメンタリーの制作、ポストプロダクションの支援 

（企画開発は含まれない） 

主な条件 〔申請者〕 

・カナダの企業で、主たる事務所と活動場所がカナダにあること 

・オーディオビジュアル作品の制作会社であること 

※放送局の系列会社の場合は、ケベック州外に限る 

・キーポジションはカナダ国民であるか、永住権を有していること 

〔プロジェクト〕 

・75 分以上の長編ドキュメンタリー映画で、フランス語、英語またはファースト・

ネーションの言語で制作（または完成）をしていること 

・カナダでの劇場公開を前提とし、その他のプラットフォームへの配給を行うこと 

・制作費は 40 万カナダドル以上（ただしポストプロダクションは規定なし） 

・カナダ側のプロジェクトの所有権を有し、カナダ人が著作権を保持すること（国

際共同製作の場合は除く） 

・申請者がファイナンシャル、クリエイティブ、配給の決定権を有すること 

・監督は、カナダ人またはカナダの永住権を有する者のみで行うこと（国際共同

製作の場合は除く） 

・支援が決定した場合、劇場公開から 2 年以内にデジタルプラットフォームでの

配信を行うこと 

〔ファースト・ネーション支援枠〕 

上記の条件以外に、以下を満たせば特別枠で審査を受けることができる。 

・ファースト・ネーションにより過半数が所有された制作会社で、最低 51％の著

作権を保持していること 

・ファースト・ネーションのスタッフにより制作資金とクリエイティブが管理されている

こと 

・監督、プロデューサー、脚本のいずれか 2 人がファースト・ネーションであること 

・250 万カナダドル以下の作品で、リモートでの撮影を行う場合は 5 万カナダド

ルが追加される 

年間実績 220 万カナダドル（23 作品） 

支援上限額 ・制作段階：制作費の 49％以下（15 万カナダドルまで）。ただし制作費が

200 万カナダドル以上の場合は、Telefilm Canada の裁量により 50 万カナ

ダドルまで支援を検討する 

・ポストプロダクション段階：制作費の 49％以下（7.5 万カナダドルまで） 

・制作費 250 万カナダドル以下の場合、返済不要の助成金とするか商業利

用開始日から起案して 2 年間、償還可能なエクイティ投資とするか選択できる 

・制作費 250 万カナダドルかそれ以上の場合、前受金か償還可能なエクイティ

投資で選択できる 









 

       

 

主な条件 〔申請者〕 

・当該プロジェクトのプロデューサー、ディストリビューターまたはセールスエージェン

ト 

・カナダの企業で、主たる事務所と活動場所がカナダにあること 

〔プロジェクト〕 

(a) 長編映画 

・カナダのフィクション映画またはドキュメンタリー 

・CAVCO によりカナダ映画として認定されているか、国際共同製作協定のもと

「国際共同製作作品」と認められていること 

・リスト A(以下後述)で示される国際映画祭に公式選出されていること 

・劇場公開を想定していること 

(b) 短編映画 

・カナダの監督またはプロデューサーであること。もしくは、国際共同製作作品とし

て認定されていること 

・リスト B(以下後述)で示される国際映画祭にワールドプレミアまたはインターナ

ショナルプレミア作品として公式選出されていること 

・フランス語か英語で視聴可能であること（オリジナル言語、字幕いずれでも

可） 

(c) 国際共同製作マーケットへの招待 

・カナダの制作会社 

・企画開発中の国際共同製作プロジェクトが、リスト C（以下後述）に公式に

招待されていること 

支援上限額 いずれも返済不要の助成金 

(a)(b) 

・4 万カナダドル/1 作品（短編映画は 2500 カナダドル） 

・支援額は、選出された映画祭とグループにより異なる 

-「グループ 1」の場合：2.5 万カナダドル 

-「グループ 2」の場合：1 万カナダドル 

-「グループ 3」の場合：1,500 カナダドル ただしワールドプレミア、インターナシ

ョナルプレミアの場合は 5,000 カナダドル 

-リスト B のうち短編映画祭の場合：2,500 カナダドル 

〔例外〕 

・米国アカデミー賞やゴールデングローブ賞、BAFTA またはセザール賞で「最優

秀作品賞」または「最優秀外国語映画賞」に選出された場合、例外的に 4 万

カナダドル以上の支援を行うことも可能。その場合はマーケティング計画を確認

し、4 万カナダドル以上の支出について最終的にリクープ可能かを判断する 

（c） 



 

       

 

1500 カナダドル 

リスト A 〔リスト A-グループ 1〕 

・ベルリン国際映画祭（コンペティション、アウトオブコンペティション、パノラマ、ジ

ェネレーション、フォーラム、エンカウンター、ベルリナーレ・スペシャル） 

・カンヌ国際映画祭（公式コンペティション、ある視点、アウトオブコンペティショ

ン、国際批評家週間、監督週間） 

・サンダンス映画祭（ワールドコンペティション、パーク・シティ・アット・ミッドナイト、

プレミア、サンダンス・キッズ） 

・ヴェネツィア国際映画祭（コンペティション、アウトオブコンペティション、オリゾン

ティ、ヴェニス・デイズ、国際批評家週間） 

〔リスト A-グループ 2〕 

・ベルリン国際映画祭の〔グループ 1〕の部門で、ヨーロッパプレミアの場合 

・釜山国際映画祭（フラッシュフォワード、ギャラ、ワールドシネマ） 

・カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭（コンペティション、アウトオブコンペティション） 

・ロカルノ国際映画祭（コンペティション、フィルムメイカーズ・オブ・ザ・プレゼント 

コンペティション、ピアッツァ・グランデ） 

・ロッテルダム国際映画祭（タイガー・アワード・コンペティション、ビッグ・スクリー

ン、ブライト・フューチャー、スペクトラム） 

・サン・セバスティアン国際映画祭（オフィシャルセレクション、新人監督、サバル

テギ・タバカレラ） 

・サンダンス映画祭（スポットライト、ニュー・フロンティア） 

・テルライド映画祭（部門不問） 

〔リスト A-グループ 3〕※部門不問 

ヨーロッパ： 

アムステルダム国際映画祭、アヌシー国際アニメーション映画祭、ベルリン国際

映画祭、BFI、ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭、シネキッドフェスティバ

ル、コペンハーゲンドキュメンタリー映画祭、クレテイユ国際女性映画祭、ライプツ

ィヒ国際ドキュメンタリーおよびアニメーション映画祭、エディンバラ国際映画祭、

アングレーム・フランコフォン映画祭、ヘント映画祭、ジッフォーニ映画祭、グラスゴ

ー映画祭、ヨーテボリ国際映画祭、インディー・リスボア、イスタンブール国際映

画祭、カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭、ロカルノ国際映画祭、ロリアン映画祭、

BUFF 国際映画祭、マンハイム＝ハイデルベルク国際映画祭、モン・プレミエ・フ

ェスティバル、モスクワ国際映画祭、ミュンヘン国際映画祭、ナミュール国際フラ

ンス語映画祭、ヌーシャテル国際ファンタスティック映画祭、ビジョン・ドゥ・レール、

レイキャヴィーク国際映画祭、ロッテルダム国際映画祭、サン・セバスティアン国

際映画祭、シェフィールド国際ドキュメンタリー映画祭、シッチェス・カタロニア国

際映画祭、ストックホルム国際映画祭、シュトゥットガルト国際アニメーション映



 

       

 

画祭、タリンブラックナイト映画祭、テッサロニキ国際映画祭、トリノ映画祭、バリ

ャドリッド国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭、ワルシャワ映画祭、ズリーン国

際映画祭 

アメリカ： 

AFI Fest、AFI ドキュメンタリー映画祭、アメリカン・インディアン映画祭、シカゴ

国際映画祭、シカゴ国際こども映画祭、フルフレーム・ドキュメンタリー映画祭、

マイアミ国際映画祭、ミルバレー映画祭、ニューダイレクター・ニューフィルムズ、ニ

ューヨーク映画祭、パームスプリング国際映画祭、サンフランシスコ国際映画祭、

サンタバーバラ国際映画祭、シアトル国際映画祭、スラムダンス映画祭、

SXSW、ビッグスカイ・ドキュメンタリー映画祭、トライベッカ映画祭 

中南米： 

ブエノスアイレス国際インデペンデント映画祭、グアダラハラ国際映画祭、ロスカ

ボス国際映画祭、マール・デル・プラタ国際映画祭、リオデジャネイロ国際映画

祭、サンパウロ国際映画祭 

アジア/オセアニア： 

北京国際映画祭、プチョン国際ファンタスティック映画祭、釜山国際映画祭、

香港国際映画祭、中国国際漫画・アニメ祭、インド国際映画祭、メルボルン

国際映画祭、ムンバイ映画祭、上海国際映画祭、シドニー映画祭、台北金

馬映画祭、東京国際映画祭 

アフリカ： 

ケープタウン国際アニメ映画祭、カルタゴ映画祭、ダーバン国際映画祭、マラケ

シュ国際映画祭 

リスト B アメリカン・インディアン映画祭、アヌシー国際アニメ映画祭およびマーケット、アス

ペン短編映画祭、ベルリン国際映画祭、カンヌ国際映画祭（公式選出、国

際批評家週間、監督週間）、クレルモン＝フェラン国際短編映画祭、オーバ

ーハウゼン国際短編映画祭、ロカルノ国際映画祭、ナミュール国際フランス語

映画祭、ニューダイレクター・ニューフィルムズ、米国アカデミー賞（最終ノミネー

ト）、パームスプリング国際短編映画祭、スラムダンス映画祭、SXSW、サンダ

ンス映画祭、タンペレ映画祭、トライベッカ映画祭、テルライド映画祭、バリャドリ

ッド国際映画祭、ヴェネツィア映画祭（オリゾンティ） 

リスト C アムステルダム国際映画祭（IDFA フォーラム）、アトリエ・ドゥ・シネマ・ユーロペ

アン、アトランティック映画祭(トランスアトランティック・パートナー)、ベルリン国際

映画祭（ベルリナーレ共同製作マーケット）、ビッグ・スカイ（Docshop）、ボ

ゴダ・オーディオビジュアル・マーケット、エディンバラ国際映画祭（エディンバラ・ピ

ッチ）、ヨーロピアン・オディオビジュアル・エンタープラナー、ファンタジア国際映画

祭(フロンティア国際共同製作マーケット)、ナミュール国際フランコフォニー映画

祭、フィルムバザール・国際共同製作マーケット、インデペンデント映画週間（ノ





 

       

 

3. 税優遇 

 

カナダの映画および映像作品への税優遇は、カナダ歳入庁との連携のもと、カナダ・オーディオビジュアル

認定事務所 (Canadian Audio-Visual Certification Office、以下「CAVCO」)が行い、2 つのプ

ログラムが用意されている。 

 

（ア）Canadian Film or Video Production Tax Creditプログラム（以下「CPTC」）25 

 

CAVCO が「カナダコンテンツ」と認めた映画または映像制作に対し、製作に係る人件費（給与）の

25％が税額控除される制度。カナダの映画およびテレビ番組制作を奨励し、国内制作現場の発展を目

的とした制度である。 

 

CAVCO のカナダコンテンツ認証は Telefilm Canada の制度を受ける場合でも重要なポイントとなる。

また、国際共同製作協定に基づいた共同製作であれば、支援の対象となる。 

 

a. 優遇対象 

・制作に係る人件費（給与）の 25％ 

・各種公的支援が控除された金額のうち、総製作費の 60%が対象の上限 

⇒すなわち、総製作費の純実費のうち 15% 

・ノン・インタラクティブ（視聴者参加型ではない）作品であること。VR 制作も対象となるが、同様に視

聴者の介入を必要としない作品に限る。尚、ウェブサイト、ゲーム、アプリケーションは対象とならない 

 

b. 応募条件 

※以下 3、5～8 および 11 については国際共同製作作品は対象とならず、個々の協定での条件が優

先される 

 

1. 制作会社は CAVCO に対し、制作段階・完成段階で認証を受けること 

 

＊カナダ映画・映像制作認証―パート A認証＊ 

・申請期限はなく、撮入前もしくは制作中に認証が発行される 

・カナダ所得税法 125.4 項およびカナダ所得税規定 1106 に基づき審査され、CAVCO がカナダ文化

遺産省への推薦を行い、認証の発行は文化遺産省の権限のもと行われる 

 

 

 

25 https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/cavco-tax-credits/canadian-film-video-

production.html 







 

       

 

・シリーズタイトル（作品がシリーズの場合） 

・作品のコピーデータ（DVD、Blu－ray または USB フラッシュメモリー） 

・支出関連書類（確定支出額、人件費の合計） 

・最終経費詳細 

・会計検査報告（制作費 50 万カナダドル以上の場合） 

・国際共同製作関連情報（国情報、相手国の企業情報、著作権保有の割合、資金の割合、国際

共同製作協定） 

・チェーン・オブ・タイトルに関する書類 

 

 

（イ）Film or Video Production Services Tax Creditプログラム（以下「PSTC」）26 

 

カナダ企業または在カナダ外資系企業を対象とし、条件を満たせばカナダ居住者またはカナダに納税

義務のある企業に対して支払われた人件費の 16％が税額控除される制度。カナダ国内の映画・映像

産業の振興や投資、雇用促進を目的としている。 

 

a. 優遇対象 

・カナダ居住者またはカナダに納税義務のある企業に対して支払われた人件費の 16％で、地方自治体

から受けた助成金や税控除などを除いた額（控除額に上限は無し） 

・CPTC の税優遇を受けたものは、対象とならない 

・企業に所属する従業員への給与、個人また協力会社に対する報酬、親会社から支払われる従業員

の経費も条件を満たせば対象となる。ただし、再委託は対象外 

 

b. 応募条件 

・CAVCO が著作権保有者に対し与える「認定証明書」：カナダ所得税法 125.5 項およびカナダ所得

税規定 9300 に基づき審査され、発行される。1 著作権保有者に対し 1 枚のみ発行されるため、1 作

品に関するサービス提供者が複数ある場合は、PSTC への申請のためそれぞれコピーの発行が必要とな

る。また、著作権保有者が変更となった場合は、変更手続きも行わなくてはならない 

 

〔注釈〕PSTC の定めるところの「著作権者」となるためには、少なくとも作品の制作完了までの制作に関

する許諾を取り付けることが必要となる。例えば既にキャラクターが存在する作品の場合、全てのキャラクタ

ー権を取得する必要はない 

・カナダ企業または在カナダ外資系企業であること 

・カナダに恒久的施設を有し、主たる事業が映画・ビデオ制作およびプロダクション・サービスであること 

 

26 https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/cavco-tax-credits/film-video-production-

services.html 



 

       

 

〔認定証明書のための提出物一覧〕 

①登録料： 5212.20 カナダドル 

※ただし、最終的な控除額が 2.5 万カナダドルを下回る場合は、控除額に応じて登録料も一部還付さ

れる 

②チェーン・オブ・タイトル関連書類：申請者が申請時点で著作権の保有者であることを示す契約書、

権利譲渡契約書、脚本家の契約書など。法律専門家の法律意見も併せて提出する 

③制作費：最終予算サマリー（既に制作が終了している場合は、最終支出のサマリー） 

※他国での制作を含む場合、カナダでの制作分のみでよい 

④申請者の宣誓書 

 

（配給会社等は対象とならない）。また、非営利団体や慈善団体も対象とならない      

・作品のジャンルが以下に該当しないこと： 

a. ニュース、公務、天気予報やマーケットレポートを含むもの 

b. ゲームやクイズ、コンテストに関するもの 

c. スポーツイベント、スポーツ活動 

d. 新作発表会、受賞式 

e. 支援を勧誘するための作品 

f. リアリティー番組 

g. ポルノ 

h. 宣伝 

i. 商業、広報、社会事業を目的としたもの 

j. 作品の全てまたは大半が（ドキュメンタリーは除く）あらかじめ撮影された既存のストック・フィルム

であるもの 

・撮影開始から 24 か月までの制作費が 100 万カナダドル以上であること。ただしシリーズ作品の場合、

1 エピソードが 30 分以内の場合は 10 万カナダドル以上、30 分以上の場合は 20 万カナダドル以上が

上限となる 

 

c. 審査書類 

・コーポレート関連文書（全ての著作権所有者の契約情報、申請者の代表連絡先） 

・財務に関する文書（予算表、最終的な制作費用とカナダでの全支出に関するコストレポート） 

・制作に関する詳細（シンプシス、ターゲットとするマーケット情報、ジャンル、作品分数、制作形態、撮

入日および完了日、カナダでの撮影日数） 

・シリーズタイトルと数（作品がシリーズの場合） 

・チェーン・オブ・タイトルに関する書類（著作権者履歴、個々の著作権者の権利保有率、契約書また

は法律専門家の法律意見） 

・申請者の宣誓書 

・認定証明書 



2.2.7  韓国 

 

2.2.7.1 韓国に関する調査概要 

 

a.映画産業 

〔2019年データ〕 ※10年間の推移は次項参照 

（ア）国内興行収入:     1 兆 9140 億ウォン   ⇒全世界第 4 位 

（イ）国内の劇場動員数：     2.267 億人 ⇒全世界第 5 位 

（ウ）国内のスクリーン数：     3079  

（エ）平均チケット価格：     8442.9 ウォン 

（オ）一人あたりの年間平均入場回数：  4.2 回 

（カ）マーケットシェアにおける国産映画の割合： 51% 

（キ）国産映画公開本数：   502 本* 

*製作本数、および国際共同製作本数はデータ無 

・興行収入の上位作品は、国内作品もしくはハリウッド作品 

 

b.映画支援団体 

・韓国映画振興委員会(KOFIC)が映画支援の中心組織であり、映画振興を目的とした文化体育観

光部管轄の特殊法人。協定締結における権限のある当局である 

・KOFIC が、映画発展基金の管理運営を介して様々な事業を実施。財源は 100％映画発展基金か

ら成り、映画発展基金は映画チケット代の 3％を原資としている 

 

c. 支援形態   

・映画発展基金が、全て KOFIC の活動に使われる 

・外国映像作品ロケーション誘致インセンティブについては映画発展基金ではなく、全額観光振興開発

基金の予算で賄われる 

・支援は開発から海外展開まで多岐に亘るが他国と比して人材支援に手厚く、座学だけでなくワークショ

ップも充実 

・国際共同製作作品への支援は 2018 年度を最後に中止され再開予定はないが、ただし共同製作映

画を韓国映画として認定する基準は存在する 

 

d. 規制・法制度 

・73 日（1 年の 5 分の 1）というスクリーンクオータ制は存在するが、現状としては韓国の国内マーケット

の大半は国内映画が掌握しているためクオータ制なしに韓国映画の割合は保たれている 

 

  









7. 国産映画公開本数（2010-2019）7 

＊公開本数は、常に昨年を上回るペースで増加している。 

図 46 韓国国内の国産映画公開本数(グラフ) 

 
 

〔注釈〕8  

韓国は、「映画製作本数」の定点的な統計を取っておらず、本報告書には「公開本数」を掲載する。

KMRB（韓国の映倫）に申請のあった年度を基準に数字を算出するため、正確な製作年を判断でき

ないためである。 

 

上記グラフにおける「公開」の定義についても、KOFIC 発行の”Korean Film Industry 2018”によ

ると、Korean Box Office Information System に登録されたタイミングでの集計、としている。なお

2010 年初頭から R 指定作品で、公開後すぐに VOD 市場へ放出する作品が急増した影響から集計

結果にはこうした作品（レポート内では“Perfunctory release of R-rated films”と表現）の割合

が多い。こうした除外した“実際の公開作品”を 2018 年以降算出することとしている。“実際の公開作

品”は該当年に 40 回以上劇場で公開した作品を基準とし、アート系映画や独立系映画で 40 回に満

たない作品は KOFIC が個別に判断し、追加している。この統計基準を用いると、2018 年の国産映画

公開本数は 194 本（上記グラフでは 454 本）で、大きな違いが生じることとなる。 

  

 
7
 Korean Film Industry 2018 および European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2020 年版を元に作成 

8
 「Korean Film Industry 2018」の記載内容を参考。当レポートは 2018 年が報告書作成時点での最新版である。 
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2.2.7.3  韓国の映画産業および国際共同製作にかかる規制、法制度 

 

1. 国際共同製作協定締結国と、権限のある当局 

 

韓国は、二国間国際共同製作協定を 6 ヶ国と締結している。映画・オーディオビジュアルに関しては、

映画振興委員会（Korean Film Council、以下「KOFIC」)が権限のある当局として協定の締結を

進める。放送番組については放送通信委員（Korea Communications Commission）が権限の

ある当局となるため、放送番組も含めた協定の場合は、併記される。また、2010 年には EU とオーディオ

ビジュアル作品に関する共同製作協定を結んでおり、協定内に規定された条件を満たせばヨーロッパ映

画・韓国映画として認められる。 

 

（ア）ヨーロッパ 

フランス 

 

（1） アジア、オセアニア 

中国、オーストラリア、インド、ニュージーランド 

 

（ウ）北米 

カナダ 

 

2. クオータ制度9 

 

1966 年、映画法施行令第 25 条で「韓国映画の上映基準を年間 6 本（2 ヶ月ごとに 1 本）以

上とし、年間総上映日数は 90 日以上とする」というスクリーンクオータが設けられ、1967 年から施行さ

れた。 

 

1984 年の改正時は「韓国映画を年間 5 分の 2 以上の上映」を基準とし、1996 年には年間合計

146 日に確定された。146 日は、当時の韓国映画市場シェア目標 40％を基準にしたものである。実

際には規定通りに日数が保たれないケースが散見されたが、1993 年にスクリーンクオータ監視団が構成

され、本格的に活動を開始してからは実効性が保たれた。1996 年には合計日数が 106 日に縮小され

た。 

 

1998 年、韓国のスクリーンクオータ制度が大きい局面を迎える。米国映画協会（MPAA）のウィリア

ム・ベイカー会長が韓国を訪問し、「スクリーンクオータ日数を減らしてくれれば 5 億ドル規模の投資をした

い」と提案したことから始まった。そして、7 月 21 日ワシントンで開かれた第 1 回韓米投資協定の実務交

渉で、米国側が「スクリーンクオータが二国間投資協定（BIT）の標準に反する」と指摘。通商交渉本
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部長も記者懇談会を通じて「外資誘致と韓国映画振興のためにスクリーンクオータ廃止が望ましい」と発

言した。その後韓国政府がスクリーンクオータ日数を縮小するという案に対し、米国側が完全廃止を要求

して拒否するなど二国間の闘争が続き、スクリーンクオータ制の現行維持を求める韓国映画人をも巻き

込んだ騒動が長年続いた。米国側のこのような要求が、韓米自由貿易協定（韓米 FTA）の交渉につ

ながる。結果として韓国政府は FTA 早期締結のために、FTA 交渉を前に「映画・ビデオの振興に関する

法律施行令」の改正。2006 年 7 月 1 日、スクリーンクオータを 73 日に縮小した。韓米 FTA でスクリー

ンクオータは現行留保で合意された。 

 

現在も 73 日（1 年の 5 分の 1）というスクリーンクオータ制は存在するが、現状としては韓国の国内

マーケットの大半は国内映画が掌握しているためクオータ制なしに韓国映画の割合は保たれている。 

 

3. 国際共同製作認定システム10 

 

国際共同製作作品への開発支援、制作支援、投資誘致支援については 2018 年度を最後に中止

され、今後も支援再開の予定はない。ただし、海外との共同製作映画を韓国映画として認定する基準

は存在する。 

 

（ア）国際共同製作映画認定基準 

 

KOFIC は映画、ビデオ作品振興関連法第 2 条第 4 号、第 27 条第 2 項、法施行令第 10 条第

1 項、法施行規則第 5 条の規定に則り、共同制作映画の韓国映画認定業務を遂行している。 

 

a. 認定対象 

韓国と外国の映画製作者が製作費用を共同出資し、KOFIC に韓国映画認定審査を申請する映画 

 

b. 申請書類 

・申請書 1 部 

・作品の技術的、芸術的、人的要素の評価のため、必要に応じ委員会が要請する書類 各 1 部（委

員会が必要とする場合のみ） 

・共同製作契約書（韓国語版含む）1 部 

・映画シノプシスおよびシナリオ 各 1 部 

・プリント 1 セットまたは同一内容のコピー版 8 セット：作品完成後の申請時に申請。スクリーナー対応

可 

・作品商業利用のための著作権取得に関する書類のコピー（必要時）各 1 部 

・撮影所、または野外撮影の主要撮影期間、ロケ地を明記した週間作業計画書 1 部 

・制作費調達計画を含む予算計画書 1 部 
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2.2.7.4  韓国の映画産業にかかる支援制度 

 

1. 主な支援団体とその財源 

 

韓国の映画支援は、映画振興委員会（KOFIC)を通じて行われる。KOFIC は、映画振興を目的と

した文化体育観光部管轄の特殊法人である。映画発展基金の管理運営を介して様々な事業を実施

している。財源は 100％映画発展基金から成り、映画発展基金は映画チケット代の 3％を原資としてい

る。映画発展基金は全て KOFIC の活動に使われる。ただし「外国映像作品ロケーション誘致インセンテ

ィブ」については映画発展基金ではなく、全額観光振興開発基金の予算で賄われる。 

 

（ア）映画発展基金事業の目標 

・映画創作の多様性拡大 

・映画産業の持続的成長牽引 

・映画文化の価値拡大 

 

（イ）支援の方向性 

 

1.韓国映画創作力の強化 

・国際交流活性化を通じ韓国映画産業のグローバルネットワークの強化 

・韓国映画創作能力強化のため企画開発支援と制作支援の継続 

・公共オンライン流通網の運営を通じデジタルオンライン市場の活性化と違法流通対応 

・独立芸術映画製作支援および独立芸術映画専用映画館支援強化を通じ映画産業の脆弱な分野

での支援拡大 

・安定投資環境づくりと中低予算映画投資の活性化 

 

2.映画産業の基盤インフラの強化 

・収益分配構造の改善、工程管理環境づくりの設置など秩序強化 

・統合コンピュータネットワークと制作管理システム高度化を通じ映画産業透明性強化 

・映画労働の環境改善と事業多様化を通じ現場福祉インフラの改善 

・映画産業内の性犯罪対応機構の運営を通じたセクハラ‧性暴行の根絶と労働環境の改善 

・視聴環境改善を通じた映画文化格差の解消と文化福祉拡大 

・VFX/ SFX 映画などのデジタルシネマの新技術の開発と普及  









・独立芸術映画流通配給総合支援(680) 

・デジタルオンライン市場活性化(4,218) 

海外進出支援 4,895 

・韓国映画海外進出支援(2,250) 

・韓国映画海外上映行事(1,420) 

・映画撮影地情報ネットワーク構築(225) 

・アジア映画市場支援(1,000) 

国内外映画祭育成 6,011 

・国内映画祭育成(631) 

・独立映画祭開催支援(300) 

・国際映画祭支援(5,080) 

映画政策支援 

 

16,412 映画政策支援 3,328 

・映画政策産業研究(711) 

・公正環境調査事業(1,661) 

・賦課金管理(771) 

・南北映画交流支援(85) 

・有功映画人支援(100) 

韓国映画アカデミー運営 1,874 

現場スタッフ養成 1,523 

・専門性強化教育(711) 

 ・職業訓練支援(542) 

映画享有権強化 6,637 

  ・映画教育支援(759) 

  ・文化疎外階層観覧環境改善(1,669) 

  ・地域映像制作支援(109) 

  ・地域映像生態系基盤構築(4,100) 

アジア映画交流センター運営 1,750 

韓国映画 100周年記念事業 1,570 

先端映画技術育成 3,160 先端映画技術支援 1,460 

  ・映画技術商用化支援(300) 

・映画技術標準化(440) 

・映写技師資格検定運営(160) 

・先端映像技術投入拡散(260) 

・映像制作施設運営(300) 

次世代映像コンテンツ制作支援 1,900 

  ・次世代映像コンテンツ制作支援(510) 

  ・小型技術起業プロジェクト育成支援(1,190) 







国際共同製作活性化 2,499 

・国際共同製作企画開発支援(150) 

・中国フィルムビジネスセンター運営(562) 

・国際共同製作映画投資誘致行事(360) 

・国際共同製作映画インセンティブ支援(810) 

・中国、アメリカ海外事務所運営(537)  

・外国映像物ロケ誘致広報(80) 

投資出資事業 18,000 

映画流通支援 10,318 専門館運営支援 3,050  

低予算映画公開支援 680 

デジタルオンライン市場活性化 1,980  

海外進出支援 2,871 

韓国映画海外上映行事支援 1,000 

映画撮影地情報ネットワーク構築 225 

国内映画祭育成 430 

独立映画祭開催支援 112 

国際映画祭育成 2,580 国内で開催される国際映画祭支援 

人的支援育成管理 4,568 韓国映画アカデミー運営 1,950 

現場スタッフ専門性強化教育 1,794 

職業訓練支援 665 

撮影現場応急医療支援 159 

映画政策支援 

 

1,948 映画政策産業研究 590 

公正環境調査事業 420 

賦課金管理 838 

有功映画人支援 100 

先端映画技術育成 4,427 先端映画技術支援 1,629 

・現場映画技術発掘支援(350) 

・映画技術標準化(549) 

・映写技師資格検定運営(130) 

・映像技術投入拡散(270) 

・映像制作施設運営(330) 

先端映画制作支援 1,883 

次世代映像コンテンツ制作支援 915 

ナムヤンジュ 

総合撮影所運営 

3,111 管理運営 2,511 

観覧体験施設・教育プログラム運営 360 

スタジオ貸与サービス 240 

映画享有権強化 3,470 映像メディアセンター運営 1,085 





先端映画技術育成 5,555 先端映画技術支援 1,610 

  ・現場映画技術発掘支援(350) 

・映画技術標準化(440) 

・映写技師資格検定運営(140) 

・映像技術投入拡散(350) 

・映像制作施設運営(330) 

先端映像ソフトウェア利用支援 955 

先端映画制作支援 1,110 

次世代映像コンテンツ制作支援 1,880 

ナムヤンジュ 

総合撮影所運営 

2,538 管理運営 2,157 

観覧体験施設・教育プログラム運営 341 

スタジオ貸与サービス 40 

映画享有権強化 3,232 映像メディアセンター運営 1,030 

文化疎外階層観覧環境改善 2,002 

地域映像制作支援 200 

映画振興委員 

地方移転 

12,322 釜山移転費用 

映画情報 

システム運用 

1,828 KOFICシステム運用 499 

映画館入場券総合統計運用 1,329 

 

イ．KOFICの国内映画支援の枠組15 

 

a. 企画開発 

 

KOFIC の企画開発支援は、3 つのフェーズに応じて段階的に行われる。韓国映画界に新たなクリエイ

ティビティと革新をもたらす制作者に対し、企画開発の段階別支援を通じた多様なジャンルとテーマの映

画制作の可能性を拡大することを目的としたものだ。第 1 段階のトリートメント16(*)開発支援ではシノプ

シスのトリートメント化を図り、第 2 段階のシナリオ開発へと繋げる。また、企画開発能力は優れているが

開発費投資誘致が困難な制作者に対し、第 3 段階では映画プロジェクト企画開発誘導を行っている。

各段階での支援の詳細は、下記の通りである。 
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 https://www.kofic.or.kr/kofic/business/prom/promotionBoardList.do#none 
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 「トリートメント」とは映画の内容や形式を描いたスケッチ等を指し、アイディア (プロット) と脚本の中間に位置する、詳細なあらすじのこ

と。脚本執筆の前に映画の構成を確認するために執筆され、主要セリフや演出に関する記載も含まれる。映画の特徴やスタイルが明らか

になることで本格的な脚本へと発展する 























などや施設などオンラインで公に観覧させることを目的に制作された 70 分以上の長編実写劇映画を指

す 

・「TV シリーズ」とは、テレビやオンライン配信を目的に制作され、事前に計画された一定本数のエピソード

で構成されている実写ドラマやエンターテイメントプログラム（各エピソードは、構成または内容面で共通

要素を持たねばならない）を指す 

・「ドキュメンタリー」とは、映画館などや施設、テレビ、オンライン配信を目的に制作されたドキュメンタリーを

指す 

・アニメーション、広告、スポーツイベント、教育プログラムは対象外となる 

 

b. 作品条件 

 

・「観光寄与」、「韓国映画産業寄与」、「外国製作者参加度」を KOFIC で評価し、支援の必要性が

認められなければならない 

・KOFIC が認める国内での映像製作費用（以下「製作認定費用」）が 5 千万ウォン以上であること。

（TV シリーズは、複数エピソード制作費合算可） 

・韓国で少なくとも 3 日以上の撮影があること 

 

c. 申請者条件 

 

・韓国に設立され事業者登録された法人であること 

・映画制作業者やビデオ制作業者、または放送映像独立制作会社 

・外国映像製作会社とプロダクションサービス契約を結び、外国映像の国内制作に必要な役務を提供し、

国内制作費執行を管理する企業（外国映像制作会社の韓国内支社、出資法人は申請不可） 

※ただし、韓国人や韓国法人子会社が海外出資し、50％を超える株式を所有した法人又は韓国法

人海外支社は「外国映像制作会社」とみなさない 

 

d. 支援内容 

 

・制作として認定された費用の 25～30％にあたる現金支援（1 作品当たりの補助金額は残存する予

算範囲内で対応） 

1 30％リファンド：国内撮影 10 日以上、国内執行費用 20 億ウォン以上 

2 25％リファンド：国内撮影 3 日以上、国内執行費用 5000 万ウォン～20 億ウォン未満 

・国内で発生し、制作として認定された費用は、国内での本撮影日 3 ヶ月前から費用確認監査報告書

作成日までに発生した費用に限り認め、支援申請者は申請書上に記載した銀行口座を通じ法人カー

ド決済または口座振替、電子税金計算書使用方法で至急される 

・ポストプロダクション作業支出と俳優及びスタッフの人件費は、それぞれ製作認定申請額の 50％を超え

ることはできず、主演俳優出演料は総キャスト、スタッフ人件費申請額の 30％を超えることはできない 



・作品当たりの補助金額は、最大 7 億ウォン 

・韓国から他の公的支援を受ける場合、支援額は同補助事業から製作認定費用とし申請することはで

きない 

 

e. 年間予算 

 

・8 億ウォン 

・補助金は、ソウル/釜山/チェジュ以外の撮影地域について一定期間期（上半期）の間、予算

（10％以内）を配分支援。ただし、一定期間（上半期）間に支援申請がない場合には全地域対

象に支援する 

・補助金は、課税対象となる 

 

f. 申請と支援までのスケジュール 

 

(a) 申請手続きの流れ 

 

事前申請→約定書締結→最終申請→補助金支給の順で進行する 

・事前申請：支援申請者が事前申請書と諸添付書類を KOFIC に提出。評価委員会で支援するかど

うか、支援可能金額を評価、KOFIC から評価結果を最終審査によって支援申請者に通知 

・約定書締結：KOFIC と支援申請者の間で支援約定書締結 

・最終申請：支援申請者から最終支援申込書と費用を確認。監査報告書と補助事業精算報告書

の検証など諸添付書類を提出させ、評価委員会で支援するかどうか、および補助金の最終的評価 

・補助金支給：KOFIC から評価委員会評価結果を最終審議認定の費用を支給 

 

(b) 事前申請 

 

申請者は、映像作品の韓国内の本撮影日 30～90 日前に以下書類を提出しなければならない 

 

【オンライン提出書類】 

1 事前支援申請書（所定様式） 

・支援者と外国映像制作会社情報 

  ・作品プロット 

  ・作品言語、監督、撮影地、俳優、制作スタッフ、撮影機材、ポスプロ情報 

2 全体撮影計画書 

3 支援者の事業者登録証、法人登記簿謄本、映画制作/ビデオ制作/放送映像制作会社

（該当業種）申告証各 1 部 

4 外国映像製作会社の事業者登録証、法人登記簿謄本（またはこれに準ずる書類）各1部  



5 国内執行純制作費予算計画書（所定様式）1 部 

6 シナリオ原語本と韓国語本（申請日基準）各 1 部 

7 監督フィルモグラフィー（演出本数、演出作、観客数または売上高/視聴率、映画祭受賞回

数など含めて記載） 

8 主・助演俳優フィルモグラフィー（出演本数、出演作観客数または売上高/視聴率、映画祭

受賞回数など含めて記載） 

9 総責任プロデューサー、脚本家、撮影監督フィルモグラフィー（参加本数、参加作観客数また

は売上高/視聴率、映画祭受賞回数など含めて記載） 

 

【オフライン提出書類】 

1 全体純制作費の調達計画書（所定様式、外国映像製作会社が作成）1 部 

2 外国映像製作会社の投資契約書写し、国文公証本 各 1 部 

3 外国映像製作会社と締結したプロダクションサービス契約写し、国文公証本各 1 部 

4 性犯罪・セクハラ講習確認書（所定様式）1 部 

5  性犯罪・セクハラ防止誓約書（所定様式）1 部 

 

・申請者は、プロダクションサービス契約上の国内執行製作予算の超過申請不可 

・関係書類審査後、KOFIC は追加資料を要求でき、申請者は 5 日以内に関連資料を提出しなけれ

ばならない。資料の提出が遅れる場合、KOFIC は、その映像支援申込受付をキャンセルまたは留保で

きる 

・KOFIC は、評価委員会を開催して、申請者が提出した関係書類をもとに支援申請資格と対象かどう

か、制作認定費用の申請内容の適正性を評価後、支援するかどうかと可能な制作認定コストを決定す

る 

・評価委員会は、評価当日に同事業残存予算で対応可能額を決定する 

・KOFIC は、評価委員会の決定事項を審議・議決して、支援申請者に結果を通知する。KOFIC は、

支援可否と支援可能金額のすべての決定権限を持ち、決定に対する不服申立は認められない。ただし、

支援決定された映像制作に重大な変更が発生し返戻事由が解消されたと判断した場合支援申請者

は、再申請も可能である 

・評価委員会は、事前決定作品が計 2 回以上申請を中止した場合は、審査対象から除外することが

できる 

・映画振興委員の企画開発及び制作支援事業に選定された作品は審査対象から除外する 

・KOFIC の関連規定または各種約定および契約に違反し、制裁措置期間中の作品と制作会社（代

表）、配給会社（代表）、監督および個人は、申請不可 

※申請者は、申請書受付の前に KOFIC への債務の返済を完了する 

 

 

 



(c) 約定書締結と国庫補助統合管理システムへの登録 

 

・事前申請結果の通知後 2 週間以内に KOFIC と支援申請者は約定書を締結する 

・同意書は合計 3 部（公証用 1 部を含む）を提出し公証費は支援申請者が負担する 

・約定書締結後に撮影計画書上の国内本撮影日から 3 ヶ月以内に撮影が開始されない場合、

KOFIC は同事業の予算の効率的運用のため支援契約を解約する権利がある 

・支援申請者は企画財政部「国庫補助統合管理システム」に補助金執行と精算に関する内容を登録

する 

 

(d) 中間精算 

 

申請者は、制作進行中であっても必要性が認められた場合、履行保証保険証券、費用確認監査

報告書等、KOFIC が要請する資料を提出の上補助金中間支払を 1 回申請可能 

 

(e) 最終申請 

 

・事前申請から最大 12 ヶ月以内に国内での映像制作を完了 

・国内制作完了日から 3 ヶ月以内に最終的申請書をはじめとする以下関係書類を KOFIC に提出する 

・必要に応じ両者間の合意によって書類の提出期限の延長は可能とする 

 

【オンライン提出書類】 

1 最終支援申請書（所定様式） 

プロット、作品言語、監督、撮影地、俳優、スタッフ、撮影機材、ポスプロ情報 

2 デイリー撮影進行報告書 

3 国内執行純制作費精算書（所定様式）1 部 

4 最終シナリオ原語本と韓国語版 各 1 部 

 

【オフライン提出書類】 

1 全体純制作費の調達計画書最終版（所定様式、外国映像製作会社が作成）1 部 

2  費用確認監査報告書と補助事業精算報告書の検証報告書（会計法人で作成） 

3  配給上映契約または確認書のコピー、国文公証本各 1 部 

4  外国映像製作会社の外貨送金取引明細書 1 部 

5  映像（国内撮影シーン収録）DVD 

6  性犯罪・セクハラ予防教育履修書（所定様式）1 部 

7  映画の労働者報酬支払い履歴（所定様式）1 部 

8  支援事業参加者比統計データ（所定様式）1 部 

 



(f) 補助金支給 

 

・最終決定された製作認定費用に基づき補助金を申請、銀行口座に支払われる 

・補助金は、別途通帳および国支援預託口座を利用し管理・運用し、KOFIC で定める基準に基づい

て運用かつ精算しなければならない 

 

(g) 支援作配給・流通の結果提出 

 

・申請者は、映像制作完了または公開、放映後の映像最終版 DVD（2 枚）を KOFIC に提出する 

・申請者は、映像製作の完了後、海外での劇場、TV やオンライン配信、放送などの配給・流通の結果

を KOFIC に提出する 

 

(h) 評価委員会の構成 

 

・KOFIC は、支援申請資格と支援対象かどうか、製作予算書及び執行の適正性を評価し、補助金額

を算定するために内外の専門家 7 人以内の評価委員会を構成する 

・委員会は、申請者がすべての書類を揃え、事前申請書の提出を完了した場合にのみ正式に受理し、

評価委員会は、正式に受理された順に評価を進める 

・評価委員会は、詳細な評価のために KOFIC を介して申請者に追加の材料を要求することができ、申

請者が全資料を提出した場合にのみ評価を進める 

 



2.2.8  中国 

 

2.2.8.1 中国に関する調査概要 

 

a.映画産業 

〔2019年データ〕 ※10年間の推移は次項参照 

（ア）国内興行収入:    642.7 億元   ⇒世界第 2 位 

（イ）国内の劇場動員数：   17.3 億人 ⇒世界第 1 位 

（ウ）国内のスクリーン数：   69787 ⇒世界第 1 位 

（エ）平均チケット価格：   37.2 元 

（オ）一人あたりの年間平均入場回数：  1.2 回 

（カ）マーケットシェアにおける国産映画の割合： 64.1% 

（キ）映画製作本数：    1037 本 ⇒世界第 2 位 

・映画産業の管理は国家電影局が行い、共産党中央宣伝部の監視下に置かれる 

・大型作品の興行がメイン、制作費の年々高騰 

・市場の過去 5 年の成長率は 8%超 

 

b. 国産認定による優遇 

・協定を介した国際共同製作作品が、認定機関である中国電影合作制片公司(CFCC)からの承認を

受けると国産作品と同等の恩恵を享受できる（審査/検閲は共産党も関与） 

・中外合作撮制電影片管理規定に基づき、CFCC(および電影局、共産党)からの承認を受けた「連合

撮制」（中国・相手国双方が出資し利益やリスクも共同に負う形での合作）は、中国市場において国

産映画としての優遇政策が適用される（審査/検閲は共産党も関与） 

⇒承認されれば輸入作品よりも高い利益配分率となる 

 

c. 規制・法制度 

・映画館は、中国領域内の法人およびその他の組織が製作した映画の上映回数および時間帯を調整

しなければならず、年間の映画上映総時間数の 3 分の 2 以上でなければならない 

・中国国内での制作および上映には許可証が必要 

・外国映画の輸入は、中国电影股份有限公司にのみにライセンスされる 

・外国映画を配給できるのは、中国電影集団電影発行放映分公司（中影）と華夏電影発行有限

責任公司（華夏）の 2 社のみ 

・映画の輸入には利益配分型（分帳）と版権買切型（買断）があり、分帳は年間 34 本まで。買断

は中国市場での利益配分を受けられず、分帳の配分も 25％に留められる 

  









7. 映画製作本数（2010-2019）7 

＊製作本数は 1000 本を超え、インドに次ぐ世界第 2 位の規模である。 

図 54 中国国内の映画製作本数(グラフ) 

 
 

〔注釈〕国際共同製作の本数に関する定点的なデータはないため、記載しない。 

  

 
7
 European Audiovisual Observatory 発行「FOCUS」2011 年版～2020 年版を元に作成 
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2.2.8.3  中国の映画産業および国際共同製作にかかる規制、法制度 

 

1. 国際共同製作協定締結国と、権限のある当局 

 

中国は、二国間国際共同製作協定を計 22 ヶ国と締結している8。協定に際しては、国家電影局9

（China Film Administration）が権限のある当局として協定の締結の交渉を進め、国際共同製

作作品の認定作業は中国電影合作制片公司10(China Film Co-production Corporation、通

称「CFCC」)が行う。中国は 2021 年 3 月時点、日本が唯一国際共同製作協定を締結している国で

ある。 

 

（ア）ヨーロッパ 

フランス、ベルギー、スペイン、イタリア、イギリス、オランダ、エストニア、マルタ、デンマーク、ギリシャ、ルクセン

ブルグ、ロシア 

 

（1） アジア、オセアニア 

日本、韓国、オーストラリア、インド、シンガポール、ニュージーランド、カザフスタン、タジキスタン 

 

（ウ）中南米 

ブラジル 

 

（エ）北米 

カナダ 

 

2. 中国映画産業の全体像 

 

中国の映画産業はかつて、国家広播電影電視総局電影事業管理局（ラジオ映画テレビ総局・映

画局管理局、通称「ラテ総局」）に管理されてきたが、「国家放送電視（テレビ）総局」に改編されるの

に伴い、現在は映画にかかる管理は国家電影局に移された。加えて、習近平国家主席による権力集

中により、中国の映画産業全体は共産党中央宣伝部の監視下に置かれることとなり、より一層国による

検閲が厳しくなっているのが現状である。 

 

 
8
 http://www.cfcc-film.com.cn/policeg/content/id/2.html 

9
 中国語表記は「国家电影局」、日中協定上の表記は「中国映画局」。 

10
 中国語表記は「中国电影合作制片公司」日中協定上の表記は「中国映画共同製作会社」。 



図 55 中国映画産業の構造 

 

  中国の映画産業では、前述の国家電影局管理のもと、国営企業である中国電影集団公司（中国映

画グループ会社/China Film Group Corporation）が大きな存在としてあり、傘下に輸出入会社、配給

会社、デジタル・シネマ配給会社、マーケティング会社、撮影所、二次配給会社（院線）などの子会社があ

る。 

 

 



3. 外国映画の輸入制限11 

 

映画の輸入は、中国電影グループ会社である中国电影股份有限公司（CFGC）にのみライセンスさ

れている。輸入に関して、最終的には、国家電影局の承認を得なければならない。外国映画を配給でき

るのも、中国電影グループの中で権限執行会社である中国電影集団電影発行放映分公司（グループ

全体の略称が「中影」）と華夏電影発行有限責任公司（華夏）の 2 社のみである。かつては中影が

外国映画の配給を独占していたが、2003 年からは華夏も認められることとなった。しかし近年、中影の

社長が華夏の社長も兼任することになるなど、両者の機能分担がますます恣意的ないし曖昧になってい

る。なお、外国映画の輸入には 2 つの方法がある。 

①分帳（利益配分型）：配給収入に応じて契約された印税を払う、一般的に行われている取引。分

帳での輸入とするかは中国電影集団電影進出口分公司にしか決定権がない。分帳で取り扱われるの

は、これまでハリウッドを中心とした大型映画が中心であり、2012 年に米中で結ばれた「WTO の映画関

係の問題解決のための了解覚書（中美双方就解决 WTO 电影问题谅解备忘录）」に由来する。この

覚書で、中国が輸入する映画の本数を 20 本から 34 本に引き上げたうえで追加の 14 本は IMAX と

3D 映画とすること、米国の映画興行の配分割合も 13％から 25％に引き上げることで合意した。12しか

しこの合意も 2017 年に期限切れとなり、更新や再交渉は進んでいない。加えて 2018 年からの米中

貿易摩擦や共産党中央宣伝部の介入により、中国映画産業におけるハリウッド作品の優位性は不安

定になっている。 

②買断（版権買切型）：劇場上映権ないしオールライツを一定の金額で取引することで、その契約さ

れた作品がいかにヒットしても、追加の印税は支払われない方式。現在、日本映画のほとんどはこの形式

で輸入されている。分帳の枠に入れず買い切りであってもなお大きな中国の市場は魅力的であり、ハリウ

ッドのブロックバスター作品ではなく低予算の独立系映画の輸入は買断が多い。分帳については割り当て

が厳しく管理される一方、買断については 30 作品という資料もあるが年によって数が大きく変動し、枠が

明確に決まっていない。 

また、2017 年 3 月 1 日より施行されている「中華人民共和国電影産業促進法」の 29 条で定める

ところにより13、「映画館は、中国領域内の法人およびその他の組織が製作した映画の上映回数および

時間帯を調整しなければならず、その上映時間は年間の映画上映総時間数の 3 分の 2 以上でなけれ

ばならない」としており、中国にはクオータ制が存在する。 

 

 

 

 
11

 参考：2018 年 JETRO 発行「中国映画テレビ市場調査」

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2018/ab0ab7636de81fe2/movies_tv.pdf 

2008 年度 日本映像国際振興協会作成 「映像コンテンツ国際共同製作基盤整備事業報告書」 
12

 http://www.peoplechina.com.cn/xinwen/txt/2014-02/12/content_595875.htm 
13

 http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2016-11/07/content_2001625.htm 



4. 協定に基づく「国際共同製作」 

 

中国作品として認められ、国産映画と全て同じ待遇を受けることが可能となる 1 つの条件として、二国

間共同製作協定の提携国との「国際共同製作作品」がある。協定締結国との共同製作作品の認定

作業は、CFCC が行う。出資比率やロケーション先、キャストの割合の規定などは個々の協定により異な

るが、撮影前・撮影後の承認（検閲）をクリアすることが共通の条件とされている。 

加えて、かつては香港・台湾との共同製作作品については「外国映画作品」とみなされ制限を受けて

いたが、制限が緩和され、中国（大陸）と共同で製作した映画については国産映画として配給が可能

となっている。この影響から、中国の共同製作作品の大半は香港と台湾で占められている。 

図 56  日中映画共同製作認定の流れ 

 

  



5. 合作映画14 

 

（ア）CFCC における「合作」の定義 

 

前項で述べた国際共同製作協定を介した共同製作のほかに、CFCC は、“Co-production”（合

作制片）を以下の 3 つの定義に定めている。いずれも、「中外合作撮制電影片管理規定15」を満たす

必要がある。なお、本報告書では、協定を介して製作された作品は「国際共同製作（作品）」、そうで

ない場合は「合作（作品）」と定義するものとする。 

 

①連合撮制（Co-production Film） 

中国と、合作相手国の双方が資金を投資し、資金、人材、資材/機材も分担することで利益やリスク

も共同に負う形での合作。中国市場において、国産映画としての優遇政策が適用される（“在中国内

地市場可以享受国産影片的待遇”）。この定義において、必ずしも国際共同製作協定の介入は必要

としないため、アメリカとの合作作品は、これが適用となる。 

 

②協作撮制 (An Assisted Film) 

海外相手国からの投資により、中国国内で制作される作品。中国側は海外制作者に対し、ロケーシ

ョン現場や機材、人材などを、海外制作者側の負担により調達支援を行う。この場合は中国側に著作

権は与えられず、作品も輸入手続きを経て輸入作品としてみなされる。 

 

③委託撮制(An Entrusted Film) 

海外相手国からの投資により、中国国内での制作側を中国側が完全に請け負う作品。海外制作者

側の負担により中国側は作品を完成させるが、中国側に著作権は与えられず、作品も輸入手続きを経

て輸入作品としてみなされる。 

 

（イ）中外合作撮制電影片管理規定 

 

  「中外合作撮制電影片管理規定」は国家広電総局令 31 号として 2004 年 7 月 6 日に施行さ

れ、現在も改定はされていない。以下は規定の中で重要と思われる条項の抜粋である。輸入作品と比

較して合作映画として申請・承認された作品の利益配分が多いことから（後述）、アメリカとの合作映

画が申請をするケースが多い。一方、ここ数年の中国要素が少ないハリウッド作品が合作として申請され

るケースが散見され、形ばかりの“米中合作”作品が増加したことを受け、電影局側の審査が厳しくなる

傾向にある。 

 

 
14

 参考資料：2017 年“China Co-Production Handbook” 

https://www.mpa-apac.org/policy-statement/2017-china-co-production-handbook/ 
15

 http://www.cfcc-film.com.cn/polic/content/id/22.html 



中外合作撮制電影片管理規定一部抜粋 

（注釈）締結当時の権限のある当局は国家ラジオ映画テレビ総局である。 

 

第２条：この規定にいう「映画製作における中外協力」とは、法律に基づき「映画製作許可証」または

「映画製作許可証（単一映画）」を取得した国内の映画製作者と外国の映画製作者が、中国国内

または国外で映画を合作（連合撮制）、協力製作（協作撮制）、または委託製作（委託撮制）

することをいう。 

 

第 7条：国は、中国と外国との間の映画共同製作のためのライセンス制度（中外合作撮制電影片実

行許可制度）を実施する。中国国内のいかなる団体または個人も、「中外合作撮制電影片実行許可

証」または承認文書を取得せずに、海外の団体または個人と協力して映画を製作することはできない。ま

た、この承認を得ずに、外国の団体または個人が中国で単独で映画製作することはできない。 

 

第 13条：合作において外国人クリエイターの雇用が必要な場合、国家ラジオ映画テレビ総局に承認を

得たうえで、外国人の主役の割合は主役総数の 3 分の 2 を超えてはならない。 

 

第 14 条：中国語（標準語）で製作し、字幕は「規範漢字」を使用しなければならない。（配給の

際、必要に応じ配給する国・地域・少数民族言語版の制作を許可する） 

 

第 15 条：合作映画は、地方の省級ラジオ・テレビ・映画行政部門の予備審査を経て、国家ラジオ映

画テレビ総局の映画検閲委員会に提出して審査を受ける。中央政府および国家機関に属する映画製

作団体が製作した映画、および「映画製作ライセンス（単一作品）」を保有する団体がプロジェクトの設

立を申請して映画製作を完了した映画は、直接、国家ラジオ映画テレビ総局の映画検閲委員会に提

出して審査を受ける。 

 

第 16条：合作映画は、審査に合格し、国家ラジオ映画テレビ総局が発行する映画公開上映許可証

を取得した後でなければ、中国の国内外で公開上映のために配給することができない。 

 

第 22 条：この規定は、香港、マカオ特別行政区および台湾の映画製作者が、香港域内で映画を共

同製作する場合にも適用される。 

 

 

 

 

 

 

 



図 57 合作映画の制作から配給までの流れ 

 
  





2.2.9  台湾 

 

2.2.9.1 台湾に関する調査概要 

 

a.映画産業 

〔2019年データ〕 ※10年間の推移は次項参照 

（ア）国内興行収入:    101.91 億台湾ドル 

（イ）国内の劇場動員数：   4320 万人 

（ウ）国内のスクリーン数：   918 

（エ）平均チケット価格：   235.90 台湾ドル 

（オ）一人あたりの年間平均入場回数：  1.83 回 

（カ）マーケットシェアにおける国産映画の割合： 6.9% 

（キ）映画製作本数：  2019 年は未集計 新作台湾映画公開本数は 57 本 

・興行収入、動員数、スクリーン数は年々堅調に増加 

・協定を介した国際共同製作は無く、外国映画のロケ誘致の際の共同製作がメイン 

・公開本数/興行収入共にハリウッド映画のシェアが圧倒的、作品別の成績でも上位を占める 

・公開本数はアメリカに次ぎ日本が 2 位、ただし興行収入は韓国が上回る 

 

b.映画支援団体 

・文化部影視及流行音楽産業局を介した国家予算で映画産業を支援 

・外国映画のロケ誘致は文化部だけでなく台北市を中心とした地方自治体も積極的に対応 

 

c. 支援形態   

・映画関連支援は欧米諸国と比べるとまだ少ないが、予算も増加傾向。支援の枠組みも開発から製作、

上映、海外展開まで幅広く網羅している 

・支援は、大きく「奨励業務」と「補助業務」、「製作補助」（外国映画誘致政策）に分類され、いずれ

も補助金もしくは還付である 

・「製作補助」をカンヌ国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭、ベルリン国際映画祭、米国アカデミー賞で

の最優秀監督賞受賞者に限定するなど、映画祭での受賞が評価される場合が多い 

 

e. 規制・法制度 

・中国（大陸）の映画に限り、輸入数量を 10 本程度とする制限有り（映画賞受賞作品など例外あ

り） 

  









 

 

7. 映画製作本数（2010-2018）7 

＊他の調査国と比べるとまだ製作本数は少なく、年による変動が大きい。 

図 64 台湾域内の映画製作本数(グラフ) 

 
 

〔注釈〕2019 年は現時点未集計。製作本数は変動が大きく統計が取りにくいことに加え、台湾では映

画制作が完了したことを報告する義務がないため、正確な数字は不明。本報告書に記載の数字は、文

化部に報告のあった「制作兼発行部数」に依る。文化部は通常レポート等には「新作台湾映画公開本

数」を記載しており、2019 年は 57 本であった。  

 
7
文化部発行「電影市場動態」を元に作成 

https://www.bamid.gov.tw/informationlist_243_1.html 
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2.2.9.3映画産業および国際共同製作にかかる規制、法制度 

 

1. 国際共同製作協定締結国と、権限のある当局 

 

台湾に「国際映画共同製作協定」は存在しないため、公式な国際共同製作作品を認定する制度や

機関は存在しない。ただし、ニュージランドとのみ「紐西蘭與臺澎金馬個別關稅領域經濟合作協定

（“Agreement between the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, 

and Matsu and New Zealand on Economic Cooperation”、略して”ANZTEC”）」を締結し

ている8。協定の 18 章に「映画とテレビの共同制作」についての項目があり、双方の合意のもとで制作し

た映画またはテレビの映像作品は、国産映像作品と同等に扱うことができ、優遇措置を受けることができ

る。 

 

2. クオータ制度 

 

台湾には中国産の映画に限り、輸入数量を制限することが法律で規定されている9。規定内容は以

下の通りである。 

 

（ア）中国産映画を台湾で配給、上映することに関する規定 

 

1 条： 中国産映画を台湾へ輸入する数量は、1 年に付き 10 作品を限度とする。また、輸入映画の

ジャンルについてはラブロマンス、ファミリードラマ、コメディー、宮廷歴史、武侠ファンタジー、ミステリー、スリラ

ー、アドベンチャー、アクションに限る。中国産映画の台湾での配給・上映を希望する場合、映画配給会

社は文化部影視及流行音樂產業局に申請し、許可を得なければならない。1 回の申請につき 1 作品

とし、申請書類は以下の通りである。 

 

1. 申請作品の台湾での配給・上映にかかる権利認可証明書 

2. 申請者の商業登記簿謄本コピー 

3. 申請作品のあらすじ 

4. 申請作品の上映許可証明書類コピー。証明書類は作成から申請まで 2 年以内のものとする。ただ

し申請作品が制作中、または他の理由により上映許可証明書類の取り付けが難しい場合、申請作品

の中国映画制作会社、または申請作品の権利を有する会社の声明書で代用する 

5.その他の文化部影視及流行音樂產業局の指定する書類 

 

申請期間や方法、許可などに関する事項は、文化部影視及流行音樂產業局から別途通知する。 

 
8
 http://fta.trade.gov.tw/pimage/20140311194627086.pdf 

9
 https://www.moc.gov.tw/information_319_20854.html 



 

 

 

2 条： カンヌ国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭、ベルリン国際映画祭、米国アカデミー賞、金馬奨

で最優秀作品賞または最優秀監督賞を受賞した中国産映画については、1 条で示した作品数とジャン

ルの限りではない。 

 

台湾で 2 条に該当する作品の配給・上映を申請する者は、申請作品の映画配給会社に限る。受賞 1

年以内に以下の書類を文化部影視及流行音樂產業局に提出・申請し、許可を得ること。 

 

1. 申請作品の台湾での配給・上映にかかる権利認可証明書 

2. 申請者の商業登記簿謄本コピー 

3. 受賞証明書類 

4. その他の文化部影視及流行音樂產業局の指定する書類 

 

3 条： 文化部影視及流行音樂產業局が 1 条または 2 条に該当する作品を審査し、違反がなけれ

ば、申請作品の台湾での配給・上映を許可する。 

 

4条： 許可を得た映画配給会社は許可期間内、電影法に基づき、申請作品の鑑賞制限(レイティン

グ)審査を文化部に申請し、鑑賞制限証明を取得後、上映映画館にて商業プレミア上映をする。違反

の場合、申請作品の台湾での配給・上映許可を廃止し、当配給会社は許可廃止日から 2 年以内、

台湾での中国産映画の配給・上映許可を申請できない。 

 

5 条：許可を得た中国産映画に関して、中国から既にビデオグラム商品、テレビ放送作品として台湾に

流通している場合、または台湾で同等の商品・作品として制作・販売・放送を行っている場合、申請作

品の台湾での配給・上映許可を撤回する。 

  





















 

 

・受賞またはノミネートされた映画は台湾産映画であること 

・監督は台湾(中華民国)の身分証明書を所持していること 

支援上限額 ・文化局が認定した予算総額の 49％以内とする 

・上限金額は、映画祭や賞により異なる 

 

c. 製作補助13 

 

台湾政府は海外の製作者が台湾で映像制作すること、また台湾をロケ地として撮影することを歓迎し、

積極的に支援する政策がある。台湾政府は「國外影視製作業在我國製作影視內容補助要點（海

外チームが台湾で映像制作することに関する補助内容）」を制定し、文化部影視及流行音樂產業局

が補助申請の審査を行う。2019 年度に台湾が撮影協力した海外映画作品数は合計 25 本あり、オ

ランダと合同製作した「High Time」では 921 万台湾ドルが交付された。 

 

〔補助金額〕 

 ・台湾での制作総経費の 30％、かつ 3000 万台湾ドルを上限とする。 

 ・当補助金以外に台湾の他の公的機関補助を受ける場合、台湾で受けられる補助金の総額は台湾

での制作総経費の 50％、かつ 3000 万台湾ドルを上限とする。 

 

〔補助項目〕 

 ・人件費：45％を補助(台湾の俳優を雇用すること)  

 ・制作費：35％を補助 

 ・保険、交通及び宿泊費：20％を補助(賠償責任保険、台湾の俳優の傷害保険、交通費と宿泊

費) 

 ・特別優遇：台湾人を主要または副部門責任者として雇用し、かつ、台湾人の人数が映画制作人

数総数の 70％に達した場合、人件費の 45％を超える補助を受けることが可能である。 

 

〔申請資格〕 

 ・監督がカンヌ国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭、ベルリン国際映画祭、米国アカデミー賞での最

優秀監督賞受賞者であること。 

 ・台湾での映画撮影経費が 3000 万台湾ドル NT$30,000,000 に達する海外映画作品であること。 

・コミュニケーションの円滑を図るため、台湾の優れた映画制作会社を通して申請することを推奨する。 

 

〔補足〕 

文化部だけでなく、台湾各地の地方政府が映画やテレビの撮影チームのロケーション撮影を歓迎しており、

制作や宿泊補助について各地方政府に相談窓口がある。 

 
13

 https://taiwancinema.bamid.gov.tw/Assistant/AssistantContent/?ContentUrl=5 



 

 

・制作補助 ⇒ 台北市、宜蘭県、桃園市、台中市、台南市、高雄市、花蓮県、金門県、台東県、

嘉義県 

・宿泊補助 ⇒ 台中市、台南市、高雄市、花蓮県、金門県、台東県 

 



2.2.10  日本 

 

2.2.10.1 日本に関する調査概要 

 

a.映画産業 

〔2019年データ〕 ※10年間の推移は次項参照 

（ア）国内興行収入:    2611.8億円  ⇒全世界第 3位 

（イ）国内の劇場動員数：   1.949億人 ⇒全世界第 8位 

（ウ）国内のスクリーン数：   3583 

（エ）平均チケット価格：   1340円 

（オ）一人あたりの年間平均入場回数：  1.54回 

（カ）マーケットシェアにおける国産映画の割合： 54.44% 

（キ）映画公開本数：    1278* 

*100％国産＝671本、国際共同製作＝18本 

 

b.映画支援団体 

・映画支援を専門とする機関は無く、文化庁・経済産業省等がそれぞれの予算で映画支援を行う 

・実際の審査業務等は、関連省庁ではなく公募により受託した団体が行う場合もある 

 

c. 支援形態   

・支援は全て公募により選ばれた作品のみアクセス可能となる 

・支援は全て助成金で、税優遇はない 

・助成金は、採択後の経費精算のうえ金額が確定し、事後払いとなる 

 

d. 規制・法制度 

・クオータ制は無い 

・協定の締結および日中共同製作協定作品の認定は、権限のある当局である外務省、文化庁および

経済産業省が行う 

・国際共同製作協定（現時点では日中協定のみ）の認定を受けることによりアクセスできる支援制度

はなく、協定を介さない作品と条件は同じとなる 

  











2.2.10.3  日本の映画産業および国際共同製作にかかる規制、法制度 

 

1. 国際共同製作協定締結国と、権限のある当局 

 

日本の二国間国際共同製作協定締結国は、中国の 1 ヶ国である。外務省、文化庁および経済産

業省が権限のある当局として協定の締結を進める。 

 

2. クオータ制度 

 

日本には映画、オーディオビジュアル、テレビ等においてクオータ制度はない。 

 

3. 国際共同製作認定システム 

 

第 1 章の冒頭でも述べたとおり、昨年度（2019 年度）を以って経済産業省の「国際共同製作認

定制度」は、廃止された。2011 年度から 10 年間の制度適用期間においては、我が国を含む二か国

以上で共同製作される劇場用長編映画（実写劇映画及びアニメーション映画）の制作において、国

際共同製作作品と認定された作品に対して「最終認定書」の発行を行い、この最終認定書が文化庁の

「国際共同製作映画への支援」への申請への必須条件とされていたが、廃止に伴い、申請は文化庁へ

の直接応募へ変更された。なお、2020 年度時点では文化庁の「国際共同製作映画への支援」へ応

募する際に相手国との国際共同製作協定は不要である。日中協定を介した日中国際共同製作作品

は、応募において優遇対象とはならない。 

 

2020 年度以降は「日中映画共同製作認定制度」のみを継続して行うこととなった。制度の詳細は

「1.1 日中協定における取扱機関としての事務業務」および「1.1.1  日中協定に基づく認定の申請書

類一式」を参考のこと。 















a. 映像（番組・映画・アニメ） 

b. ゲーム（家庭用ゲーム・モバイルゲーム等） 

c. その他のコンテンツ ※審査委員会で特別に認めたもの 

支援概要 対象①本格的制作に必要な資金を調達するためのピッチ（プレゼン）にお

いて活用する映像の制作等への支援 

〔スキーム例〕 

・本制作のパートナー獲得のためピッチ映像/シナリオを制作 

・流通事業者との交渉に向けピッチ映像として 1話目を制作 

・流通事業者との交渉に向けピッチ映像として 1話目を制作 

・本制作のパートナー獲得のため見本市での企画ピッチングセッションに参加し

ピッチングを実施 

対象②若手人材が率いるプロジェクトにおける、資金調達のためのピッチに

向けた研修、ピッチ映像制作等への支援 

〔スキーム例〕 

・本制作のパートナー獲得のためピッチトレーニングを受け見本市での企画ピッ

チセッションに参加 

・本格的なコンテンツ制作にあたり未調達の資金を外部から調達するためピッチ

トレーニングを受けピッチ映像/β 版/ シナリオを制作 

・本制作のパートナー獲得のためピッチ映像/ シナリオを制作 

・流通事業者との交渉に向けピッチ映像として 1話目を制作 

主な条件 対象①・②共通 

・本制作するコンテンツが海外発信を想定していること 

・制作会社が本制作されたコンテンツの著作権またはこれに関連する権利の一

部もしくは全部を持つこと  または著作権等の権利を保有しない場合にあって

は制作会社が本制作されたコンテンツでレベニューシェアを受けること 

・補助を受ける事業のために事業者自身が支出したもののみが対象 

・経費は、交付決定日以降に発注したもので、事業完了日までに支払したも

のが対象となる 

・どのような経費でも、一定の基準で証憑を揃える 

 

対象②の場合 

・若手人材が提案事業のプロジェクトリーダーを担うこと 

・プロジェクトリーダーを担う若手人材へのサポートとして、「補佐役（他プロジェ

クトにおけるリーダーの経験を有する者）」を配置すること 

※若手人材：35 歳以下（各回応募締切時点）で、国内または海外にお

いて一定の活動実績がある者 

※補佐役：過去プロジェクトリーダーとして国内及び海外において一定の活動





「団体」とは、当該作品の映画製作者またはその代理者である日本の法令に

より設立された法人またはそれに準ずる団体 

 

〔支援対象経費〕 

・当該作品の映画製作者またはその代理者が、支援対象映画祭への参加に

際して直接出費した下記費用に限る 

・海外のセールスエージェント、共同製作者等、国外の法人による負担分は対

象とならない 

＜外国語字幕制作費＞ 

外国語上映素材制作費、外国語版上映素材輸送費、翻訳費、字幕打ち

込み費 

＜映画製作者の海外渡航費＞ 

映画製作者（※）最大 4名までの海外渡航費、宿泊費 

※映画製作者とは、プロデューサー、監督、出演者を指す。尚、プロデューサー

とは本編に"プロデューサー"とクレジットされた者に限る。エグゼクティブプロデュー

サー、アソシエイトプロデューサー、共同プロデューサー（Co-Producer）等は

対象外とする 

支援上限額 コード A：申請費用の 2分の 1、ただし支援上限額 40万円 

コード B:申請費用の 2分の 1、ただし支援上限額 200万円 

コード C:申請費用の 2分の 1、ただし支援上限額 20万円 

支援対象映画祭 ※新型コロナウィルスの影響により、多くの海外映画祭が延期・中止となってい

る状況をうけ、令和2年度に限り、海外映画祭への出品等支援の中期・後期

の支援対象映画祭と支援対象経費を拡大している 

 

〔コード A〕 

モスクワ国際映画祭 

カンヌ国際映画祭（メインコンペ以外の部門） 

オーバーハウゼン国際短編映画祭 

ズリーン国際映画祭（こども・若者向け） 

シェフィールド国際ドキュメンタリー映画祭 

アヌシー国際アニメーション映画祭 

富川国際ファンタスティック映画祭 

カルロヴィヴァリ国際映画祭 

ファンタジア国際映画祭 

ニューホライズン国際映画祭 

ロカルノ国際映画祭 

ヴェネチア国際映画祭（メインコンペ以外の部門） 



トロント国際映画祭 

サンセバスチャン国際映画祭 

シッチェス・カタロニア国際ファンタスティック映画祭 

釜山国際映画祭 

平遥国際映画祭 

アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭（IDFA） 

サンダンス映画祭 

ロッテルダム国際映画祭 

クレルモンフェラン国際短編映画祭 

ベルリン国際映画祭(メインコンペ以外の部門) 

ニューディレクターズ・ニューフィルム（NDNF） 

香港国際映画祭 

シネマ・ドゥ・リール国際ドキュメンタリー映画祭 

 

〔コード B（メインコンペ部門）〕 

カンヌ国際映画祭 

ヴェネチア国際映画祭 

ベルリン国際映画祭 

 

〔コード C〕 

モスクワ国際映画祭 

カナディアン国際ドキュメンタリー映画祭（HotDocs） 

全州国際映画祭 

カンヌ国際映画祭（メインコンペ以外） 

オーバーハウゼン国際短編映画祭 

ズリーン国際映画祭（こども・若者向け） 

シェフィールド国際ドキュメンタリー映画祭 

ザグレブ国際アニメーション映画祭 

アヌシー国際アニメーション映画祭 

富川国際ファンタスティック映画祭 

カルロヴィヴァリ国際映画祭 

ファンタジア国際映画祭 

ニューホライズン国際映画祭 

ロカルノ国際映画祭 

ヴェネチア国際映画祭(メインコンペ以外) 

トロント国際映画祭 

レインダンス映画祭 









ンに協力可能な作品 

（エ）撮影地の地方自治体・フィルムコミッション等も誘致活動を支援（エキ

ストラ募集、自治体からの補助金の出演、広報活動等）することとし、そのこと

を当該自治体・フィルムコミッション等から具体的に確認できていること 

 

支援上限額 ・映像製作に関わる直接経費かつ日本国内で日本法人、個人、自治体、公

共団体等に支払われたもの 

・受給資格決定日以降に発注された経費のみ 

・上限金額を 2 億円あるいは対象経費の 20 パーセントのうちのより低い金額

※ただし、最終的な支援金額は案件内容・応募状況等を考慮して外部有識

者による検討委員会を経て事務局にて決定 

その他特筆すべき

事項 

効果検証調査段階であり、本プロジェクトの結果を踏まえて今後の支援の有

無が決定される 
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頁 図表番号

32 表1

35 表2
39 表3
39 表4
40 表5
41 表6
43 表7
44 表8
62 表9

72 表10

73 表11

73 表12

74 表13

76 表14

77 表15

79 表16

97 表17
100 表18
101 表19
102 表20
105 表21
127 表22

スコア表A（フィクション映画またはオーディオビジュアル作品の場

合）

欧州附則Ⅱ：ポイント表

カルチュラルテスト

BFIの支出 過去5年の推移

ヨーロッパスケール フィクションの場合

スコア表B（ドキュメンタリー映画またはオーディオビジュアル作品の

場合）

フランスとの共同製作における国別出資比率

 CNCの予算内訳の過去5年の推移

ヨーロッパスケール：フィクションの場合

二次利用未承諾リスト

委託事業名 令和2年度コンテンツ海外展開促

進事業（我が国映画産業の海外展開のための

国際共同製作促進事業）

報告書の題名 令和2年度コンテンツ海外展開

促進事業（我が国映画産業の海外展開のた

めの国際共同製作促進事業）報告書

受注事業者名 公益財団法人ユニジャパン

資金提供の割合

スコア表C（アニメーション映画またはオーディオビジュアル作品の場

合）

スコア表D（ゲームコンテンツのオーディオビジュアル作品の場合）

法令制定後の過去4年間における映画産業へのMiBACTの支

援額の推移

二国間協定における他の共同製作国の参加可否リスト

自動助成スケール：フィクションの場合

自動助成額一覧

自動助成金額算出テーブル

文化テスト 実写の場合

ヨーロッパスケール：アニメーションの場合

ヨーロッパスケール：ドキュメンタリーの場合

タイトル

脚本支援のためのスコア表（長編映画、テレビ、ウェブコンテンツ

共通）

開発およびプリプロダクション支援のためのスコア表（長編映画、テ

レビ、ウェブコンテンツ共通）
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128 表23
128 表24

131 表25

152 表26
190 表27

192 表28

203 表29

204 表30

204 表31
206 表32

210 表33

211 表34
227 表35
228 表36
238 表37
239 表38
241 表39
242 表40
243 表41
245 表42
246 表43
248 表44
277 表45
285 表46
286 表47
304 表48
304 表49
26 図1
26 図2
27 図3
27 図4
28 図5

28 図6

29 図7
35 図8
65 図9
65 図10
66 図11
66 図12

2016年度事業費内訳

中国映画市場のおける興行収入分配の基本割合

2019年度文化部支援内訳

文化部影視及流行音楽産業局予算の5年間の推移

助成の対象となる活動及び助成金の額（単年度の場合）

助成の対象となる活動及び助成金の額（2か年度の場合）

フランス国内の劇場興行収入（グラフ）

Telefilm Canada支援 過去5年の推移

実写作品のポイント表

アニメ作品のポイント表

劇映画およびドキュメンタリーのポイント表

アニメーションのポイント表

制作費と貢献度の％比較計算表: Creative Evaluation

Grid（実写の場合）
ボーナス及び許容ポイント（Bonus and Tolerance Points）

表
キーポジションリスト

キーポジションリスト

Telefilm Canada 2018-2019年期 支援内訳

イタリア国内の劇場動員数（グラフ）

イタリア国内のスクリーン数（グラフ）

イタリア国内の平均チケット価格（グラフ）

フランス国内の一人あたりの年間平均入場回数

フランス国内のマーケットシェアにおける国産映画の割合

フランス国内の映画製作本数(グラフ)

CNCの予算内訳(2019年実績)

イタリア国内の劇場興行収入（グラフ）

フランス国内の劇場動員数（グラフ）

フランス国内のスクリーン数（グラフ）

フランス国内の平均チケット価格（ユーロ）

KOFIC収入支出総括表(2016年～2020年) 

2020年度事業費内訳

2019年度事業費内訳

2018年度事業費内訳

2017年度事業費内訳

ヨーロッパスケール ドキュメンタリーの場合

過去5年間におけるFFA支援額の推移（2015年～2019年）

アメリカ各州でのインセンティブ制度導入状況

製作会社のジョージア製作費用として認められる例

ヨーロッパスケール アニメーションの場合

製作会社のジョージア製作費用として控除が認められない例
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67 図13

67 図14

68 図15
91 図16
91 図17
92 図18
92 図19
93 図20

93 図21

94 図22
104 図23
120 図24
120 図25
121 図26
121 図27

122 図28

122 図29

123 図30
131 図31
197 図32
197 図33
198 図34
198 図35

199 図36

199 図37

200 図38
210 図39
232 図40
232 図41
233 図42
233 図43
234 図44
234 図45
235 図46
250 図47
266 図48
266 図49
267 図50 中国国内のスクリーン数（グラフ）

韓国国内のマーケットシェアにおける国産映画の割合

韓国国内の国産映画公開本数(グラフ)

 KOFICにおける開発支援の段階図

中国国内の劇場興行収入（グラフ）

中国国内の劇場動員数（グラフ）

韓国国内の劇場興行収入（グラフ）

韓国国内の劇場動員数（グラフ）

韓国国内のスクリーン数（グラフ）

韓国国内の平均チケット価格（グラフ）

韓国国内の一人あたりの年間平均入場回数（グラフ）

カナダ国内の平均チケット価格（グラフ）

カナダ国内の一人あたりの年間平均入場回数（グラフ）

カナダ国内のマーケットシェアにおける国産映画とアメリカ映画、その

他の割合

カナダ国内の映画製作本数(グラフ)

Telefilm Canadaの予算内訳(2018-2019年期実績)

ドイツの映画製作本数(グラフ)

FFAの予算内訳 (2019年実績) 

カナダ国内の劇場興行収入（グラフ）

カナダ国内の劇場動員数（グラフ）

カナダ国内のスクリーン数（グラフ）

ドイツ国内の劇場動員数（グラフ）

ドイツ国内のスクリーン数（グラフ）

ドイツ国内の平均チケット価格（グラフ）

ドイツ国内の一人あたりの年間平均入場回数（グラフ）

ドイツのマーケットシェアにおける国産映画の割合（グラフ）

イギリス国内の一人あたりの年間平均入場回数

イギリスのマーケットシェアにおける国産映画の割合

イギリスの映画製作本数

 BFIの収入と支出

ドイツ国内の劇場興行収入（グラフ）

イタリアの映画製作本数(グラフ)

イギリス国内の劇場興行収入（グラフ）

イギリス国内の劇場動員数（グラフ）

イギリス国内のスクリーン数（グラフ）

イギリス国内の平均チケット価格（ポンド）

イタリアの一人あたりの年間平均入場回数（グラフ）

イタリアのマーケットシェアにおける国産映画の割合
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267 図51
268 図52

268 図53

269 図54
271 図55
273 図56
276 図57
279 図58
279 図59
280 図60
280 図61
281 図62
281 図63
282 図64
297 図65
297 図66
298 図67
298 図68
299 図69
299 図70
300 図71 日本国内の映画公開本数(グラフ)

合作映画の制作から配給までの流れ

日本国内の劇場動員数（グラフ）

日本国内のスクリーン数（グラフ）

日本国内の平均チケット価格（円）（グラフ）

日本国内の一人あたりの年間平均入場回数（グラフ）

日本国内のマーケットシェアにおける国産映画の割合

台湾域内の平均チケット価格（グラフ）

台湾域内の一人あたりの年間平均入場回数

台湾域内のマーケットシェアにおける台湾映画の割合

台湾域内の映画製作本数(グラフ)

日本国内の劇場興行収入（グラフ）

中国映画産業の構造

日中映画共同製作認定の流れ

台湾域内の劇場興行収入（グラフ）

台湾域内の劇場動員数（グラフ）

台湾域内のスクリーン数（グラフ）

中国国内の平均チケット価格（グラフ）

中国国内の一人あたりの年間平均入場回数（グラフ）

中国国内のマーケットシェアにおける国産映画の割合

中国国内の映画製作本数(グラフ)




